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は じ め に 

 

 

大阪市では、「大阪市男女共同参画推進条例」に基づき、「男女が、個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担う」男女共同参画社会の

実現を図るため、平成 18 年に「大阪市男女共同参画基本計画～大阪市男女きらめき計画」を策定し、男女共同参画に関する施策の推進

を図ってまいりました。平成 26 年に策定した「大阪市女性の活躍促進アクションプラン」の取組を継承するとともに、社会状況の変化

に伴う課題にも対応するため、平成 29 年 1 月には「大阪市男女共同参画基本計画～第２次大阪市男女きらめき計画～」を策定し、施

策を進めてまいりました。 

この第３次の計画では、「あらゆる分野における女性の参画拡大」「安全で安心な暮らしの支援」「持続可能な男女共同参画社会の実現

に向けた環境づくり」の３つを施策の柱として取組を進め、計画の進捗状況については、大阪市男女共同参画推進条例第 18 条に基づ

き、男女共同参画施策の実施状況等とともに公表するとしています。 

このたび、第３次の計画の初年度となる令和３年度の施策の実施状況等をとりまとめました。 

令和３年度における計画に基づく取組の実施状況としては、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により実施が困難となった取組

が一部ありましたが、概ね順調に実施されました。今回、内部・外部の評価で明らかになった課題や、外部評価の結果を今後の施策・

事業の展開に活かし、より計画の効果的かつ着実な実施につなげていきたいと考えています。 

今後とも、男女がともに仕事や家庭、地域等で、その能力を存分に発揮し、活躍する豊かな活気ある大阪を実現できますよう、男女

共同参画基本計画を推進してまいりますので、皆さまのご支援、ご協力をいただきますようお願い申しあげます。 
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１ 計画のＰＤＣＡの実施手法について 

（１）計画の構成 

「大阪市男女共同参画基本計画～第３次大阪市男女きらめき計画」（以下「計画」という。）では、男女共同参画社会の実現をめざ

し、令和３年度から令和７年度までに取り組む施策の柱立てとして、３つの施策分野を設定し、施策分野ごとに、全体で９の基本的方

向を定めるとともに、基本的方向ごとに、各所属で取り組む事業を「具体的取組み」として示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方向１   

雇用等における女性の活躍推進

とワーク・ライフ・バランス 

基本的方向２  

地域における女性の参画拡大 

計画の柱立て 

施策分野１   
 

あらゆる分野における 

女性の活躍の参画拡

大 

（１）企業における女性の活躍推進 

（２）女性の多様な働き方の実現 

（３）大阪市役所における働きやすい職場づくりと女性の参画拡大 

施策の基本的方向と具体的取組み 

（１）女性の地域活動への参画促進のための環境づくり 

（２）地域で活躍する女性の育成・支援 

基本的方向３  

女性に対するあらゆる暴力の 

根絶 

基本的方向４  

生涯を通じた健康支援 

基本的方向５  

生活上の困難に直面するあらゆ

る女性等が安心して暮らせるた

めの支援 

施策分野２   
 

安全で安心な暮らしの 

支援 

（１）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり  

（２）ＤＶ被害者と家族への支援 

（１）生活上の困難に直面する女性等への自立支援  

（２）高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備 

（３）性の多様性の尊重についての啓発の推進等 

（１）女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進  

（２）男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進 
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基本的方向６  

男女共同参画の視点に立った各種

制度等の整備 

基本的方向７ 

男女共同参画を推進する教育・ 

啓発の充実 

施策分野３   

 

持続可能な男女共同

参画社会の実現に向

けた環境づくり 
基本的方向８  

防災・復興における男女共同参画

の推進 

（１）男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備 

（２）相談体制の充実  

（１）男女共同参画の理解促進、情報発信   

（２）男性・女性の意識改革の促進   

（３）多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実  

（１）男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進 

（２）地域防災活動における女性参画の重要性の啓発 

基本的方向９  

国際社会と協調した多様性に富ん

だ取組の推進 

（１）男女共同参画にかかる国際的取組の情報発信 

（２）多文化共生の視点を踏まえた女性への支援 
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（２）ＰＤＣＡサイクルの推進 

   計画では、取組みの効果的かつ着実な実施を図るため、以下の手法により、年度毎にＰＤＣＡサイクルを回すこととしています。

この報告は、令和３年度における「③評価」の内容・結果についてとりまとめたものです。 

 

    

 

  

 

 

 

① 事業計画（Plan） 

具体的取組み及び重点的取組みの各事業について、所管する区・局において、毎年度、事業計画を作成する。 

② 事業実施（Do） 

区・局において、事業計画に基づき所管事業を実施する。 

③ 評価（Check） 

・ 区・局において、所管事業の実施状況や活動指標の達成状況について自己評価を行う。 

・ 本計画の進捗管理を行う市民局において、自己評価結果をもとに、計画の実施状況や各指標の達成状況、改善に向けた課題等

についてとりまとめる。 

・ その内容について、「大阪市男女共同参画審議会」において、男女共同参画施策の推進の観点から、外部の視点からの検証・評

価を行う。 

・ 計画の実施状況及び外部評価の結果を市民にわかりやすく公表する。 

④ 改善・検討（Action） 

外部評価の結果は区・局にフィードバックし、その後の事業の改善・実施や事業計画の検討・作成につなげる。 

 

 

 

 
 
 
 
 

自己評価 

（各所属） 

 

自己評価に基

づく課題整理 

（市民局） 

外部評価 

（審議会） 

 

 

事業計画 
（各所属） 

 

事業実施 
（各所属） 

 

Ｃ 
 

改善・検討 

（各所属） 

 

Ｐ Ｄ Ａ 
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２ 施策の基本的方向ごとの事業の実施状況および指標の達成状況の自己評価結果・課題の整理 

 計画に掲げた３つの各施策分野における９つの基本的方向ごとに、計画の取組実績、関係する成果指標、成果指標に向けて取り組む

具体的取組の進捗状況・効果を図る活動指標、具体的取組となる関係事業に対する実績を整理し、実施状況について自己評価を行いまし

た。 

施策の基本的方向ごとの計画の取組実績、関係する成果指標、成果指標に向けて取り組む具体的取組の進捗状況・効果を計る活動指

標の内容は「資料１－１ 施策の各基本的方向の進捗状況」のとおりです。また、具体的取組となる関係事業に対する実績等の詳細お

よび自己評価の内容は「資料１－２ 施策の各基本的方向の進捗状況（補助資料）」のとおりです。 

 

【自己評価の方法】 

・各事業において令和３年度に実施を予定していた取組内容を、実際にどれだけ実施できたのかを検証し、その実施状況について、

「①達成」、「②概ね達成」、「③未達成」、「④その他（事業を実施しなかった場合など）」として自己評価を行うとともに、自己評価

で「③未達成」、「④その他」となり状況の説明の必要がある場合や、課題と改善策がある場合など、今後の方向性についてもあわ

せて記載することとしました。 



当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和元年平均
1.2ポイント

1.1ポイント
令和７年平均

全国平均を上回る

令和元年平均
5.1ポイント

4.9ポイント
令和７年平均

全国平均を上回る

令和元年度
78.4%

―
（未測定）

令和７年度
90%以上

令和元年
74.0%

75.1%
令和７年
80%以上

令和元年
20.9%

14.6%
令和７年
30%以上

令和元年度
493件

682件
令和７年度
1,000件以上

― 家事：73.6％、育児：76.7％
令和７年度
70%以上

令和元年度
10.1%

28.8%
令和７年度

30%

令和２年10月1日現在
26.6%

令和３年10月1日現在
28.1%

令和７年度
30%

令和２年４月１日現在
36.0%

令和3年4月１日現在
36.2%

令和７年４月１日現在
40％以上

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向１　雇用等における女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス

計画の取組実績

・企業における女性活躍の推進、女性の多様な働き方の実現、大阪市役所における働きやすい職場づくりと女性の参画拡大の取組について、概ね計画どおり実施となった。

・成果指標の「大阪府と全国平均女性（15歳～）の就業率の差」及び「大阪府と全国平均女性（35～44歳）の就業率の差」は当初の数値に比べて縮まり、長期的には上昇傾向にある。

・女性の就業に関しては、中長期的には概ね順調に進んでいるものの、新型コロナウイルスの流行による経済情勢の悪化に伴い、有効求人倍率が低下傾向にあることから、就業支援の取組については着実な継続が重要である。

・成果指標の「大阪市役所の男性職員の育児休業等の取得率」及び、「大阪市役所（市長部局）の係長以上管理職に占める女性の割合（事務系）」は、まだ目標値に達してはいないものの、当初の数値に比べて上昇している。

・成果指標の「市の審議会において女性委員の占める割合」は、まだ目標値に達してはいないものの、当初の数値に比べてわずかに上昇している。

・大企業と比較して中小企業において女性活躍が進んでいない傾向があるため、中小企業等を中心に、女性活躍に取り組む意義や必要性の理解が深まるように積極的に働きかけていくとともに、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など、働きやすい職場環境整備
に向けた取組支援を行っていく。

・ また、「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的な性別役割分担意識が根強く残っていると考えられることから、女性も男性も働きたい全ての人が家庭生活と両立しながら働くことの意義が広く浸透するよう、あらゆる機会・手段を活用した意識啓発に取り組んでいく。

・今後も、政策・方針決定過程への女性の参画拡大の観点から、大阪市役所においては、引き続き、性差なく能力を引き出すような女性職員育成の取組やキャリアアップに向けて必要な職務経験を積み重ねることができる相談体制の整備等を進めるとともに、審議会等委員への
女性の参画を促進していく。

成果指標 備考

大阪府と全国平均女性（15歳～）の就業率の差 （参考）総務省「労働力調査」

大阪府と全国平均女性（35～44歳）の就業率の差 （参考）総務省「労働力調査」

女性の継続就労を進めている企業の割合 （参考）市民局調べ

男女間賃金格差（大阪府） （参考）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

管理的職業従事者における女性の割合（大阪府） （参考）総務省「労働力調査」

大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証累計件数 （参考）市民局調べ

家事・育児の役割分担満足度 （参考）市民局調べ

大阪市役所の男性職員の育児休業等の取得率 （参考）大阪市特定事業主行動計画と連携

大阪市役所（市長部局）の係長以上管理職に占める女性の割合（事務系） （参考）大阪市特定事業主行動計画と連携

市の審議会等において女性委員の占める割合 （参考）市民局調べ

資料１―１
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(1) 企業における女性の活躍推進

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

150社以上 233社 150社以上

1,500社以上 1,586社 1,500社以上

所管所属 補助資料参照先

契約管財局・事業担当局（各区・局） 基本的方向１　(1)-1

契約管財局・事業担当局（各区・局） 基本的方向１　(1)-2

市民局 基本的方向１　(1)-3

経済戦略局 基本的方向１　(1)-4

市民局 基本的方向１　(1)-5

市民局 基本的方向１　(1)-6

市民局 基本的方向１　(1)-7

市民局 基本的方向１　(1)-8

市民局 基本的方向１　(1)-9

市民局 基本的方向１　(1)-10

こども青少年局 基本的方向１　(1)-11

(2) 女性の多様な働き方の実現

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

1,078人 832人 800人

70%以上 94% 70%以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向１　（2）-1

市民局 基本的方向１　（2）-2

市民局 基本的方向１　（2）-3

市民局 基本的方向１　（2）-4

市民局 基本的方向１　（2）-5

令和３年度活動指標 備考

女性の活躍に向けた環境整備支援を行った企業の数 （参考）市民局調べ　R2：220社 R1：154社

女性活躍の取組の意義・重要性について啓発を行った企業の数 （参考）市民局調べ　R2：1,596社　R1：1,902社

具体的取組 事業等名称

・女性活躍推進の職場環境づくりを進める「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業（以下「認証企業」という。）」を増やしていく
ために、認証企業のＰＲや認証の有用性について周知する等、働きかけを行います。
・女性活躍の取組の推進に向けて、認証企業等の先進的な取組事例等についての情報提供や企業間での交流の機会の提供を行いま
す。
・女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対し、女性活躍の意義や必要性の啓発及び取組支援を行います。
・方針の立案、決定過程への女性の参画拡大に向けて、企業における女性管理職の積極的な登用を促します。
・長時間労働の是正や在宅勤務（テレワーク）などによる働き方の見直しなど、男性・女性がともに働き続けやすい職場環境づくりの推進
に向けて、啓発・支援を行います。
・男性の育児・介護休業等の取得促進など、男性の家庭参画に向けた意義や必要性の啓発及びノウハウ等の提供を行います。
・公共調達において、公正性、経済性及び品質の確保に配慮しつつ、積極的に女性活躍に取り組んでいる企業へのインセンティブの付
与を行います。
・「男女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」等の趣旨や「労働基準法」等に基づく女性労働者の母性保護、母性の健康管理について周
知・浸透を図ります。
・企業におけるセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントをはじめとする様々なハラスメントの防止に向
けた啓発を行います。

総合評価一般競争入札制度における取組

指定管理者制度における選定基準の取組

企業を対象としたセミナー等開催

産業創造館における創業・新事業創出・経営革新支援事業

企業等の女性活躍推進に向けた認証及び啓発・支援事業

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業

女性活躍推進情報発信事業

ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間

クレオ大阪における講座・セミナーの実施

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した啓発

母子健康手帳等による働く女性への情報提供

令和３年度活動指標 備考

しごと情報ひろば・地域就労支援センター事業における職業相談・職業紹介事業による
女性就職者数

（参考）市民局調べ　R2：961人

再就職や仕事と家庭の両立支援セミナー等への参加者アンケートで「就職意欲が高まっ
た」と回答した割合

（参考）市民局調べ　再就職や仕事と家庭の両立支援セミナー等
への参加者アンケートで「就職意欲が高まった」「就職に対する自
信がついた」と回答した割合
R2：71.4%　R1：71.1%

具体的取組 事業等名称

①　女性の能力開発や継続就業
等の支援

・働きたい、働き続けたいと考えている女性に対し、仕事と家庭を両立しながらキャリアアップを図るこ
とができるよう、セミナーの開催や情報提供等を行うほか、男性の家事・子育て等への積極的な参画
を促すなど、意識改革に向けた取組を行います。
・育児・介護休業取得後に職場復帰をめざす女性に対し、保育サービスなど仕事と家庭の両立につい
ての様々な情報提供や、セミナーの開催などにより支援を行います。

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲）

合同企業説明会の開催

子育て中の再就職支援事業

しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業

女性活躍推進情報発信事業（再掲）
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市民局 基本的方向１　（2）-6

市民局 基本的方向１　（2）-7

市民局 基本的方向１　（2）-8

市民局 基本的方向１　（2）-9

市民局 基本的方向１　（2）-10

(3) 大阪市役所における働きやすい職場づくりと女性の参画拡大

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

―
（令和7年度までに100％。
令和３年度実績を今後の

基準値とする。）

(未集計） ―

所管所属 補助資料参照先

①　働きやすい職場づくり 総務局 基本的方向１　（3）-1

総務局 基本的方向１　（3）-2

消防局 基本的方向１　（3）-3

水道局 基本的方向１　（3）-4

水道局 基本的方向１　（3）-5

教育委員会事務局 基本的方向１　（3）-6

北区 基本的方向１　（3）-7

市民局 基本的方向１　（3）-8

総務局 基本的方向１　（3）-9

②　未就業女性に対する就業支
援

・様々な理由により未就業の状態にある女性に対する個々の状況に応じた就職支援や、働くことをは
じめとする社会参画を促すセミナーや講座等を実施します。
・求職者に対して認証企業の認知度を高めるとともに、認証企業をはじめ、女性が働き続けられる職
場環境づくりに積極的に取り組む企業とのマッチング機会を提供するなど、就職支援を行います。
・出産を機に離職した女性に対し、子育てと仕事の両立など再就職の不安を解消するための講座や交
流会を開催するとともに、自分に合った仕事選びと、保育サービスや子育て支援情報の提供を一体的
に行うなど、再就職を総合的に支援します。
・起業したい女性に対するセミナーの開催やイベント等の情報提供、相談事業やネットワークづくりへ
の支援を行います。

合同企業説明会の開催（再掲）

子育て中の再就職支援事業（再掲）

しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業（再掲）

チャレンジスタジオの運営（クレオ大阪東）

女性チャレンジ応援事業

女性職員の職域拡大と男女のバランスのとれた職員配置・職務経験付与

特定事業主行動計画の推進

ワーク・ライフ・バランスの推進

園長及び教頭、指導主事等教職管理職への任用の促進及び教職管理職登用試験への出願促進

令和３年度活動指標

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた年次休暇取得の促進、超過勤務縮減の取組及び管理職を
はじめとした職員の意識向上に向けた研修等の実施、時差勤務制度の整備及びテレワークの推進に
取り組みます。
・安心して出産・子育てをすることができる職場環境づくりに向けた休暇・休業等制度の周知徹底、管
理職をはじめとした職員の意識向上、育児休業の代替要員の確保や育児休業中の職員への情報提
供などに取り組みます。
・男性職員の育児参加の促進に向けた制度の周知や情報提供、上司との面談の仕組み化等により、
男性職員が育児休業や配偶者分べん休暇、育児参加休暇等を取得しやすい職場づくりを推進しま
す。
・ハラスメント等の各種相談体制の整備等を実施します。

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進

②　女性職員の登用

・女性の活躍を推進し組織の活性化を図るため、女性の管理職登用に関する数値目標を設定し、意
欲、能力、実績を持った女性職員を積極的に管理職に登用します。
・女性教職員の管理職への登用を推進するため、管理職試験の受験を奨励するとともに、能力・適性
に基づいた登用を行います。
・女性職員の職域の拡大や、 幅広い職務経験を積むことができる人事配置を行います。
・女性職員の活躍のサポートに向けた女性職員向けのセミナーやキャリアデザイン研修などや、ワー
ク・ライフ・バランス推進に向けた管理職向け研修などを実施します。

・女性職員の管理職への登用促進
・庁内公募の活用
・女性職員向けのセミナーやキャリアデザイン研修の実施
・ワーク・ライフ・バランス推進に向けた管理職向け研修
・イクボスにかかる管理者層向け冊子の作成・活用

備考

育児に伴う休暇・休業の取得計画策定率
令和３年度実績値は令和４年度中に集計を予定。

（参考）大阪市特定事業主行動計画（新規指標）

具体的取組 事業等名称

③　審議会等への女性の登用
・審議会等委員における女性委員の比率を高めるとともに、団体推薦による審議会等委員についても
女性委員の推薦について引き続き協力を要請していきます。

審議会等への女性委員の積極的登用

審議会等への女性委員の積極的登用

審議会等への女性委員の積極的登用
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当初 現状値（令和３年度） 目標値 備考

－
26.8%

（民間ネット調査）
令和７年度
60%以上

（参考）市民局調べ

(1) 女性の地域活動への参画促進のための環境づくり

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

７回以上 ９回 ７回以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向２　(1)-1

市民局 基本的方向２　(1)-2

市民局 基本的方向２　(1)-3

(2) 地域で活躍する女性の育成・支援

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

80％以上 90% 80％以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向２　(2)-1

市民局 基本的方向２　(2)-2

事業等名称

女性チャレンジ応援拠点の運営

女性活躍推進情報発信事業（再掲）

令和３年度活動指標

具体的取組

・地域活動に参画し、活躍する女性を発掘、育成、支援することで、地域活動のリーダー的役割を担う女性の創出を図るとともに、地域と女性
の活動ニーズをマッチングして、意欲ある女性を地域へつなぐための拠点として、男女共同参画センターにおいて「女性チャレンジ応援拠点」
を運営します。
・地域で活動している女性の情報収集や、ロールモデルとなる活躍事例の情報発信、意義・メリット等についての啓発など、地域活動への関
心、参画意欲の向上に向けた取組を実施します。
・地域活動への参画に関心・意欲のある女性からの相談に対応するとともに、地域で活躍している女性の経験からノウハウ等を学べるワーク
ショップや交流会を開催します。
・地域で活躍している女性同士や女性起業家、企業、ＮＰＯ、大学等との交流の場の提供など、新たな活動を生み出すためのネットワークづく
りへの支援を行います。
・事業等を始めたい女性への相談対応や情報提供を行うとともに、必要な知識やノウハウ等を習得できるよう支援します。

備考

女性チャレンジ応援拠点の登録者へのアンケートで、「拠点の事業が地域での活動に役
立った」と答えた人の割合：

（参考）市民局調べ
R2実績：女性チャレンジ応援拠点の登録者へのアンケートで、
「現在、地域で活動している」又は「地域での活動に向けて取り
組んでいる」と答えた人の割合：74.0%

令和３年度活動指標 備考

地域で活躍している女性の活動事例等の情報発信回数（Webサイト等を活用した情報発信
回数）

具体的取組

・地域活動の企画・運営に女性の視点を取り入れる意義・重要性や、地域で活動している女性の活躍事例について情報発信するなど、地域
活動団体等に対する女性の地域活動への参画拡大に向けた啓発を実施します。
・地域活動協議会などによって日々取り組まれる地域活動において、女性の視点を取り入れるよう促すとともに、方針決定過程における女性
の参画の重要性についての啓発を実施します。
・個別の地域活動団体に対し、出前セミナー等によりその実情に合わせた啓発を実施します。

地域活動において女性の参画が進んでいると答えた市民の割合

事業等名称

女性活躍推進情報発信事業（再掲）

クレオ大阪による地域出前セミナーの実施

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した啓発

成果指標

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向２　地域における女性の参画拡大

計画の取組実績

・女性の地域活動（町会、自治会、ＰＴＡ、ボランティアなど地域の活動）への参画促進のための環境づくり、地域で活躍する女性の育成・支援の取組について、概ね計画どおりの実施となった。

・地域で活躍している女性の活躍事例等の情報発信については、地域で活躍するロールモデル情報や女性の参画が進んでいる地域の活動内容について等、目標回数を上回る事例の発信を行った。

・地域において活躍する女性の発掘、育成、支援を行う「女性チャレンジ応援拠点」については、活動指標である女性チャレンジ応援拠点の登録者へのアンケートで、『拠点の事業が地域での活動に役立った』と答えた人の割合が目標値を上回り、地域で活動している女性から高い
満足度を得ることができている。

・拠点利用者数は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準には至っていないが、回復傾向にあり、相談会やセミナーの実施にあたってはオンラインの手法を取り入れ、コロナ禍でも持続可能かつ利便性の高いサ―ビスの提供に努めている。

・成果指標の「地域活動において女性の参画が進んでいると答えた市民の割合」は目標値に達成していないことから、様々な地域活動において女性の視点が反映されるよう、女性の地域活動への参画拡大に向けた啓発が引き続き必要である。
様々な地域活動において、女性が活動内容の企画・方針決定に中心的な役割を果たしていけるよう、地域活動団体等に対して、地域活動において女性の参画が拡大することの意義・重要性の浸透を図るとともに、女性が地域で活躍している事例を広く発信するなど、女性の地域活
動への参画拡大に向けた啓発を引き続き進めていく。
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当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和元年度56.5%
（市民意識調査）

40.2%
（民間ネット調査）

令和７年度80%以上

－
58.8%

（民間ネット調査）
令和７年度80%以上

－
60.8%

（民間ネット調査）
令和７年度80%以上

(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

30回以上 37回 40回以上

23,000部 23,000部 24,000部

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向３　(1)-1

市民局 基本的方向３　(1)-2

市民局 基本的方向３　(1)-3

市民局 基本的方向３　(1)-4

市民局
教育委員会事務局

基本的方向３　(1)-5

市民局 基本的方向３　(1)-6

教育委員会事務局 基本的方向３　(1)-7

デートＤＶ防止の啓発・予防教育授業の実施

クレオ大阪における講座・セミナーの実施

学校安心ルールの活用

事業等名称

広報紙等を活用した啓発

府及び各区役所等関係機関と連携した「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間（11月12日～25日）における
広報・啓発の強化
男女共同参画普及啓発事業

ＤＶ及びデートＤＶ防止セミナーの実施

具体的取組

①　暴力根絶に向けた予防教
育・啓発等の取組

・あらゆる機会を通じて、女性に対する暴力の問題について、ともすれば女性に対する暴力の問題に無関
心になりがちな男性をはじめ、広く市民に対する広報・啓発を実施します。
・「女性に対する暴力をなくす運動」（毎年11月12日から25日までの２週間）期間において、大阪府と連携し
た取組を行うとともに、各区役所等関係機関と連携し、積極的な周知啓発活動に取り組みます。
・大阪市内の地域団体・学校・企業等を対象としたＤＶ防止に資するセミナー等を実施します。
・男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係を構築し、将来の加害者、被害者を生まない
ようにするため、市内中学生向けのデートＤＶ防止啓発リーフレットを作製・配布し、あわせて学校教育の場
において、啓発教材を活用したデートＤＶ防止の啓発・予防教育授業を実施します。

令和３年度活動指標 備考

DV（デートDV含む）や相談窓口についての認知度向上のための広報・啓発回数（ホーム
ページ・情報誌・男女共同参画センターイベント等活用した広報・啓発回数）

(参考）市民局調べ　R２：42回

デートDVにかかる理解度を高めるための広報・啓発
（デートDV防止啓発リーフレット配布数）

(参考）市民局調べ　R２：23,000部

配偶者・パートナー間において、「なぐる・ける」だけではなく、「友達や身内とのメールなど
をチェックしたり、付き合いを制限する」をＤＶとして認識する市民の割合

（参考）市民局調べ

交際中の恋人間で行われる暴力行為である「デートDV」という言葉を知っている市民の割
合

（参考）市民局調べ

配偶者等からの暴力にかかる相談窓口の認知度 （参考）市民局調べ

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶

計画の取組実績

・女性に対する暴力の予防と根絶のため、関係機関と連携し、犯罪が発生しにくい環境づくり、広報・啓発、予防教育など、概ね計画どおり実施した。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛や生活不安、ストレスを背景にDVの増加や深刻化が懸念され、区役所保健福祉センター及び配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談件数は、令和２年度に比べると約１割減少しているが依然として高い数値にある。ま
た、DV相談しやすい環境整備として令和２年５月から開始したメール相談について、外出自粛制限があった令和２年度と比べると減少しているが、一定のニーズがあることから引き続き実施していく。

・暴力の未然防止を図るための予防教育の取組みとして、令和元年度に中学生向けのデートＤＶ防止啓発DVD及びリーフレット等を作成し、令和２年度から学校教育の場における啓発教材を活用したデートDV防止の啓発・予防教育授業を開始しており、令和３年度からは学校教育の
場のほか各区役所にも配布した。お互いに相手を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許されないという意識を醸成するため、引き続き教育委員会・児童虐待担当部署と連携し、若年層に対する啓発教育の充実を図る。

・関係機関との連携について、民間、警察、行政などで構成される大阪市ＤＶ施策ネットワーク会議を開催し、ＤＶ被害者の緊急一時保護並びに自立支援にむけての情報交換、ＤＶ施策についての研究協議を行い、また、DVと児童虐待の情報連携を円滑に行うことを目的とし、相談履
歴の有無について相互に共有できる児童相談等システムを令和３年４月から稼働した。

・成果指標については、社会的暴力をDVとして認識する市民の割合、「デートDV」という言葉を知っている市民の割合、配偶者暴力相談支援センターの相談窓口の認知度のそれぞれについて、令和７年度の目標値達成に向けて、各種広報媒体を活用した積極的かつ効果的な広報・
啓発等、一層の啓発が必要である。

・緊急一時保護先からの退所者に対するアンケートでは、意識が「前向きに変化」したと回答した割合が目標値を大きく上回っている。今後、退所者が自立した生活を送ることができるよう、カウンセラーによるカウンセリングや行政手続き等への同行支援等のアフターケアを行い、一層
の支援の充実を図る。

・今後も、引き続き、ＤＶ関係相談機関や窓口の周知、暴力の防止に向けた啓発が必要であり、各区広報紙、大阪市男女共同参画センターが発行する情報誌「クレオ」、地域の情報誌への掲載を行うほか、大阪市ホームページや大阪市LINE、Twitter、市民局Facebook、区役所に設置
しているデジタルサイネージなど各種広報媒体を活用し、積極的かつ効果的な広報・啓発を実施する。

成果指標 備考
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市民局 基本的方向３　(1)-8

健康局 基本的方向３　(1)-9

健康局 基本的方向３　(1)-10

市民局 基本的方向３　(1)-11

教育委員会事務局 基本的方向３　(1)-12

教育委員会事務局 基本的方向３　(1)-13

市民局 基本的方向３　(1)-14

市民局 基本的方向３　(1)-15

市民局 基本的方向３　(1)-16

建設局 基本的方向３　(1)-17

東淀川区 基本的方向３　(1)-18

環境局 基本的方向３　(1)-19

こども青少年局 基本的方向３　(1)-20

教育委員会事務局 基本的方向３　(1)-21

市民局 基本的方向３　(1)-22

市民局 基本的方向３　(1)-23

市民局 基本的方向３　(1)-24

市民局 基本的方向３　(1)-25

(2) ＤＶ被害者と家族への支援

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

90％以上 95.4% 90%以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向３　(2)-1

市民局 基本的方向３　(2)-2

市民局 基本的方向３　(2)-3

こども青少年局 基本的方向３　(2)-4

②　関係機関との連携強化 市民局 基本的方向３　(2)-5

市民局 基本的方向３　(2)-6

市民局 基本的方向３　(2)-7

④　男性に向けた支援 市民局 基本的方向３　(2)-8

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

「こども110番の家事業」の実施

性感染症の正しい知識の普及・啓発

エイズ対策にかかる個別施策層への普及啓発

「性暴力救援センター・大阪SACHICO」の取組み等にかかる周知

性教育の推進

学校安心ルールの活用

広報誌を活用した啓発（再掲）

市職員による「あんしんパトロール」の実施

DV理解を深めるための多言語リーフレットの作成

デートＤＶ防止啓発教材を活用した啓発

道路照明灯の整備

地域安全防犯対策事業

・男性のＤＶ被害者に対する必要な配慮が図られるよう、相談窓口や各種支援制度に関する情報提供を行
います。
・男性の悩み相談窓口において、被害者のみならず、「配偶者に暴力をふるってしまう」など様々な困難を
抱える男性への支援を実施します。

具体的取組 事業等名称

母子生活支援施設等社会福祉施設におけるDV被害女性の緊急一時保護

安全管理担当要員の配置

DV施策にかかる関係機関の連携

緊急母子一時保護事業

DV施策にかかる関係機関の連携（再掲）

社会福祉施設におけるDV被害女性への自立支援

外国人ＤV被害者に対する通訳者派遣

男性の悩み相談

①　ＤＶ被害者の一時的な保護・
安全確保

・母子生活支援施設等の社会福祉施設を活用した緊急一時保護を実施します。
・警察及び大阪府と連携し、24時間体制での緊急一時保護を実施します。
・ＤＶ被害者の安全確保のための同行支援を実施します。
・一時保護施設にケースワーカーやカウンセラーを配置し、ＤＶ被害者と同伴家族への心のケアの支援を
行います。
・各区役所、一時保護施設、こども相談センターなど関係機関が緊密に連携し、一時保護されている同伴
児童や面前ＤＶの被害児童に対する適切な支援を行います。

・警察、区担当者、こども相談センター、施設関係者等との緊密な連携を図りながら、ＤＶ被害者の支援を
推進します。
・障がい者・高齢者虐待防止連絡会議、人権相談ネットワークにかかる連絡会、犯罪被害者等の支援にか
かる各種会議、医療機関等様々な関係機関と連携し、適切な支援を行います。
・要保護児童対策地域協議会を通じて関係機関との情報共有、連携の強化を図ります。

③　ＤＶ被害者の自立のための
支援

・ＤＶ被害者に対する福祉制度等に関する情報提供及び各種制度の活用によるＤＶ被害者の自立支援を
行います。
・外国人のＤＶ被害者に対し、多言語での情報提供を行うとともに、通訳派遣を実施し、適切な相談や一時
保護につなげる体制の充実を図ります。

②　性暴力・性犯罪に対する取組

③　相談窓口の認知度向上

④　犯罪が発生しにくい環境づく
り

⑤　相談体制の充実

・配偶者暴力相談支援センターや犯罪被害者等支援のための総合相談窓口において被害者からの相談
に応じ、各種支援制度の情報提供や関係機関の紹介等を行います。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターである「性暴力救援センター・大阪SACHICO」
の取組等について関係機関へ周知し、被害者に対する必要な配慮や支援が図られるよう連携した取組を
推進します。
・被害を未然に防ぐため、学校教育等を通じてこどもたちが暴力を認識し、その危険から自らを守るための
力を育み訴えることができるよう、こどもの発達段階に応じて性暴力・性犯罪の危険性や性に関する正しい
知識を身に付ける啓発授業を実施します。
・国における性暴力・性犯罪に対する取組を踏まえ、適切な情報提供を行います。

・ＤＶ専門相談、性暴力救援センター等各種相談窓口について、各区広報紙、大阪市男女共同参画セン
ターが発行する情報誌「クレオ」、地域の情報誌等への掲載を行うほか、大阪市ホームページや大阪市
LINE、Facebook、Twitter、区役所に設置しているデジタルサイネージなど各種広報媒体を活用した広報・
周知を行います。
・学校におけるデートＤＶ防止啓発授業や市内中学生へ配布するリーフレット等を活用して、相談窓口を周
知します。

令和３年度活動指標 備考

緊急一時保護先からの退所者に対するアンケートで意識が「前向きに変化」したと回答した
割合

（参考）市民局調べ　R2：91.7％

・犯罪が発生しにくいまちづくりに向け、道路照明灯等の整備などの安全対策を実施します。
・地域の治安や安全を守るため、大阪府警察本部の「安まちメール」を活用し、不審者情報やこどもの被害
情報などについて地域へ迅速に伝達し、犯罪等の未然防止に努めます。
・市職員による「あんしんパトロール」を実施します。
・各区役所において、「こども110番の家」事業の取組を推進します。

・電話や面談での相談が困難なＤＶ被害者にも配慮した新たな相談方法を取り入れるなど相談しやすい環
境整備を行い、ＤＶ被害者の早期発見、早期対応につながる相談体制の充実を図ります。
・ＤＶ被害者と接する区役所職員等への研修の充実等により、相談対応の資質向上を図ります。
・デートＤＶやからだの悩み等を抱える若年女性や、家庭に「居場所」がない等生活する場の安心・安全を
確保できない若年女性への支援となる相談体制を充実していきます。

若年女性への相談窓口の設置

「大阪市DV施策ネットワーク会議」における関係職員研修

区保健福祉センターにおける相談事業

大阪市配偶者暴力相談支援センターの運営

不審者情報などの地域への伝達
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当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和元年度
―

①43,441人
②55,586人
③27,333人
④66,445人
⑤54,642人

令和３年度
―（未測定）

①30,605人
②58,067人
③20,254人
④62,452人
⑤51,896人

令和５年度（※）
①～⑤各50%以上

①53,700人以上
②75,900人以上
③46,500人以上

 ④109,400人以上
⑤69,700人以上

(1) 女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

前年度よりも
受診者数を増やす
（令和５年度までに

19,000人以上）

9,377人 14,064人

①94％以上
②99％以上
③73％以上

①96.4％
②99.9％
③75.6％

①94％以上
②99％以上
③73％以上

所管所属 補助資料参照先

健康局 基本的方向４　(1)-1

健康局 基本的方向４　(1)-2

北区
生野区

基本的方向４　(1)-3

福祉局
北区

基本的方向４　(1)-4

市民局 基本的方向４　(1)-5

事業等名称

骨粗しょう症検診

健康増進活動事業

保育ボランティア付検診

一般介護予防事業

クレオ大阪における女性総合相談センター事業

妊産婦健康診査
①妊娠11週までの妊娠届出率
②定期的に健康診査を受診した妊婦の割合
③産婦健康診査受診率

（参考）こども青少年局調べ　（局運営方針より）
R2①95.7％②88.2％③74.1％
R1①95.0％②87.8％③78.5％
H30①94.9％②87.9％③75.0％
※具体的取組「②妊娠・出産にかかる健康支援」に係る取組の効果を確認

具体的取組

①　生涯を通じた女性の健康支
援

・子宮頸がん、乳がんや更年期の心身の健康問題などについての検診の受診や疾病に関する正しい知識
などの啓発・情報発信等を推進します。
・子育て中の女性が検診等を受診しやすいように一時保育事業等を充実します。
・身近な地域における生涯を通じた主体的な健康づくりを支援します。また、更年期以降に発生する疾患や
加齢に伴う心身の不調を予防するため、健康づくり、介護予防・フレイル予防にかかる取組を推進します。

がん検診受診率（市民全体）

大阪市がん検診受診者
①乳がん（40歳以上女性）
②子宮頸がん（20歳以上女性）
③胃がん（40歳以上）
④大腸がん（40歳以上）
⑤肺がん（40歳以上）

（参考）大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第2次後期）」と連
携

令和３年度活動指標 備考

骨粗しょう症検診受診者の増加

（参考）健康局調べ
（大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第2次後期）」より）
R2：5,969人（コロナ感染防止対応の影響あり）
R1：15,687人
※具体的取組「①生涯を通じた女性の健康支援」において、特に女性がなりや
すい傾向にある骨粗しょう症に係る取組の効果を確認

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向４　生涯を通じた健康支援

計画の取組実績

・女性の生涯を通じた健康保持、増進のための施策の推進について、骨粗しょう症検診や妊産婦健康診査などの取組、また、男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進について、がん検診受診勧奨や生活習慣病の予防などの取組を実施し、概ね事業計画どおり実施した。

・令和３年度のがん検診の受診者数は、昨年度に引き続き、例年より減少しており、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響があると考えられる。

・令和３年度より新たな検診として、大阪市前立腺がん検診を開始（７月より）した。

・がん検診受診者数向上策としては、ナッジを活用した大腸がん検診モデル事業の実施、大阪市ホームページ・ツイッターやデジタルサイネージなど各種媒体の活用及び、特定年齢の国民健康保険被保険者等に対する個別勧奨はがきの発送による周知などに取り組んだが、がん検
診の重要性について未だ広く市民の理解を得られていないことに加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えが見られ、感染症拡大前の令和元年度の受診者数を下回る結果となった。

・令和４年度はナッジを活用した大腸がん検診モデル事業の拡充とデジタルサイネージや包括連携企業との啓発にも引き続き取り組んでいくとともに、50歳をターゲットとした胃・前立腺がんに特化した個別勧奨等を予定している。また、骨粗しょう症検診受診者向上策としては、令和3年
度は世界骨粗鬆症デーにあわせて商業施設内で骨粗しょう症検診を実施するなど啓発イベントを実施し、令和4年度についても同様のイベントを予定している。

・妊娠・出産にかかる健康支援として、不妊専門相談センターにおいて、不妊・不育に係る専門相談を行うとともに、令和3年４月から、新たに、不妊・不育に悩む人のためのカウンセリングを実施している。

成果指標 備考

11



健康局 基本的方向４　(1)-6

こども青少年局 基本的方向４　(1)-7

こども青少年局 基本的方向４　(1)-8

こども青少年局 基本的方向４　(1)-9

こども青少年局 基本的方向４　(1)-10

こども青少年局 基本的方向４　(1)-11

こども青少年局 基本的方向４　(1)-12

こども青少年局 基本的方向４　(1)-13

こども青少年局 基本的方向４　(1)-14

こども青少年局 基本的方向４　(1)-15

こども青少年局 基本的方向４　(1)-16

こども青少年局 基本的方向４　(1)-17

(2) 男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

104,000人以上 100,136人 104,000人以上

3,550件以上 3,093件 3,400件

所管所属 補助資料参照先

健康局 基本的方向４　(2)-1

健康局 基本的方向４　(2)-2

健康局 基本的方向４　(2)-3

健康局 基本的方向４　(2)-4

健康局 基本的方向４　(2)-5

健康局 基本的方向４　(2)-6

健康局 基本的方向４　(2)-7

健康局 基本的方向４　(2)-8

健康局 基本的方向４　(2)-9

健康局 基本的方向４　(2)-10

健康局 基本的方向４　(2)-11

健康局 基本的方向４　(2)-12

健康局 基本的方向４　(2)-13

こども青少年局 基本的方向４　(2)-14

教育委員会事務局 基本的方向４　(2)-15

思春期問題相談事業

ＨＩＶ検査の実施

エイズ相談の実施

性教育の推進

健全母性育成事業

性感染症の正しい知識の普及・啓発

性器クラミジア、梅毒及びＢ型肝炎検査の実施

出産前小児保健指導事業（プレネイタルビジット）

妊産婦の保健指導

赤ちゃんへの気持ち質問事業の実施

産婦健康診査の実施

事業等名称

母親教室の実施

妊婦健康診査の実施

不妊治療に対する助成

不妊専門相談センターの設置

乳児家庭全戸訪問の実施

養育支援訪問事業　（専門的家庭訪問支援事業）

③　性を理解するための啓発・相
談

・思春期の早期からの性に関する正しい知識や生命の尊さの啓発、思春期特有の性に関する不安や悩み
の相談、情報提供を行います。
・ＨＩＶ／エイズを含む性感染症について正しい知識の普及・啓発を実施し、相談、検査、医療体制を充実し
ます。

周産期緊急医療体制整備事業

母子健康手帳の交付

②　妊娠・出産にかかる健康支
援

・女性の妊娠・出産に関する適切な自己管理のための情報提供や保健指導を充実します。
・妊婦が妊娠期間中に受診する健康診査の公費負担を行います。
・不妊治療に要する費用の一部を助成します。
・妊娠期から子育て期のワンストップ支援拠点として総合的相談支援を提供する「子育て世代包括支援セン
ター」の機能を確保します。
・こども相談センター、子育て支援機関、医療機関等の各機関との連携を図り、利用者への情報提供及び妊
産婦等を支える地域の包括支援体制を構築します。
・安全で安心な妊娠・出産を確保するため、周産期医療の充実に向けた支援を行います。

具体的取組

①　生活習慣病の予防
・健全な食生活の実践に向けた啓発や保健指導を行います。
・早期発見・早期治療につながるがん検診等の受診の啓発を充実していきます。
・喫煙対策を推進します。

②　こころの健康づくりの推進

・ストレス対策を含めたこころの健康問題に関する正しい知識の普及・啓発を行います。
・うつ病、アルコール依存症等のこころの病気について、関係機関とも連携しながら、正しい知識や予防方
法についての理解を深めるための普及啓発を行い、病気の早期発見、早期治療のため引き続き健康相談
に取り組みます。

令和３年度活動指標 備考

国民健康保険加入者の令和3年度がん検診受診者数
（参考）健康局調べ（局運営方針より）　R1受診者数：103,924人
※具体的取組「①生活習慣病の予防」において、がん検診受診勧奨に係る取
組の効果を確認

こころの悩み電話相談件数
（参考）健康局調べ　R1相談件数：3,516件
※具体的取組「②こころの健康づくりの推進」における啓発効果を確認

精神保健に関する正しい知識の普及・啓発

健康増進法に基づく保健事業の充実（健康教育事業）

健康増進法に基づく保健事業の充実（健康相談事業）

すこやかパートナー登録制度

がん検診受診者数向上策の推進

たばこ対策促進事業

精神保健福祉相談事業

こころの健康センターにおける啓発の推進（飲酒・薬物乱用等）
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当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和元年平均73.8%
（全国：77.7％）

令和３年平均73.6%
（全国：78.6％）

令和７年全国平均を上回る

（１）生活上の困難に直面する女性等への自立支援

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

99%以上 98.12% 99%以上

9,000件以上 15,471件 9,000件以上

所管所属 補助資料参照先

こども青少年局 基本的方向５　(1)-1

こども青少年局 基本的方向５　(1)-2

こども青少年局 基本的方向５　(1)-3

こども青少年局 基本的方向５　(1)-4

こども青少年局 基本的方向５　(1)-5

こども青少年局 基本的方向５　(1)-6
養育費確保のトータルサポート事業

具体的取組

①　ひとり親家庭への自立支援

・ひとり親家庭及び寡婦の方に対する支援として、相談・情報提供機能の充実と、就業支援を推進するため、ひとり
親家庭サポーターによる相談窓口を開設し、ハローワークやひとり親家庭等就業自立支援センターなどと連携し、ひ
とり親家庭の方や離婚を考えている方に対して就職や自立支援に関する制度などの情報をワンストップで提供し、き
め細かな相談支援を行います。
・家庭での子育て等に悩みを持つひとり親への生活相談等の実施、一時的に家事援助、保育等のサービスが必要と
なった際の家庭生活支援員の派遣等、ひとり親の子育てや生活・健康に対する支援を行います。
・養育費の取り決めから保証、履行確保までの課題を解決するための総合的な支援を行います。

事業等名称

自立相談支援件数

（参考）福祉局調べ（局運営方針より）
R2：18,484件（コロナ禍の影響あり）、R1：8,856件
※具体的取組「③複合的に困難な状況に置かれている人々への
支援」における困窮者支援の取組の効果を確認

女性（25～44歳）の就業率（大阪府） （参考）総務省「労働力調査」

令和３年度活動指標 備考

ひとり親家庭サポーターの新規相談発生件数に対する解決件数の割合

（参考）こども青少年局調べ（局運営方針より）
R1：100％、H30：94.5％、H29：100％
※具体的取組「①ひとり親家庭への自立支援」における取組の効
果を確認

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業

ひとり親家庭サポーターによる就業相談

母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」事業

母子父子寡婦福祉資金

施策の各基本的方向の進捗状況
基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援

計画の取組実績

・多様な生活上の困難に直面する女性等が安心して暮らすことができるよう、ひとり親家庭への自立支援やこどもの貧困対策、地域福祉の推進や高齢者や障がいのある人に対する支援、さらには性の多様性の尊重の推進などに関する取組を行い、概ね事業計画どおり実施した。

・成果指標については、令和３年の女性（25～44歳）の就業率（大阪府）は、全国が対令和元年比でプラス１％程度となったのに比べて、令和元年からほぼ横ばいの状況である。

・ひとり親家庭への自立支援については、引き続きひとり親家庭サポーターによる就業相談支援等を実施するが、令和3年度からは就業支援施策である高等職業訓練促進給付金において対象資格要件を一部緩和し、令和4年度も当該措置を継続する。また、令和４年度から相談対
応の充実のためサポーターを１名増員した。

・自立相談支援については,新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の悪化を受けて、支援を必要とする生活困窮者が増加しており、令和４年度も２４区の相談支援窓口の体制を強化して、支援対象者のニーズに合ったきめ細やかな相談対応・支援を実施できる体制を整え
る。

・令和３年度より、困難・課題を抱えている女性を適切な支援につなげるため、相談支援体制の強化及び相談環境の充実を図り、生理用品の入手が困難な方へは相談の機会を通じ生理用品の提供を行っている。令和４年度からは、ピアサポート支援・専門相談支援等による相談環
境のさらなる充実を図る。

・活動指標である「市民後見人バンク」の新規登録者数は当初目標の24人を上回る31人、またLGBT「大阪市LGBTリーディングカンパニー」認証累計件数は39件となっており、生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための多様な支援の広がりが見られる。令和４
年度は「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」について、宣誓者の子または親を含めた制度（ファミリーシップ制度）へ拡充するほか、大阪府内において転居した際に改めて宣誓していただかなくても継続できるよう、都市間での連携を開始する。

成果指標 備考
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基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援
こども青少年局 基本的方向５　(1)-7

こども青少年局 基本的方向５　(1)-8

教育委員会事務局
各区

基本的方向５　(1)-9

大正区 基本的方向５　(1)-10

大正区 基本的方向５　(1)-11

住之江区 基本的方向５　(1)-12

浪速区 基本的方向５　(1)-13

都島区 基本的方向５　(1)-14

市民局 基本的方向５　(1)-15

市民局 基本的方向５　(1)-16

福祉局 基本的方向５　(1)-17

市民局
福祉局

基本的方向５　(1)-18

（２）高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

24人以上 31人 25人以上

所管所属 補助資料参照先

福祉局 基本的方向５　(2)-1

福祉局 基本的方向５　(2)-2

福祉局 基本的方向５　(2)-3

福祉局 基本的方向５　(2)-4

福祉局 基本的方向５　(2)-5

福祉局 基本的方向５　(2)-6

福祉局 基本的方向５　(2)-7

福祉局 基本的方向５　(2)-8

福祉局 基本的方向５　(2)-9

福祉局 基本的方向５　(2)-10

都市整備局 基本的方向５　(2)-11

市民局 基本的方向５　(2)-12

市民局 基本的方向５　(2)-13

消費者向け各種講座の実施

高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク活動促進事業

住まいに関する相談・情報提供、普及啓発

事業等名称

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

地域福祉活動推進事業

大阪市社会福祉研修・情報センター事業

市民啓発事業「公開講座」

車いす体験講習会

認知症初期集中支援推進事業

一般介護予防事業

生活支援体制整備事業

老人クラブ育成事業

高年齢者就業機会確保事業（大阪市シルバー人材センター）
②　高齢者に対する支援

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしができるよう地域包括ケア体制を構築します。
・認知症高齢者及び家族への支援を行います。
・消費者被害に遭いやすい高齢者と支援者に向け、消費者教育を推進します。

①　地域福祉の推進
・地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、地域の見守りネットワークを強化していきます。
・地域住民による支え合い、助け合い活動等、地域福祉活動の推進を目的とした研修・啓発を実施します。
・社会福祉に関する普及啓発・情報提供の実施、福祉人材の確保及び養成を行います。

就学前（４・５歳児）こどもサポートネット事業（大正区版ネウボラ）

放課後学習チャレンジ教室事業

浪速まなび支援事業

都島区小学生サポート事業

同和問題(部落差別）に関する啓発

大阪市こどもサポートネット

こども支援ネットワーク事業

スクールソーシャルワーカー活用事業

学習・登校サポート事業

②　こどもの貧困対策

・支援の必要なこどもや世帯を学校において発見し、区役所等の適切な支援につなぐ仕組みを構築します。
・地域でこどもの貧困などの課題解決に取り組む団体や、企業、社会福祉施設等が参加するネットワークを構築しま
す。
・家庭の経済状況等によるこどもの進学機会や学力・意欲の差が生じないための､生活困窮世帯等のこどもへの学
習支援や､学校への支援充実に向けた全市24区役所へのスクールソーシャルワーカーの配置､地域における学習支
援等を推進します。

③　複合的に困難な状況に置かれ
ている人々への支援

具体的取組

備考

「市民後見人バンク」新規登録者数
（参考）福祉局調べ（局運営方針より）
・令和元年度中における「市民後見人」のバンク新規登録者数：42人
※高齢者、障がいのある人への支援に係る取組の効果を確認

・障がいがあることや、同和問題（部落差別）等により社会的に困難な状況に置かれていることに加え、女性であるこ
とでさらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意し、人権尊重の観点に十分配慮して支援を推
進します。
・複合的な課題を抱える生活困窮者の自立促進のための相談対応、包括的支援を推進します。

困難・課題を抱える女性に対する支援事業

生活困窮者自立支援事業

専門相談員による人権相談

令和３年度活動指標
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基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援

鶴見区 基本的方向５　(2)-14

教育委員会事務局 基本的方向５　(2)-15

福祉局 基本的方向５　(2)-16

福祉局 基本的方向５　(2)-17

福祉局 基本的方向５　(2)-18

福祉局 基本的方向５　(2)-19

福祉局 基本的方向５　(2)-20

福祉局 基本的方向５　(2)-21

福祉局 基本的方向５　(2)-22

都市整備局 基本的方向５　(2)-23

都市整備局 基本的方向５　(2)-24

計画調整局 基本的方向５　(2)-25

（３）性の多様性の尊重についての啓発の推進等

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

令和２年度末時点よりも認
定件数を増やす

37件 令和３年度末時点よりも認定件数を増やす

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向５　(3)-1

市民局 基本的方向５　(3)-2

港区 基本的方向５　(3)-3

具体的取組

・性の多様性（性的指向や性自認など）の尊重についての啓発の推進、人権相談における性的少数者に係る強化相談日の設定、大阪市パートナーシッ
プ宣誓証明制度の実施、地域での性的少数者とアライ（よき理解者）との協働・交流の機会の提供による市民・企業の理解のさらなる充実を推進します。

事業等名称

LGBT（性の多様性）についての啓発

大阪市パートナーシップ宣誓証明制度

LGBT（性の多様性）についての啓発

市営住宅のバリアフリー化

青少年健全育成鶴見区民大会
ヒューマンシアター
成人の日記念のつどい
人権啓発推進セミナー

障がい児（者）サービスの利用促進

大阪市障がい者就業･生活支援センター（中央連携業務・ジョブコーチ派遣事業・発達障がい者就労支援事業含む）

意思疎通支援事業

障がい者自立支援事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

高齢者虐待・障がい者虐待の防止

大阪市成年後見支援センター
④　高齢者、障がいのある人への虐
待防止・権利擁護

・高齢者、障がいのある人への虐待の早期発見、解消のための迅速で適切な対応、未然防止に向けた取組を推進
します。
・成年後見支援センターにおける成年後見制度に関する広報・啓発と専門相談の実施、「市民後見人」の養成と活動
支援を行います。

③　障がいのある人に対する支援

・障害者差別解消法をふまえ､すべての市民が､障がいの有無によって分け隔てられることなく､相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組を推進します。
・障がいのある人が個人としての尊厳にふさわしい生活を営むことができるための障がい福祉サービス等を充実させ
ます。
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」をふまえた、障がいのある人への就労支援を行います。

「大阪市LGBTリーディングカンパニー」認証累計件数（事業所、事業者数）

（参考）市民局調べ　R2認定件数：25件
※性の多様性に関する取組の啓発・普及効果を継続的に確認※認証の取得
に取り組もうとする企業等は、社内での取組の普及・申請までには時間を要す
ることが予測されることから、継続して啓発を行い認証企業を増やしていく。

令和３年度活動指標 備考

⑤　バリアフリー化の推進
・高齢者、障がいのある人を含めたすべての市民が、日常生活や社会活動に利用する施設を安全かつ快適に利用
することができるバリアフリー化を推進します。

市設建築物のバリアフリー化

民間建築物のバリアフリー化
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基本的方向６　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和２年４月１日現在
59,151人

令和３年４月１日現在
60,407人

令和６年４月１日現在（※）
64,634人

令和元年度
40,117人日

 令和３年度39,506人日
令和６年度（※）

43,360人日

令和元年度
44.0%

（民間ネット調査）

令和３年度
30.4%

（民間ネット調査）

令和７年度
60%以上

(1) 男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

1,365人以上 3,683人 3,433人以上

①334,847回／週
②50,605回／週
③27,148回／週
④14,600個所

①367,920回／週
②45,752回／週
③25,012回／週
④14,500箇所

①349,392回／週
②52,458回／週
③28,137回／週
④14,700箇所

所管所属 補助資料参照先

こども青少年局 基本的方向６　(1)-1

こども青少年局 基本的方向６　(1)-2

こども青少年局 基本的方向６　(1)-3

こども青少年局 基本的方向６　(1)-4

こども青少年局 基本的方向６　(1)-5

こども青少年局 基本的方向６　(1)-6

こども青少年局 基本的方向６　(1)-7

こども青少年局 基本的方向６　(1)-8

①　多様な保育ニーズへの対応

保育人材確保事業等により、市内民間保育所等で３年度中(４年４月採用を含む)に採用が
必要となる保育士の確保
(令和４年度より、「保育人材確保対策事業を活用した延べ保育士数」に変更)

（参考）こども青少年局調べ（局運営方針より）
※具体的取組「①多様な保育ニーズへの対応」において、保育人
材確保に係る取組の効果を確認

介護保険サービス目標量
　①訪問介護サービス
　②通所介護サービス
　③地域密着型サービス（通所介護）
　④特別養護老人ホーム

（参考）福祉局調べ
（大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第８期）より）
※具体的取組「④介護サービスの充実」における取組の効果を確
認

病児・病後児利用確保数（延べ人数） （参考）大阪市こども・子育て支援計画（第２期）と連携

女性の悩み相談の認知度 （参考）市民局調べ

令和３年度活動指標 備考

事業等名称具体的取組

計画的な保育所の整備

保育人材確保対策事業

一時預かり事業（一般型）

病児・病後児保育事業

夜間保育・休日保育

認定こども園への移行促進

一時預かり事業（幼稚園型）

幼稚園における地域交流事業の実施

・変動する保育ニーズへ柔軟に対応するための入所枠の確保の取組を実施します。
・病児・病後児保育、一時預かり、夜間保育など多様な保育サービスを行います。
・緊急時にこどもを預けられる仕組みなど、子育て家庭を支援します。

成果指標 備考

保育所等の利用定員数 （参考）こども青少年局調べ

施策の各基本的方向の進捗状況

計画の取組実績

・男女がともに仕事や家庭に関する責任を担い、多様な生き方、働き方を選択できるよう、育児・介護に関する支援基盤や相談体制の充実を図ることが重要であるとの認識のもと、関係事業を実施し、一部事業を除き、概ね事業計画どおり実施した。

・成果目標である保育所等の利用定員数は前年度に比べ微増した一方、病児・病後児利用確保数は減少となった。

・保育所の整備については、変動する保育ニーズへの柔軟な対応のため保育所等整備により入所枠の確保を行ったが、引き続き入所保留児童の解消に向けた、助成制度の周知や整備促進策等を継続実施していく。

・病児病後児保育事業については、事業者公募により1か所を開設したが、ニーズ量を満たすまでには至らなかったため、引き続き整備を行っていく。

・相談窓口についての認知度向上のための啓発回数（ホームページ・情報誌・男女共同参画センターイベント等活用した啓発回数）は目標を上回っているが、女性の悩み相談の認知度は、目標値の約半分にとどまっていることから、認知度向上に向け更なる啓発強化を行っていく。

・令和３年９月から、「大阪市女性のつながりサポートLINE相談」を開始し、専門相談員が、様々な悩みを抱える女性の気持ちに寄り添い、適切な相談窓口につなぐサポートを行っている。友だち登録件数・相談件数とも順調に推移しており、身近なコミュニケーションツールとして、LINE
相談に一定のニーズがあると考えられることから、引き続き実施していく。
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基本的方向６　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
教育委員会事務局 基本的方向６　(1)-9

淀川区 基本的方向６　(1)-10

城東区 基本的方向６　(1)-11

城東区 基本的方向６　(1)-12

城東区 基本的方向６　(1)-13

東住吉区 基本的方向６　(1)-14

東住吉区 基本的方向６　(1)-15

教育委員会事務局 基本的方向６　(1)-16

旭区 基本的方向６　(1)-17

福祉局 基本的方向６　(1)-18

市民局 基本的方向６　(1)-19

市民局 基本的方向６　(1)-20

住吉区 基本的方向６　(1)-21

住吉区 基本的方向６　(1)-22

住之江区 基本的方向６　(1)-23

こども青少年局 基本的方向６　(1)-24

こども青少年局 基本的方向６　(1)-25

こども青少年局 基本的方向６　(1)-26

こども青少年局 基本的方向６　(1)-27

こども青少年局 基本的方向６　(1)-28

こども青少年局 基本的方向６　(1)-29

こども青少年局 基本的方向６　(1)-30

こども青少年局 基本的方向６　(1)-31

こども青少年局 基本的方向６　(1)-32

こども青少年局 基本的方向６　(1)-33

こども青少年局 基本的方向６　(1)-34

こども青少年局 基本的方向６　(1)-35

こども青少年局 基本的方向６　(1)-36

こども青少年局 基本的方向６　(1)-37

教育委員会事務局 基本的方向６　(1)-38

教育委員会事務局 基本的方向６　(1)-39

此花区 基本的方向６　(1)-40

浪速区 基本的方向６　(1)-41

都市整備局 基本的方向６　(1)-42

都市整備局 基本的方向６　(1)-43

都市整備局 基本的方向６　(1)-44

建設局 基本的方向６　(1)-45

・身近な地域での子育てに関する幅広い相談や支援体制を充実します。
・子育てに関する情報提供の充実や、保護者やこども同士の交流機会を提供します。
・平日の放課後、土曜日、長期休業中などに、児童の居場所の提供等を行います。
・保育所や幼稚園から高等学校までの子育てに伴う経済的負担の軽減を図ります。
・すべてのこどもたちが安心して医療を受けることができるよう、経済的負担を軽減するため、こども医療費
助成の取組を実施します。

・妊婦や親子連れの方などが利用しやすく、安心して外出できるような公共施設等の環境整備を進めま
す。

家庭教育振興事業の実施

講座・イベントなどを実施する際に一次保育をつける

東住吉区子育て応援ナビ

子育てスキルアップ推進事業

幼児教育相談の実施

子育てバリアフリー（歩道の段差解消）

市営住宅への優先入居の実施

大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度

子育て安心マンション認定制度の実施

ワンオペ育児世帯へのアプローチ事業

子育て親子よっといでプラン

大阪市奨学費事業

児童生徒就学援助事業

保育所等保育料の負担軽減

こども文化センターにおける児童文化振興事業

子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザの運営）

養育支援訪問事業　（専門的家庭訪問支援事業）（再掲）

②　地域での子育て支援

子育て支援情報発信事業

0歳児家庭見守り支援事業

塾代助成事業

留守家庭児童対策事業の実施

児童いきいき放課後事業の実施

２歳児子育てケアプラン作成事業

子育て支援情報提供事業

すみちゃん子育て情報フェア事業

③　子育てしやすい環境整備

地域ふれあい子育て教室

ファミリーサポートセンター事業

子育て相談事業

クレオ大阪子育て活動支援館における子育て相談

地域子育て支援拠点事業

こどものショートステイ

こども医療費助成制度

よどっこ子育て相談事業
発達障がい児等子育て支援事業

クレオ大阪における一時保育の充実

女性のためのライフプラン相談(新規)

総合的な相談支援体制の充実事業

講座・イベントなどを実施する際に一時保育をつける
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基本的方向６　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
福祉局 基本的方向６　(1)-46

福祉局 基本的方向６　(1)-47

福祉局 基本的方向６　(1)-48

福祉局 基本的方向６　(1)-49

福祉局 基本的方向６　(1)-50

福祉局 基本的方向６　(1)-51

福祉局 基本的方向６　(1)-52

福祉局 基本的方向６　(1)-53

(2) 相談体制の充実

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

20回以上 21回 25回以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向６　(2)-1

市民局 基本的方向６　(2)-2

市民局 基本的方向６　(2)-3

市民局 基本的方向６　(2)-4

こども青少年局 基本的方向６　(2)-5

市民局 基本的方向６　(2)-6

備考

相談窓口についての認知度向上のための啓発回数（ホームページ・情報誌・男女共同参
画センターイベント等活用した啓発回数）

（参考）市民局調べ
R１：21回、H30：20回、H29：20回、H28：18回

④　介護サービスの充実

・居宅・施設サービス等介護の支援基盤の充実を図ります。
・誰もが住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしができるよう、地域包括ケア体制の推進、認知
症高齢者及び家族への支援を行います。
・介護サービス基盤を充実するとともに、介護人材の確保を支援します。
・地域包括支援センター等の相談・支援体制を充実し、介護する家族の不安、悩みに対応し負担の軽減を
図ります。

大阪市社会福祉研修・情報センター事業

介護保険施設の整備

地域密着型サービス事業

福祉サービス第三者評価事業の実施
（第三者評価制度）

苦情処理制度

介護保険事業（在宅サービス）

地域包括支援センターにおける総合相談支援

地域ケア会議（高齢者）の開催

事業等名称

専門相談員による人権相談

クレオ大阪における相談事業

男女共同参画苦情処理制度の実施

各種の広報媒体を活用した相談窓口の広報・周知

教育相談事業

困難・課題を抱える女性に対する支援事業
（再掲）

具体的取組

・女性の様々な悩みにかかる女性総合相談、男性相談員による男性の悩み相談、教育に関する相談などの相談を実施します。
・市民が相談窓口を身近に利用できるよう、「どのような相談を受けることができるのか」「どのように対応してくれるのか」といった相談事例や
相談内容等の情報も発信しながら、窓口の広報・周知に努めます。

令和３年度活動指標
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当初 現状値（令和３年度） 目標値

令和元年度
13.3%

（市民意識調査）

令和３年度
17.6%

（民間ネット調査）

令和７年度
25%以上

令和元年度
35.1%

(市民意識調査)

令和３年度
25.4%

（民間ネット調査）

令和７年度
30%以下

令和元年度
①家事　47.6%
②育児　46.4%

(市民意識調査)

令和３年度
①家事　64.6%
②育児　21.1%

（民間ネット調査）

令和７年度
①家事　70%以上
②育児　70%以上

(1) 男女共同参画の理解促進、情報発信

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値 備考

125講
（中央館、西部館、南部館、

東部館：各20講座、子育て支
援館：45講座）以上

129講座
（中央館：20講座、子育て支援館：46講座、西
部館：20講座、南部館：23講座、東部館：20講

座）

125講座以上
（中央館：20講座、子育て支援館：45講座、西
部館：20講座、南部館：20講座、東部館：20講

座）

4,600人以上
（中央館、西部館、南部館、
東部館：各800人以上、子育

て支援館：1,400人以上）

4,865人
（中央館：889人、子育て支援館：1,238人、西部
館：978人、南部館：1,385人、東部館：375人）

4,600人以上
（中央館：800人以上、子育て支援館：1,400人
以上、西部館：800人以上、南部館：800人以

上、東部館：800人以上）

―
（令和３年度実績を踏まえ、
計画期間における目標値を

設定する）

総アクセス数 3,457,531
トップページ 88,458

総アクセス数 3,500,000以上
トップページ 90,000以上

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実

計画の取組実績

・学校園における男女平等教育の推進や男女共同参画週間における普及啓発活動などの取組、男性の意識改革を促進するためのセミナーの実施など、概ね事業計画どおり実施した。

・成果指標について、「社会全体として男女が平等であると思う市民の割合」は、令和元年度と比べると改善がみられ、また、「男性は仕事、女性は家庭を中心とするという考え方を肯定する市民の割合」は、現時点において令和７年度の目標値を上回っている。

・また、「平日において、家事・育児に費やす時間が30分を超える市民の割合（20歳～40歳代男性）」については、令和元年度と比較すると家事に費やす時間については、在宅勤務が進んだ環境変化もあり、改善がみられる。

・男女共同参画を推進するために開催した各種講座やセミナー等については、オンラインだけでなく、オンラインと現地参加によるハイブリッド、解説動画を制作しYouTubeチャンネルにより公開したオンデマンドにより実施するなど、新しい生活様式に応じて各種事業を実施したが、新型
コロナウィルス感染拡大の影響等から講座受講者数については目標を達成していない施設もある。引き続き、新しい生活様式に応じた事業実施を継続するとともに、受講者の具体的意見を踏まえた講座やセミナーを開催する。

・男女共同参画普及啓発事業においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各区のイベントが中止になる中、男女共同参画に関心をもってもらうためにキャッチフレーズ募集事業の実施、啓発パネルのギャラリー展示、区役所の窓口に設置されたデジタルサイネージなど
を活用した動画による啓発など、非接触の手法により啓発を実施した。今後、若年層に対する啓発をより強化して実施する。

・男女共同参画に関する施策の最新情報、調査研究報告や啓発資料、情報誌のweb版など、学習や啓発効果を高める情報発信を、男女共同参画センター(クレオ)ホームページで行うとともに、ブログやフェイスブックを活用し、事業案内や事業報告など、迅速性を有する有益な情報を
随時配信・提供している。

・引き続き、男女がともに、仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自ら希望に沿った形で展開できるよう、学校、職場、地域等のあらゆる機会を通じて、男女共同参画についての教育・啓発活動を展開する。

成果指標 備考

令和３年度活動指標

男女共同参画センターにおける講座・セミナー数 （参考）市民局調べ　R2：101講座

男女共同参画センターにおける講座受講者数
（参考）市民局調べ
R２：3,408人（新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による制限
の影響あり）

男女共同参画センターのホームページ閲覧数 （参考）市民局調べ

社会全体として男女が平等であると思う市民の割合 （参考）市民局調べ

男性は仕事、女性は家庭を中心とするという考え方を肯定する市民の割合 （参考）市民局調べ

平日において、家事・育児に費やす時間が30分を超える市民の割合（20歳～40歳代男性） （参考）市民局調べ
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基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実
所管所属 補助資料参照先

福島区 基本的方向７　(1)-1

鶴見区 基本的方向７　(1)-2

市民局 基本的方向７　(1)-3

市民局 基本的方向７　(1)-4

港区 基本的方向７　(1)-5

教育委員会事務局 基本的方向７　(1)-6

教育委員会事務局 基本的方向７　(1)-7

教育委員会事務局 基本的方向７　(1)-8

教育委員会事務局 基本的方向７　(1)-9

市民局 基本的方向７　(1)-10

市民局 基本的方向７　(1)-11

市民局 基本的方向７　(1)-12

市民局 基本的方向７　(1)-13

市民局 基本的方向７　(1)-14

④　男女共同参画の視点からの
適切な行政広報・情報発信の推
進

市民局 基本的方向７　(1)-15

市民局 基本的方向７　(1)-16

教育委員会事務局 基本的方向７　(1)-17

市民局 基本的方向７　(1)-18

市民局 基本的方向７　(1)-19

(2) 男性・女性の意識改革の促進

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

18回以上 23回 18回以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向７　(2)-1

市民局 基本的方向７　(2)-2

市民局 基本的方向７　(2)-3

市民局 基本的方向７　(2)-4

市民局 基本的方向７　(2)-5

市民局 基本的方向７　(2)-6

市民局 基本的方向７　(2)-7

市民局 基本的方向７　(2)-8

市民局 基本的方向７　(2)-9

市民局 基本的方向７　(2)-10

⑥　法令・制度の理解促進

令和３年度活動指標 備考

③　男女共同参画推進に向けた
調査・研究の実施

⑤　男女共同参画の視点をふま
えた表現等の推進

②　男女共同参画や女性の活
躍推進にかかる情報発信

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信

各種の広報媒体を活用した情報発信

②　男性の家庭生活や地域活
動への参画の促進

「ワーク・ライフ・バランス」の意義、重要性についての啓発（情報誌、ホームページ等の活
用やさまざまな団体と連携した啓発回数）

①　固定的な性別役割分担意識
の解消に向けた啓発

①　学校、地域、企業での教育・
啓発を通じた男女平等・男女共
同参画意識の醸成

クレオ大阪における調査･研究事業の実施

男女共同参画に関する各種統計資料の収集・提供

「人権の視点からの情報発信の手引き」に基づく取組

クレオにおける講座・セミナーの実施

情報モラル教育の推進

各種の広報媒体を活用した情報発信

事業等名称具体的取組

・小中学校における教育活動全体を通して、男女平等教育を推進します。
・男女共同参画の意義、重要性についての理解を促進するため、男女共同参画週間や女性に対する暴力
をなくす運動、地域イベント等の様々な機会を活用し、地域団体等と連携しつつ啓発活動を行います。
・男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する情報提供を行うとともに、各種啓発事業を実施し
ます。
・地域や企業に出向いて、男女共同参画の視点から身近な課題を取り上げた講座を実施します。
・地域・家庭において、生涯学習の一環として、男女共同参画について学習する機会を提供します。

・ホームページやSNSをはじめ、情報誌、ポスター・チラシ等様々な広報媒体を活用して、男女共同参画や
女性活躍推進にかかる意義、重要性、取組などについて広く情報発信します。

・地域や雇用の場等における男女共同参画意識の変化や動向を把握するため、市民・企業意識の状況を
調査するとともに、男女共同参画にかかる調査・研究を行い、その結果を効果的な施策実施に活かしてい
きます。
・男女共同参画にかかわる図書・統計情報等を収集・整備し、市民等へ提供します。

・女性の人権、男女共同参画の視点からの適切な広報・情報発信を推進します。

・メディアやインターネット、SNS等を通じて流れる様々な情報に対して、女性の人権、男女共同参画の視点
から適切な表現かどうか判断する能力や、適切な情報を発信する能力を身につけるよう、メディア・リテラ
シー向上に向けた啓発を行います。

・男女共同参画に関連する法令や大阪市の条例・基本計画等について、市民にわかりやすく、その内容に
ついて広報・周知に努めます。

事業等名称

総合的な人権行政の推進

女性活躍推進情報発信事業（再掲）

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲）

ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間（再掲）

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信

各種の広報媒体を活用した情報発信

女性活躍推進情報発信事業（再掲）

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲）

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信

各種の広報媒体を活用した情報発信

具体的取組

・男女の固定的な性別役割分担意識の解消に向け、様々な広報媒体や機会を活用して、啓発を実施しま
す。

・男性が仕事と両立しながら家事や育児・介護、地域活動を行うことが社会的に評価されることをアピール
します。
・家事・育児・介護等に男性も積極的に参画するよう、男女共同参画センターの事業や地域のイベント等を
通して啓発に取り組みます。
・男性自身の意識だけではなく､家族、地域、職場等の周囲の理解を深め、男性が家事や育児､介護等の
活動に前向きに参画できるよう必要な広報・啓発等を行います。

男女共同参画事業「心に残るときめきプラザ」

PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(家庭教育充実事業)

男女共同参画普及啓発事業

クレオにおける講座・セミナーの実施

家庭教育充実事業
地域における生涯学習の推進
性教育の推進

家庭教育充実促進事業

ジェンダー平等教育の推進

キャリア教育推進事業（小中学校）

女性活躍推進情報発信事業（再掲）

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信
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基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実

(3) 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

125講座
（中央館、西部館、南部館、

東部館：各20講座、子育て支
援館：45講座）以上

129講座
（中央館：20講座、子育て支援館：46講座、西
部館：20講座、南部館：23講座、東部館：20講

座）

125講座以上
（中央館：20講座、子育て支援館：45講座、西
部館：20講座、南部館：20講座、東部館：20講

座）

4,600人以上
（中央館、西部館、南部館、
東部館：各800人以上、子育

て支援館：1,400人以上）

4,865人
（中央館：889人、子育て支援館：1,238人、西部
館：978人、南部館：1,351人、東部館：375人）

4,600人以上
（中央館：800人以上、子育て支援館：1,400人
以上、西部館：800人以上、南部館：800人以

上、東部館：800人以上）

―
（令和３年度実績を踏まえ、
計画期間における目標値を

設定する）

総アクセス数 3,457,531
トップページ 88,458

総アクセス数 3,500,000以上
トップページ 90,000以上

所管所属 補助資料参照先

教育委員会事務局 基本的方向７　(3)-1

市民局 基本的方向７　(3)-2

こども青少年局 基本的方向７　(3)-3

②　就職前の若者に対する意識
啓発

市民局 基本的方向７　(3)-4

教育委員会事務局 基本的方向７　(3)-5

教育委員会事務局 基本的方向７　(3)-6

・生涯にわたり男女がともに個性と能力を発揮し、多様な働き方を選択ができるよう、生涯学習関連施設に
おいて、キャリアアップ等に向けた様々な学習機会を提供します。

③　生涯学習の機会の充実

【再掲】男女共同参画センターのホームページ閲覧数 （参考）新規　市民局調べ

①　多様な生き方・働き方を学び
可能性を広げる学習機会の提
供

令和３年度活動指標 備考

【再掲】男女共同参画センターにおける講座・セミナー数 （参考）市民局調べ

【再掲】男女共同参画センターにおける講座等受講者数

事業等名称

キャリア教育推進事業（小中学校）

クレオにおける講座・セミナーの実施

こども　夢・創造プロジェクト事業

女性活躍リーディングカンパニー認証企業と大学生等の意見交換・情報交流機会の提供

生涯学習ルーム事業

レファレンス（調査相談）・情報サービス・情報発信機能の拡充、課題解決支援（情報検索支援）

具体的取組

・小中学校において、職業観・勤労観等を育成するキャリア教育を進めます。
・一人ひとりの個性と能力の発揮に向けて、男女共同参画の視点に立った進路指導・生徒指導を実施しま
す。
・自立に向けた様々な体験を重ね、こどもが「生きる力」の基礎を身につけるよう取り組みます。
・理工系分野等女性の参画が進んでいない分野においても活躍の機会があることへの理解を深めるため、
男女にかかわらず、幼いころから科学技術の魅力に接する機会を提供するなどの取組を実施します。

・これから就職しようとする若者に対し、多様な働き方や仕事と家庭を両立することの意義等について考え
てもらう機会を提供し、自分にあった生き方、働き方を主体的に選択していくような意識啓発の取組を実施
します。

（参考）市民局調べ
R２：3,408人（新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による制限
の影響あり）
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当初 現状値（令和３年度） 目標値

― 52.2%
令和７年度
70%以上

男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

80％以上 100% 90％以上

所管所属 補助資料参照先

（１）市地域防災計画における女
性の参画拡大

危機管理室 基本的方向８　1

各区 基本的方向８　2

地域防災活動への女性の参画に向けた取組み
市民局 基本的方向８　3

危機管理室 基本的方向８　4

各区
危機管理室

基本的方向８　5

消防局 基本的方向８　6

市民局 基本的方向８　7

市民局 基本的方向８　8

市民局 基本的方向８　9

地域防災活動に女性の参画が必要だと思う市民の割合 （参考）市民局調べ

令和３年度活動指標 備考

防災に関する講座・セミナー等において、地域防災活動に女性の参画が必要だと思う参加
者の割合

（参考）市民局調べ

施策の各基本的方向の進捗状況

基本的方向８　防災・復興における男女共同参画の推進

計画の取組実績

・地域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じての女性参画の必要性の啓発、クレオ大阪各館における女性のための防災教室などの講座、「地域防災における女性の参画」に向けた地域出前セミナーの開催など、概ね事業計画どおり実施した。

・新たな成果指標である「地域防災活動に女性の参画が必要だと思う市民の割合」について、目標値達成に向け、令和３年度は、地域防災活動に女性参画が進まない理由、防災活動の担い手としての女性の参画を推進するための啓発手段を把握するためのアンケート調査を大阪公
立大学との共同により実施した。アンケート結果を踏まえ、今後、大学等と連携して、各世代への効果的な啓発等、地域防災活動に女性参画を促進するための手法を検討し、具体的取組を実施する。

・活動指標である「防災に関する講座・セミナー等において、地域防災活動に女性の参画が必要だと思う参加者の割合」は100%であり、参加者の満足度の高いセミナーを実施できている。

・「大阪市地域防災計画」においても「男女共同参画の視点による避難所運営などの内容」が盛り込まれており、引き続き、地域防災リーダーの育成や女性の参画の取組をはじめとする各種取組の実施、地域防災訓練の場でトイレ・更衣室・授乳室など女性視点での避難所運営を進め
るなど、男女共同参画の視点を踏まえた取組を進めていく。

成果指標 備考

地域防災リーダーの女性の参画

クレオにおける講座・セミナーの実施

クレオにおける講座・セミナーの実施

災害時におけるクレオ大阪の活用に向けた検討

具体的取組

・大阪市防災会議における女性委員の比率を高めていきます。

・地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入れることや、そのためには女性の参画が必要で
あることなどについて、地域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じて情報提供・啓発を実施しま
す。
・地域防災活動の企画・実施に中心的な役割を果たす担い手としての女性の参画の重要性について啓発
を行います。
・女性を含めた防災士や防災リーダーの育成を推進するとともに、大学と連携した防災講座への参加を促
進します。

・平時からの地域の防災を担う女性の人材育成の重要性や男女共同参画の視点をふまえた防災・減災の
必要性について啓発を行います。
・避難所での女性に配慮した対応等にかかる相談窓口の設置など、男女共同参画センターが男女共同参
画の視点からの地域防災について担うべき役割や取組についての検討を踏まえて、センターが災害時に
果たす機能の充実を図ります。

事業等名称

大阪市防災会議の運営

地域防災活動への女性の参画に向けた取組み

地域防災力向上アドバイザーの地域への派遣

大阪市立大学「防災士養成研修プログラム」募集案内

（３）男女共同参画センターを活
用した地域防災の取組の強化

（２）地域防災活動への女性の参
画
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(1) 男女共同参画にかかる国際的取組の情報発信

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

年４回以上 ９回 ９回以上

所管所属 補助資料参照先

市民局 基本的方向９　(1)-1

SDGs（ジェンダー平等教育）の推進
市民局 基本的方向９　(1)-2

教育委員会事務局 基本的方向９　(1)-3

(2) 多文化共生の視点を踏まえた女性への支援

令和３年度目標値 令和３年度実績値 令和４年度目標値

3,400件 4,261件 3,400件

所管所属 補助資料参照先

経済戦略局
市民局
各区

基本的方向９　(2)-1

経済戦略局 基本的方向９　(2)-2

経済戦略局 基本的方向９　(2)-3

教育委員会事務局 基本的方向９　(2)-4

教育委員会事務局 基本的方向９　(2)-5

・言語の違いなどにより、女性がさらに社会的に不利な立場となることのないよう、生活に密着した日本語学習支援等を実施します。
・外国人に対し、多言語での生活支援や相談窓口の情報提供を行います。

令和３年度活動指標 備考

外国人のための相談窓口の相談件数
（大阪国際交流センターインフォメーションセンター）

事業等名称具体的取組

外国籍住民相談窓口の開設
①市政・区政相談
②法律相談の実施

インフォメーションセンター「外国人のための相談窓口」の運営

多文化共生事業

多文化サービスの展開

識字推進事業

国際的な取組みの紹介・情報発信回数（ホームページ・情報誌・イベント等を活用した発信
回数）

事業等名称

各種の広報媒体を活用した情報発信

SDGsの普及啓発

具体的取組

・男女共同参画に関する海外の動向や各国の取組等の情報を収集し、わかりやすく市民へ情報発信します。
・世界女性会議や国際女性デー、SDGsなどの国際的な取組の紹介、情報発信を行うなど、国際協調のもと男女共同参画の取組を進めま
す。

施策の各基本的方向の進捗状況
基本的方向９　国際社会と協調した多様性に富んだ取組の推進

計画の取組実績
・「男女共同参画にかかる国際的な取組の情報発信」について、令和3年度は、ＳＤＧｓをテーマとしたセミナーを開催するとともに、情報誌クレオにSDGｓの各目標の解説やＳＤＧｓに関する企業団体の取組みについての記事を毎回掲載するなど、情報発信を事業計画どおり実施してい
る。また、特に10代から20代の若者がSDGsのテーマについて考え、ジェンダー平等の視点を持つ契機となるよう「SDGsLABOわかものアイデアコンテスト2022」を開催した。

・「多文化共生の視点を踏まえた女性への支援」については、外国人の方が暮らしやすい地域づくりに資する事業や多言語による生活支援や日本語学習支援などの実施、社会的に不利な立場にある女性エンパワメントを図ることを目的とした識字・日本語教育についても、事業計画ど
おり実施している。

・外国人の方が安心して暮らせるように運営した相談窓口については、目標値を上回る相談件数となっており、新型コロナウイルスに関連する相談も多い。

・今後も、男女共同参画に関する海外の動向、各国の取組等の情報を収集し、分かりやすく情報を発信するとともに、多文化共社会の視点のもと、日本語学習支援や多言語による生活支援、相談窓口の情報提供に努めていく。

令和３年度活動指標 備考
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施策の各基本的方向の進捗状況 (補助資料) 

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

総合評価一般競争入札制度における取組 総合評価一般競争入札発注時に評価項目として設定のう
え発注している

総合評価一般競争入札発注時に評価項目として設定（18
件）

①達成 ―

令和３年度と同じ
契約管財局

事業担当局（各区・
局）

(1)-2

指定管理者制度における選定基準の取組 指定管理者の選定基準において加点ができる仕組みを設
定している

指定管理者の選定基準に設定（１件）

①達成 ―

令和３年度と同じ 契約管財局
事業担当局（各区・

局）

(1)-3

企業を対象としたセミナー等開催 企業幹部や人事労務を担当する管理職や担当者対象にし
た働き方やハラスメントに関するセミナー・研修会の実施

・人権啓発スキルアップ講座（企業・事業所等の人権啓発担
当者向け）において、ハラスメントに関する講演を実施（１回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちら
かといえば思う」評価：95.2％
・労務・人権ブロック別講座（企業・事業所等の労務担当者
向け）において、女性活躍に関する講演を実施（１回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちら
かといえば思う」評価：94.1％

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-4

産業創造館における創業・新事業創出・経営革新支援事業 経営はもとより、女性後継者特有の事業承継に係る悩みや
不安を解決するため、交流を促進する支援を行う。

開催実績なし。

④その他

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、実施
できていなかった女性後継者交流会を開催予定。

令和3年度と同じ

経済戦略局

(1)-5

企業等の女性活躍推進に向けた認証及び啓発・支援事業 女性にとって働きやすい職場環境の整備を積極的に推進す
る大阪市内の企業等を認証しPRすることで、その取組を広
く普及させる。
女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対して女性
活躍の重要性の理解を促すため、アウトリーチによる啓発・
取組支援を実施する。

リーディングカンパニー認証件数94件（累計682件）
チャレンジ企業認証６件（累計134件）
チラシ・ポスター・PR動画作成
アウトリーチ啓発1,586件
取組支援233件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-6

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業 男性の家事・育児等への参画、女性のキャリアアップ等へ
の支援を図るため、企業の経営管理者層や広く男性・女性
等を対象に、固定的な性別役割分担意識や性差に関する
アンコンシャスバイアスの解消等に向けたセミナー等を実施
する。

下記セミナーを実施
〇女性のキャリアアップに向けた意識改革・ノウハウの提供
等
　　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：これからのキャリアプ
ラン」
　　・スキルアップサロン：４回
　　・就職に役立つパソコン講座：６回
〇子育て中の男性向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性の家事・育児参加」
〇企業で働く男性向け・男性上司向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性育休取得の促進」
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：アンコンシャス・バイア
スの解消」
　・テレワークセミナー
　・市民セミナー「これからの働き方」

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-7

女性活躍推進情報発信事業 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R２市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（６本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（９本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-8

ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間 行政（大阪労働局・大阪府・大阪市等）、経済団体、労働団
体、金融機関等で構成する「大阪働き方改革推進会議」の
もと、「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」に
おいて、大阪女性きらめき応援会議と協働して仕事と生活
の調和推進（ワーク・ライフ・バランス）に向けた取組を進め
る。

市民・企業にワーク・ライフ・バランス推進の意義を理解し、
取組を進めていただけるよう、11月の「ノー残業デー、ワー
ク・ライフ・バランス推進月間」に合わせて、大阪女性きらめ
き応援会議構成団体と協働でワーク・ライフ・バランス推進
月間の啓発・広報を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-9

クレオ大阪における講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

女性活躍推進についてのセミナーの実施　43回
（中央館：５回、子育て館：16回、西部館：３回、南部館：８
回、東部館：11回） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-10

・情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した啓発 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の啓発
を実施する。

情報誌クレオの発行（年４回）、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-11

母子健康手帳等による働く女性への情報提供 平成13年度より母子健康手帳に「働く女性のための出産・
育児に関する制度」の項目を設け、平成14年度より「働く女
性・男性のための出産・育児に関する制度」として産前・産
後・育児期の労働や休業、健康管理について、男女労働者
の育児のための諸制度等についてを掲載している。また医
療機関に記入してもらい事業主に措置申請できる「母性健
康管理指導事項連絡カード」を掲載している。

保健福祉センターにおいて、母子健康手帳を交付し、情報
提供を実施。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

基本的方向１　雇用等における女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス

(1) 企業における女性の活躍推進
具体的取組

・女性活躍推進の職場環境づくりを進める「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業（以
下「認証企業」という。）」を増やしていくために、認証企業のＰＲや認証の有用性について周知す
る等、働きかけを行います。
・女性活躍の取組の推進に向けて、認証企業等の先進的な取組事例等についての情報提供や
企業間での交流の機会の提供を行います。
・女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対し、女性活躍の意義や必要性の啓発及び取
組支援を行います。
・方針の立案、決定過程への女性の参画拡大に向けて、企業における女性管理職の積極的な登
用を促します。
・長時間労働の是正や在宅勤務（テレワーク）などによる働き方の見直しなど、男性・女性がとも
に働き続けやすい職場環境づくりの推進に向けて、啓発・支援を行います。
・男性の育児・介護休業等の取得促進など、男性の家庭参画に向けた意義や必要性の啓発及び
ノウハウ等の提供を行います。
・公共調達において、公正性、経済性及び品質の確保に配慮しつつ、積極的に女性活躍に取り
組んでいる企業へのインセンティブの付与を行います。
・「男女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」等の趣旨や「労働基準法」等に基づく女性労働者の
母性保護、母性の健康管理について周知・浸透を図ります。
・企業におけるセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントをはじめ
とする様々なハラスメントの防止に向けた啓発を行います。

資料１―２
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基本的方向１　雇用等における女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス 資料１―２

(2) 女性の多様な働き方の実現
事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲） 男性の家事・育児等への参画、女性のキャリアアップ等へ
の支援を図るため、企業の経営管理者層や広く男性・女性
等を対象に、固定的な性別役割分担意識や性差に関する
アンコンシャスバイアスの解消等に向けたセミナー等を実施
する。(再掲）

下記セミナーを実施
〇女性のキャリアアップに向けた意識改革・ノウハウの提供
等
　　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：これからのキャリアプ
ラン」
　　・スキルアップサロン：４回
　　・就職に役立つパソコン講座：６回
〇子育て中の男性向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性の家事・育児参加」
〇企業で働く男性向け・男性上司向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性育休取得の促進」
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：アンコンシャス・バイア
スの解消」
　・テレワークセミナー
　・市民セミナー「これからの働き方」

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-2

合同企業説明会の開催 女性活躍リーディングカンパニー認証企業をはじめ女性が
働き続けられるよう環境整備を進めている企業とのマッチン
グを行う。

・マッチングイベント（合同企業説明会）　女性向け　　２回開
催 ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-3

子育て中の再就職支援事業 職場復帰をめざす女性に対し、就職への不安を払拭するた
めのスキルアップや仕事と家庭の両立についてのセミナー
（一時保育あり）を開催する。

・子育て出張相談会　　３回開催

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-4

しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業 求職者の希望条件やこれまでの経験等をふまえ、職業紹介
や職業相談を実施するとともに、必要に応じてキャリアカウ
ンセリングやセミナー、職場体験等を通してトータルに支
援。

・無料による職業相談・職業紹介施設の運営
（相談件数　30,545件、就職件数　1,837人（うち女性　832
人））
・出張相談、セミナーの開催など施設窓口以外の場所で、支
援対象者を掘り起こしていく事業の実施
　（・適職発見ミーティング　５回開催　・女性の働き方セミ
ナー　４回開催）
・しごと情報ひろば「クレオ大阪西・マザーズ」における職業
紹介に係る求人開拓を実施し、独自の求人情報を開拓・収
集
・その他、支援対象者の状況に応じ、仕事に就くこと、自分
に合った仕事を見つけることなどについての意識づけを行う
などの就職準備支援

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-5

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R２市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（６本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（９本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-6

合同企業説明会の開催（再掲） 女性活躍リーディングカンパニー認証企業をはじめ女性が
働き続けられるよう環境整備を進めている企業とのマッチン
グを行う。（再掲）

・マッチングイベント（合同企業説明会）　女性向け　　２回開
催

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-7

子育て中の再就職支援事業（再掲） 職場復帰をめざす女性に対し、就職への不安を払拭するた
めのスキルアップや仕事と家庭の両立についてのセミナー
（一時保育あり）を開催する。

・子育て出張相談会　　３回開催

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-8

しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業（再掲） 求職者の希望条件やこれまでの経験等をふまえ、職業紹介
や職業相談を実施するとともに、必要に応じてキャリアカウ
ンセリングやセミナー、職場体験等を通してトータルに支
援。 （再掲）

・無料による職業相談・職業紹介施設の運営
（相談件数　30,545件、就職件数　1,837人（うち女性　832
人））
・出張相談、セミナーの開催など施設窓口以外の場所で、支
援対象者を掘り起こしていく事業の実施
　（・適職発見ミーティング　５回開催　・女性の働き方セミ
ナー　４回開催）
・しごと情報ひろば「クレオ大阪西・マザーズ」における職業
紹介に係る求人開拓を実施し、独自の求人情報を開拓・収
集
・その他、支援対象者の状況に応じ、仕事に就くこと、自分
に合った仕事を見つけることなどについての意識づけを行う
などの就職準備支援

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-9

チャレンジスタジオの運営（クレオ大阪東） 女性の就労・起業等を支援するため、集中的な学習、情報
交換の場を提供、利用者に対して情報提供を実施。

利用件数：31件
利用人数：33人 ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-10

女性チャレンジ応援事業 女性チャレンジ応援拠点を運営し、地域生活における女性
や団体のチャレンジをサポートするため専門のコーディネー
ターやスタッフを配置して、相談対応やアドバイスを行うほ
か、知識・ノウハウの習得や活動のレベルアップ等の機会と
してワークショップや交流会等を開催する。

・「女性チャレンジ応援拠点」利用者数（550人）
・セミナー・ワークショップ（17回：参加者合計153人）
・地域で活躍するロールモデル情報をHP等に掲載（７本）
・地域で活躍したい女性等の相談対応・情報提供等（397件）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

具体的取組

①　女性の能力開発や継続
就業等の支援

・働きたい、働き続けたいと考えている女性に対し、仕事と家庭を
両立しながらキャリアアップを図ることができるよう、セミナーの開
催や情報提供等を行うほか、男性の家事・子育て等への積極的
な参画を促すなど、意識改革に向けた取組を行います。
・育児・介護休業取得後に職場復帰をめざす女性に対し、保育
サービスなど仕事と家庭の両立についての様々な情報提供や、
セミナーの開催などにより支援を行います。

②　未就業女性に対する就業
支援

・様々な理由により未就業の状態にある女性に対する個々の状況
に応じた就職支援や、働くことをはじめとする社会参画を促すセミ
ナーや講座等を実施します。
・求職者に対して認証企業の認知度を高めるとともに、認証企業
をはじめ、女性が働き続けられる職場環境づくりに積極的に取り
組む企業とのマッチング機会を提供するなど、就職支援を行いま
す。
・出産を機に離職した女性に対し、子育てと仕事の両立など再就
職の不安を解消するための講座や交流会を開催するとともに、自
分に合った仕事選びと、保育サービスや子育て支援情報の提供
を一体的に行うなど、再就職を総合的に支援します。
・起業したい女性に対するセミナーの開催やイベント等の情報提
供、相談事業やネットワークづくりへの支援を行います。
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基本的方向１　雇用等における女性の活躍推進とワーク・ライフ・バランス 資料１―２

(3) 大阪市役所における働きやすい職場づくりと女性の参画拡大
事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(3)-1 ①　働きやすい職場づくり

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた年次休暇取得の促進、
超過勤務縮減の取組及び管理職をはじめとした職員の意識向上
に向けた研修等の実施、時差勤務制度の整備及びテレワークの
推進に取り組みます。
・安心して出産・子育てをすることができる職場環境づくりに向け
た休暇・休業等制度の周知徹底、管理職をはじめとした職員の意
識向上、育児休業の代替要員の確保や育児休業中の職員への
情報提供などに取り組みます。
・男性職員の育児参加の促進に向けた制度の周知や情報提供、
上司との面談の仕組み化等により、男性職員が育児休業や配偶
者分べん休暇、育児参加休暇等を取得しやすい職場づくりを推進
します。
・ハラスメント等の各種相談体制の整備等を実施します。

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく
特定事業主行動計画の推進

・抜本的な働き方改革の検討、テレワーク制度の積極的な
活用
・年次休暇取得の促進（１日単位の年次休暇を年5日以上
取得）
・超過勤務縮減、私事在館やサービス残業と捉えられかね
ない状況の改善
・管理職をはじめとした職員の意識向上
・子どもを生み、育てやすい職場環境づくり
・育児休業等の対象となる男性職員とその上司に対し休暇
取得を個別勧奨。また、上司は面談を義務化し、育児に関
する休暇取得のスケジュールを立てる。

・ワーク・ライフ・バランス推進期間の実施（７・８月、11月）。
当該期間において特にテレワーク制度の積極的な活用を呼
びかけ。
・働き方改革の検討にかかりワーキンググループを立ちあ
げ、現状分析のため、職員アンケート等の取組を実施。
・「PCログ管理支援システム」の運用開始（４月)
・課長級職員を対象とした「イクボス研修」の実施（10月）
・育児休業等の対象となる男性職員とその上司に対し休暇
取得を個別勧奨を実施。また、上司は当該職員との面談を
行い、休暇等の計画作成を実施。

①達成 ―

令和３年度と同じ

総務局

(3)-2

・女性職員の管理職への登用促進
・庁内公募の活用
・女性職員向けのセミナーやキャリアデザイン研修の実施
・ワーク・ライフ・バランス推進に向けた管理職向け研修
・イクボスにかかる管理者層向け冊子の作成・活用

・女性職員の能力と適性に基づく管理職への積極的登用
・意欲ある職員の能力を最大限発揮させ、行政サービスの
向上に資するため、庁内公募を実施
・女性職員を対象とした研修の実施
・管理職を対象としたワーク・ライフ・バランス、イクボスに関
する研修を実施
・管理職が部下職員とのコミュニケーションのツールとなる
冊子の作成・周知

・女性管理職の割合（R３）
　・課長級以上18.9%
　・係長級以上28.1%
※市長部局（各委員会･市会事務局含む）における事務系
（事務･福祉･社教）
・女性職員のロールモデルを紹介する取組として、本市女性
職員の経験談を掲載したコラムを発行。（１月）
・管理職研修においてワーク・ライフ・バランスにかかる研修
を実施。（8月）
・「イクボス研修」の実施。（10月）

②概ね達成 ―

・特定事業主行動計画における数値目標（R3）の達成に向
けて、引き続き、女性職員の積極的な管理職登用を進めて
いく
・意欲ある職員の能力を最大限発揮させ、行政サービスの
向上に資するため、庁内公募を実施
・女性職員を対象とした研修の実施
・管理職を対象としたワーク・ライフ・バランス、イクボスに関
する研修を実施
・管理職が部下職員とのコミュニケーションのツールとなる
冊子の作成・周知

総務局

(3)-3

　女性職員の職域拡大と男女のバランスのとれた職員配
置・職務経験付与

女性消防吏員の継続的、安定的な採用を引き続き実施する
とともに、災害活動部門への登用も行いながら、キャリア形
成を支援し、女性消防吏員の活躍を促進します。

令和３年度中
女性消防吏員９名採用（消防吏員に占める女性消防吏員の
割合→4.3％）
災害現場対応女性消防吏員数71名（（災害現場対応吏員に
占める女性消防吏員の割合→2.5％）

①達成

引き続き、女性消防吏員の採用をするとともに、女性消防
吏員の活躍等の広報活動について大学や専門学校と連携
し行っていきたい。

女性消防吏員の継続的、安定的な採用を引き続き実施する
ため広報活動を推進するとともに、災害活動部門への登用
も行いながら、キャリア形成を支援し、女性消防吏員の活躍
を促進します。

消防局

(3)-4

特定事業主行動計画の推進 　「女性活躍推進法」に基づき策定した特定事業主行動計
画（後期）を推進し、女性職員数の継続的・安定的な確保に
努めるとともに、女性管理職の育成及び女性職員の意欲向
上に繋がるOJT の促進により、女性職員の活躍推進に取
組む。

多様な経験を積める人事配置を行うこととし、女性が活躍
し、充実した仕事の経験やチャレンジングな経験を積み重ね
られるような人事配置を行うとともに、各課においては事務
分担の工夫を行うよう努めた。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

水道局

(3)-5

ワーク・ライフ・バランスの推進 　仕事と子育て両立支援に関する意識を向上させるための
取組として、「水道局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」等
で決定した取組みを推進する。

仕事と子育て両立支援に関する意識を向上させるための取
組として、「水道局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」等で
決定した取組みを推進した。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

水道局

(3)-6

園長及び教頭、指導主事等教職管理職への任用の促進及
び教職管理職登用試験への出願促進

市女性教員の管理職への登用を推進するため、管理職試
験の受験を奨励すると共に、能力・適正に基づいた登用を
行う。

令和３年度実施の教頭・指導主事昇任選考試験における
小・中学校の女性受験者の割合　25.2%

③未達成

業務過多により管理職の魅力が低下しており、女性に関わ
らず受験者の減少が顕著である。そのため、管理職の補助
要員を配置するなど負担軽減を図っている。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(3)-7

審議会等への女性委員の積極的登用 審議会所管課から団体等に対し、団体推薦による審議会等
委員について、女性委員の推薦について協力依頼を行う。

委員13名中６名の女性を登用（委員女性比率46.1％）

①達成 ―

・推進本部を通じて、審議会等での女性委員の積極的な登
用を依頼する。
・毎年度、登用状況を公表するとともに、次期改選に向けた
登用計画を作成する。 北区

(3)-8

審議会等への女性委員の積極的登用 ・推進本部を通じて、審議会等での女性委員の積極的な登
用を依頼する。
・毎年度、登用状況を公表するとともに、次期改選に向けた
登用計画を作成する。

各所属に対して、積極的な取組の強化について依頼。
令和３年４月１日現在
　市の審議会等における女性委員の割合36.2%

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(3)-9

審議会等への女性委員の積極的登用 ・「審議会等の設置及び運営に関する指針」に審議会等で
の女性委員の積極的な登用に係る規定をおいている。
・「行政運営上の会合」の開催に係る事前調整において、女
性比率の確認、女性比率を充たせない会合における理由及
び今後の対応策の徴取
・毎年度、審議会等運営状況を照会し、回答に基づき各審
議会等について女性比率を充たすか否か、満たさない理
由、今後の見直し方針の公表。

審議会等で女性委員の占める割合として40%が目標とされ
ているところ、令和３年度（令和３年８月１日時点）について、
大阪市の附属機関及び行政運営上の会合の全委員等数
3,392名のうち女性については1,180名となっており、比率は
34.8％。
（附属機関及び区政会議の全委員数2,934名のうち女性に
ついては1,057名となっており、比率は36.0％）

③未達成

・「審議会等の設置及び運営に関する指針」に審議会等で
の女性の積極的な登用に係る規定をおいており、委員等の
具体的な選定については各所属の責任において行っている
ところ、専門性のある人物を選定するにあたり該当する女性
の専門家がいない場合があること等の理由によって、40％
の目標は未達成である。
・「行政運営上の会合」の開催に係る事前調整におけるメン
バー選定にあたって、女性比率の確認、女性比率を充たせ
ない会合における理由及び今後の対応策の徴取を引き続
き実施するとともに、審議会等における積極的な女性登用
を進めていくよう各所属向け研修等において周知等に努め
る。

令和３年度と同じ

総務局

具体的取組

②　女性職員の登用

・女性の活躍を推進し組織の活性化を図るため、女性の管理職登
用に関する数値目標を設定し、意欲、能力、実績を持った女性職
員を積極的に管理職に登用します。
・女性教職員の管理職への登用を推進するため、管理職試験の
受験を奨励するとともに、能力・適性に基づいた登用を行います。
・女性職員の職域の拡大や、 幅広い職務経験を積むことができる
人事配置を行います。
・女性職員の活躍のサポートに向けた女性職員向けのセミナーや
キャリアデザイン研修などや、ワーク・ライフ・バランス推進に向け
た管理職向け研修などを実施します。

③　審議会等への女性の登
用

・審議会等委員における女性委員の比率を高めるとともに、団体
推薦による審議会等委員についても女性委員の推薦について引
き続き協力を要請していきます。
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事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。（再掲）

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R2市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（6本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（9本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-2

クレオ大阪による地域出前セミナーの実施 クレオ大阪５館から、各区に出向き、地域の男女共同参画
の推進をテーマとした出前セミナー等を実施する。

【地域出前セミナーの実施】
（中央館）実施回数：９回、のべ受講者数：157人
（子育て館）実施回数10回、のべ受講者数：287人
（西部館）実施回数：９回、のべ受講者数：324人
（南部館）実施回数：13回、のべ受講者数：865人
（東部館）実施回数：10回、のべ受講者数：117人

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-3

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した啓発 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の啓発
を実施する。

情報誌クレオの発行（年４回）、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

女性チャレンジ応援拠点の運営 クレオ大阪中央内に「女性チャレンジ応援拠点」を開設し、
地域活動に参画意欲のある女性や活躍中の女性を対象
に、相談対応や活動の知識・ノウハウを学べるワークショッ
プ等の開催、活動のレベルアップやネットワーク拡充につな
げる情報交流の場の提供、ロールモデルなど活動事例の
情報発信などを実施。

・「女性チャレンジ応援拠点」利用者数（550人）
・セミナー・ワークショップ（17回：参加者合計153人）
・地域で活躍するロールモデル情報をHP等に掲載（７本）
・地域で活躍したい女性等の相談対応・情報提供等（397
件）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-2

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。（再掲）

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R２市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（６本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（９本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

 
基本的方向２　地域における女性の参画拡大

具体的取組

・地域活動に参画し、活躍する女性を発掘、育成、支援することで、地域活動のリーダー的役割を担う女性の創出を図るとともに、地
域と女性の活動ニーズをマッチングして、意欲ある女性を地域へつなぐための拠点として、男女共同参画センターにおいて「女性チャ
レンジ応援拠点」を運営します。
・地域で活動している女性の情報収集や、ロールモデルとなる活躍事例の情報発信、意義・メリット等についての啓発など、地域活動
への関心、参画意欲の向上に向けた取組を実施します。
・地域活動への参画に関心・意欲のある女性からの相談に対応するとともに、地域で活躍している女性の経験からノウハウ等を学べ
るワークショップや交流会を開催します。
・地域で活躍している女性同士や女性起業家、企業、ＮＰＯ、大学等との交流の場の提供など、新たな活動を生み出すためのネット
ワークづくりへの支援を行います。
・事業等を始めたい女性への相談対応や情報提供を行うとともに、必要な知識やノウハウ等を習得できるよう支援します。

具体的取組

・地域活動の企画・運営に女性の視点を取り入れる意義・重要性や、地域で活動している女性の活躍事例について情報発信するな
ど、地域活動団体等に対する女性の地域活動への参画拡大に向けた啓発を実施します。
・地域活動協議会などによって日々取り組まれる地域活動において、女性の視点を取り入れるよう促すとともに、方針決定過程にお
ける女性の参画の重要性についての啓発を実施します。
・個別の地域活動団体に対し、出前セミナー等によりその実情に合わせた啓発を実施します。

(2) 地域で活躍する女性の育成・支援

(1) 女性の地域活動への参画促進のための環境づくり
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事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

広報紙等を活用した啓発 ・男女共同参画情報誌クレオ、地域情報誌、各区広報紙等
への啓発記事の掲載
・ホームページやＳＮＳ、デジタルサイネージなど各種広報
媒体を活用した広報・周知
・啓発カードの配布

・男女共同参画情報誌クレオへの掲載（10月号、１月号）
・各区広報誌11月号での記事掲載
・市ホームページ、Twitter、LINEでの広報周知

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-2

・府及び各区役所等関係機関と連携した「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間（11月12日～25日）における広報・
啓発の強化

・「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間（11月12日～
25日）における街頭啓発等の取組み

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、街頭啓発は
中止
・啓発のぼり・卓上のぼりを作成し、区役所等に設置し広報
啓発を実施

②概ね達成 ―

・「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間（11月12日～
25日）における広報・啓発の取組み（パープルライトアップ）

市民局

(1)-3

男女共同参画普及啓発事業 「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間（11月12日～25
日）において啓発を実施する。

映画上映イベント（「ひとくず」映画上映＆トークセッション～
ＤＶと児童虐待「負の連鎖」を断つために～）を実施。また、
映画上映イベント及びクレオ大阪各館で啓発物品を配布。

①映画上映イベントの実施
　・午後上映（13:30～15:30）　　参加人数：147名
　・トークセッション（15:40～16:10）　　参加人数：144名
　・夜上映（18:00～20:00）　　参加人数：42名
②啓発物品（あぶらとり紙）の配布
　イベント参加者に配布。また、クレオ大阪各館及び子育て
関連施設にて合計1,000個を配布。

①達成

令和４年度については、若年層に対する啓発をより強化して
実施する

「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間（11月12日～25
日）において、夕陽丘基金と連携し、DVに関わる映画である
「サンドラの小さな家」の上映会および解説トークイベントを
実施する

市民局

(1)-4

ＤＶ及びデートＤＶ防止セミナーの実施 クレオ大阪から大阪市内の地域団体・学校・企業等へ出向
き、ＤＶ・デートDVの予防啓発セミナーを実施

地域出前セミナーの実施 ７回

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-5

デートＤＶ防止の啓発・予防教育授業の実施 男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係
を構築し、将来の加害者、被害者を生まないようにするた
め、デートDV防止啓発教材を活用し、市内中学生に対し、
啓発・予防教育授業を実施

各中学校の実情に応じて、デートDV防止啓発教材を活用
し、啓発・予防教育授業を実施した。

②概ね達成

引き続き、各中学校の実情に応じて、デートDV防止啓発教
材を活用し、啓発・予防教育授業を実施する。

令和３年度と同じ

市民局
教育委員会事務局

(1)-6

クレオ大阪における講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

DVについてのセミナーの実施
（中央館：１回、子育て館：１回、西部館：１回、南部館：５回、
東部館：０回） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-7

学校安心ルールの活用 子どもたちを罰すること、措置を行うことを目的とするのでは
なく、ルールをあらかじめ明示することにより、子どもたちが
してはいけないことを自覚したうえで、自らを律することがで
きるよう促すことを目的として学校安心ルールを作成。

すべての小中学校において、学校安心ルールを作成し、生
活指導に活用した。

①達成

毎年、各校において学校安心の見直しを図りながら、実情
に応じてカスタマイズしていく。児童生徒にルールを守ること
の大切さをより深く理解させるため、周知方法等を工夫す
る。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-8

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口 専任職員を配置し、犯罪被害者等からの相談対応を行うほ
か、被害発生の初期段階におけるアウトリーチ支援として関
係機関からの情報提供等に基づき、本市から犯罪被害者
等に連絡を取り、お住いの区役所等へ訪問するなどして、そ
の方の状況に応じた大阪市の各種支援事業の案内や関係
機関の紹介を行う。

・総合相談窓口専任の相談員を配置し、電話や窓口対応の
ほか訪問による相談対応により、本市支援事業の手続き及
び関係機関への案内等を実施。
・犯罪被害者等が区役所等へ各種の届出を行う場合に、同
行支援することで、犯罪被害者等の負担軽減となるようサ
ポートを行った。
・相談件数　144件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-9

性感染症の正しい知識の普及・啓発 HIV感染者・エイズ患者への差別・偏見のない社会を目指す
ため、正しい知識の普及啓発に取り組む。

ホームページ・パンフレットの充実を図るとともに、他都市と
連携したエイズ予防啓発事業や産業医等と連携した職域へ
の啓発等を実施。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

健康局

(1)-10

エイズ対策にかかる個別施策層への普及啓発 青少年及びMSM（男性間で性的接触を行う者）における感
染拡大が顕著であり、これらを含めた個別施策層に対して
重点的に感染予防等にかかる普及啓発を行う。

中学生及び高校生向けエイズ予防啓発冊子の作成・配布
（26,500部）、MSM向けHIV予防啓発季刊誌の作成・配布を
実施。学校関係者等への健康教育・研修の実施。
【令和3年度実績】
・健康教育を受講した生徒数:1,700人
・研修を受講した教職員数：512人
・研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答えた教
職員の割合：88.2％

②概ね達成

引き続き、教職員向けの研修については、教育委員会事務
局と連携し、夏休みを含む期間に各学校において受講がで
きるよう、オンデマンド研修を実施する。
【令和4年度目標】
・全市立中学校のうち、HIV研修を受講した教職員が在籍す
る学校の割合：70％以上
・HIV研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答え
た教職員の割合：90％以上

令和３年度と同じ

健康局

(1)-11

「性暴力救援センター・大阪SACHICO」の取組み等にかかる
周知

「性暴力救援センター・大阪SACHICO」の取組みについて研
修を行うなど関係機関への周知徹底を行うとともに市民へ
の広報活動を強化する。

・配偶者暴力相談支援センター等の相談の中で性暴力が
あったことが判明した場合には、性暴力救援センター・大阪
SACHICOの案内
・ＨＰやリーフレット等を活用した広報周知

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-12

性教育の推進 「子どもたちが、自己肯定感を高め、命を大切にし、相手を
思いやり、自分の将来について具体的な目標を持つこと」を
めざし「生きる力を育む性に関する指導（生・性教育）」を進
める

令和３年度に文部科学省の委託事業「学校における生命の
安全教育推進事業に関する委託事業」を受け、市立学校４
校を実践校として実施した。さらに「生きる力を育む性に関
する指導」の手引きを作成し、学校園に周知を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-13

学校安心ルールの活用（再掲） 子どもたちを罰すること、措置を行うことを目的とするのでは
なく、ルールをあらかじめ明示することにより、子どもたちが
してはいけないことを自覚したうえで、自らを律することがで
きるよう促すことを目的として学校安心ルールを作成。（再
掲）

すべての小中学校において、学校安心ルールを作成し、生
活指導に活用した。

①達成

毎年、各校において学校安心の見直しを図りながら、実情
に応じてカスタマイズしていく。児童生徒にルールを守ること
の大切さをより深く理解させるため、周知方法等を工夫す
る。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-14

広報誌を活用した啓発（再掲） ・男女共同参画情報誌クレオ、地域情報誌、各区広報紙等
への啓発記事の掲載
・ホームページやＳＮＳ、デジタルサイネージなど各種広報
媒体を活用した広報・周知
・啓発カードの配布

・男女共同参画情報誌クレオへの毎号相談窓口の掲載
・各区広報誌11月号での掲載
・市のホームページをわかりやすくリニューアル実施

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

①　暴力根絶に向けた予防教育・啓発等の取組

・あらゆる機会を通じて、女性に対する暴力の問題について、ともすれ
ば女性に対する暴力の問題に無関心になりがちな男性をはじめ、広く
市民に対する広報・啓発を実施します。
・「女性に対する暴力をなくす運動」（毎年11月12日から25日までの２週
間）期間において、大阪府と連携した取組を行うとともに、各区役所等
関係機関と連携し、積極的な周知啓発活動に取り組みます。
・大阪市内の地域団体・学校・企業等を対象としたＤＶ防止に資するセミ
ナー等を実施します。
・男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係を構築し、
将来の加害者、被害者を生まないようにするため、市内中学生向けの
デートＤＶ防止啓発リーフレットを作製・配布し、あわせて学校教育の場
において、啓発教材を活用したデートＤＶ防止の啓発・予防教育授業を
実施します。

②　性暴力・性犯罪に対する取組

・配偶者暴力相談支援センターや犯罪被害者等支援のための総合相
談窓口において被害者からの相談に応じ、各種支援制度の情報提供
や関係機関の紹介等を行います。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターである「性暴
力救援センター・大阪SACHICO」の取組等について関係機関へ周知
し、被害者に対する必要な配慮や支援が図られるよう連携した取組を
推進します。
・被害を未然に防ぐため、学校教育等を通じてこどもたちが暴力を認識
し、その危険から自らを守るための力を育み訴えることができるよう、こ
どもの発達段階に応じて性暴力・性犯罪の危険性や性に関する正しい
知識を身に付ける啓発授業を実施します。
・国における性暴力・性犯罪に対する取組を踏まえ、適切な情報提供を
行います。

 
基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶

(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

・ＤＶ専門相談、性暴力救援センター等各種相談窓口について、各区広

具体的取組
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基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶

(1)-15

DV理解を深めるための多言語リーフレットの作成 英語、韓国・朝鮮語、スペイン語、タイ語、中国語、フィリピン
語、ポルトガル語の7言語によるリーフレットを平成23年度に
改訂。周知。それを活用して啓発を実施

・多言語によるリーフレット（チラシ）を各区役所にて配架
・ホームページに「やさしい日本語」を掲載

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-16

デートＤＶ防止啓発教材を活用した啓発 ・デートＤＶ防止啓発教材を各区役所・男女共同参画セン
ター・こども相談センター等に配架
・デートＤＶ防止啓発リーフレットを市内中学生に配布
・学校におけるデートＤＶ防止啓発授業

・市内公立中学校へデートDV防止啓発教材を配付し、授業
等での活用依頼　131校　約2万部
・私立中学へも教材について周知し、希望のあった学校へ
配布
・学校以外でも市民に向けて啓発を実施、各区役所等への
配架依頼

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-17

道路照明灯の整備 夜間における交通安全の確保や歩行者の安全・安心などを
目的として道路照明灯の整備、補修を実施。

道路照明灯が故障等の場合、迅速な機能復旧を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

建設局

(1)-18

地域安全防犯対策事業

重点犯罪の抑止

・区職員による青色防犯パトロール及び夜間の青色防犯パ
トロールを業務委託により実施

・犯罪抑止のため懸念箇所へ区防犯カメラを設置及び維持
管理、運用・子どもや女性をねらった犯罪や事案防止、防犯
意識の向上を目的とした防犯教室・啓発活動の実施
・大阪府警察本部の「安まちメール」を活用し、不審者情報
や子どもや女性の被害情報などについてSNS等を利用し区
民へ迅速に伝達し、犯罪抑止を図る。

・区職員による青色防犯パトロール（1080回）
・夜間の青色防犯パトロール（75回）

・区防犯カメラの新規設置台数（３台）
・防犯教室、啓発活動（14回）

・「安まちメール」を活用したSNSによる情報発信（165回）

①達成 ―

令和３年度と同じ

東淀川区

(1)-19

市職員による「あんしんパトロール」の実施 平成16年2月から、ごみ収集作業の際に、事件などの早期
発見や犯罪の未然防止を目的とした作業エリア内パトロー
ルを実施している。
ごみ収集車両等に「ふれあいあんしんパトロール実施中」の
ステッカーを貼りつけ、収集作業員は腕章を着用して収集
業務に従事している。

57件（声かけ等市民対応実施件数）

①達成 ―

令和３年度と同じ

環境局

(1)-20

「こども110番の家事業」の実施 地域における子どもの保護・安全を図り、犯罪を未然に防止
するため、地域の家庭や店舗や各種団体の協力を得なが
ら、「こども110番の家」事業の拡充・強化の取組みを推進。

各区において、こども110番の家事業の取組を推進

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-21

不審者情報などの地域への伝達 大阪府警察本部と連携した「安まちメール」の活用。 大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課の安まちメー
ル及び安まちアプリの周知用チラシを全校園に送付し、活
用の促進を行った。 ①達成

引き続き、登録促進のための周知を行う。未登録の保護者
の加入を進めるため、各校園の実情に応じて、周知チラシ
の配付や掲示を行う。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-22

大阪市配偶者暴力相談支援センターの運営 「配偶者暴力相談支援センター」において、ＤＶ被害者の相
談、自立支援、情報提供を行い、さらに相談しやすい環境整
備を図る。

配偶者暴力相談支援センターでの相談件数
電話：642件　面談：127件　メール：247件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-23

区保健福祉センターにおける相談事業 区民の身近なＤＶ相談窓口としてDV被害者の相談、緊急一
時保護、自立支援に向けた調整及び情報提供等を行う。

各区役所の相談件数　2,242件
緊急一時保護　12７件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-24

「大阪市DV施策ネットワーク会議」における関係職員研修 DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談対応の資
質向上を図るため、研修を実施する。

DV施策ネットワーク会議研修の実施
全体会：１回　研修会：２回（11コマ）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-25

若年女性への相談窓口の設置 クレオ大阪において、女子中高生を中心とした若い世代の
悩みに専門的知識を有する女性スタッフ等が対応する相談
事業を実施する。

女の子のためのクレオ保健室
LINE相談：39件　来室相談：１件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2) ＤＶ被害者と家族への支援

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

・母子生活支援施設等社会福祉施設におけるDV被害女性
の緊急一時保護

市内の社会福祉施設を活用し、DV被害者の一時的な保護
を実施する。

緊急一時保護件数　127件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-2

安全管理担当要員の配置 専門的知識を有し加害者対応の経験も豊富な安全管理員
が、追跡の危険性がある同行移送を安全かつ円滑に行うこ
とのできる体制を整備する。

同行支援　66件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-3

DV施策にかかる関係機関の連携 「大阪市DV施策ネットワーク会議」「ケース検討会議」等を開
催し、関係機関との情報共有を図るとともに、相談体制の強
化及び効果的な自立支援策について検討する。

DV施策ネットワーク会議研修の実施
全体会：１回　研修会：２回（11コマ）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-4

緊急母子一時保護事業 不測の事態により緊急の保護を要する女性及びその者の
監護する18歳未満の児童を、母子生活支援施設において
原則２週間を限度に保護し、その当面の生活安定を図る。

24時間体制での緊急一時保護の実施

①達成

引き続きこれまでと同様に当事業を実施していく 令和３年度と同じ

こども青少年局

(2)-5 ②　関係機関との連携強化

・警察、区担当者、こども相談センター、施設関係者等との緊密な連携
を図りながら、ＤＶ被害者の支援を推進します。
・障がい者・高齢者虐待防止連絡会議、人権相談ネットワークにかかる
連絡会、犯罪被害者等の支援にかかる各種会議、医療機関等様々な
関係機関と連携し、適切な支援を行います。
・要保護児童対策地域協議会を通じて関係機関との情報共有、連携の
強化を図ります。

DV施策にかかる関係機関の連携（再掲） 「大阪市DV施策ネットワーク会議」「ケース検討会議」等を開
催し、関係機関との情報共有を図るとともに、相談体制の強
化及び効果的な自立支援策について検討する。

DV施策ネットワーク会議研修の実施
全体会：１回　研修会：２回（11コマ）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-6

社会福祉施設におけるDV被害女性への自立支援 市内の福祉施設に入所しているDV被害者に対し、ケース
ワーカー・カウンセラーを派遣して相談に当たり、入所中は
カウンセリングや必要に応じて法律相談に繋ぐとともに、各
区役所のDV担当と連携しながら自立支援に向けたケース
ワークを行う。

・ケースワーカー　常時１名配置
・カウンセラー　週２回配置

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-7
外国人ＤV被害者に対する通訳者派遣 外国人DV被害者への相談対応のため、必要に応じて通訳

者を派遣。
・通訳者派遣　10回

①達成 ―
令和３年度と同じ

市民局

(2)-8 ④　男性に向けた支援

・男性のＤＶ被害者に対する必要な配慮が図られるよう、相談窓口や各
種支援制度に関する情報提供を行います。
・男性の悩み相談窓口において、被害者のみならず、「配偶者に暴力を
ふるってしまう」など様々な困難を抱える男性への支援を実施します。

男性の悩み相談 クレオ大阪において、仕事の悩みや夫婦関係など身近な人
間関係の悩み。生き方など男性の悩みに対し、男性相談員
による相談を実施する。

男性相談の実施
面接相談：108件　電話相談：185件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

③　ＤＶ被害者の自立のための支援

・ＤＶ被害者に対する福祉制度等に関する情報提供及び各種制度の活
用によるＤＶ被害者の自立支援を行います。
・外国人のＤＶ被害者に対し、多言語での情報提供を行うとともに、通
訳派遣を実施し、適切な相談や一時保護につなげる体制の充実を図り
ます。

具体的取組

①　ＤＶ被害者の一時的な保護・安全確保

・母子生活支援施設等の社会福祉施設を活用した緊急一時保護を実
施します。
・警察及び大阪府と連携し、24時間体制での緊急一時保護を実施しま
す。
・ＤＶ被害者の安全確保のための同行支援を実施します。
・一時保護施設にケースワーカーやカウンセラーを配置し、ＤＶ被害者
と同伴家族への心のケアの支援を行います。
・各区役所、一時保護施設、こども相談センターなど関係機関が緊密に
連携し、一時保護されている同伴児童や面前ＤＶの被害児童に対する
適切な支援を行います。

③　相談窓口の認知度向上

・ＤＶ専門相談、性暴力救援センター等各種相談窓口について、各区広
報紙、大阪市男女共同参画センターが発行する情報誌「クレオ」、地域
の情報誌等への掲載を行うほか、大阪市ホームページや大阪市LINE、
Facebook、Twitter、区役所に設置しているデジタルサイネージなど各
種広報媒体を活用した広報・周知を行います。
・学校におけるデートＤＶ防止啓発授業や市内中学生へ配布するリーフ
レット等を活用して、相談窓口を周知します。

④　犯罪が発生しにくい環境づくり

・犯罪が発生しにくいまちづくりに向け、道路照明灯等の整備などの安
全対策を実施します。
・地域の治安や安全を守るため、大阪府警察本部の「安まちメール」を
活用し、不審者情報やこどもの被害情報などについて地域へ迅速に伝
達し、犯罪等の未然防止に努めます。
・市職員による「あんしんパトロール」を実施します。
・各区役所において、「こども110番の家」事業の取組を推進します。

⑤　相談体制の充実

・電話や面談での相談が困難なＤＶ被害者にも配慮した新たな相談方
法を取り入れるなど相談しやすい環境整備を行い、ＤＶ被害者の早期
発見、早期対応につながる相談体制の充実を図ります。
・ＤＶ被害者と接する区役所職員等への研修の充実等により、相談対
応の資質向上を図ります。
・デートＤＶやからだの悩み等を抱える若年女性や、家庭に「居場所」が
ない等生活する場の安心・安全を確保できない若年女性への支援とな
る相談体制を充実していきます。
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事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

骨粗しょう症検診 各区の保健福祉センターにおいて、18歳以上の市民を対象
に実施。

285回開催
令和3年度は世界骨粗鬆症デーにあわせて商業施設内で
骨粗しょう症検診を実施するなど啓発イベントを実施 ②概ね達成

引き続き、各がん検診との併設実施やイベントとの併設実
施を効果的に行い、受診者の増加を図る。

令和３年度と同じ

健康局

(1)-2

健康増進活動事業 健康づくりの普及啓発等とともに、保健福祉センターと地域
住民や関係団体等との連携により、生涯を通じた健康づくり
を支援するためのシステムの構築を図ります。

健康増進活動事業補助金交付団体：8団体

②概ね達成

今後も継続して実施し、適正な補助金交付に努める。 令和３年度と同じ

健康局

(1)-3

保育ボランティア付検診 乳がん検診実施日に、保育ボランティア付検診を実施。 【北区】
１人
【生野区】
予定通り保育ボランティアの申込を受付けたが、利用者は
いなかった。

①達成

【生野区】
広報紙に詳細を記載したが、利用者はいなかった。
来年度以降はこれまでの広報紙での周知に加え、オンライ
ン申込時にも周知を行う。

令和３年度と同じ

北区
生野区

(1)-4

一般介護予防事業 高齢者が、加齢による心身機能の変化に応じて自分自身の
健康に関心を持ち、日頃の生活習慣として主体的に健康づ
くりや生きがいづくりに取り組めるよう、事業を推進します。

【福祉局】
高齢者自らが介護予防に取り組める地域づくりを進められ
るよう、百歳体操等の介護予防に効果がある体操・運動を
実施している住民主体の通いの場の立ち上げや継続支援
のため、おもりやDVDの貸出、リハビリテーション専門職等
による助言・指導等を随時実施。
【北区】
いきいき百歳体操・はつらつ脳活性化教室の新規開催の立
ち上げ支援を関係期間を連携し行った。令和3年度は、老人
憩の家で新たに１か所本格実施し、２か所で試行実施をして
いる。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局
北区

(1)-5

クレオ大阪における女性総合相談センター事業 クレオ大阪における女性総合相談センターにおいて、保健
師・看護師によるからだの相談を実施する。

女性総合相談センターにおいて、保健師によるからだの相
談を実施した。
　相談件数170件：（面接33件　電話120件　メール17件） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-6

周産期緊急医療体制整備事業 （一社）大阪府医師会が実施する周産期医療体制整備事業
に大阪府、堺市とともに助成を行い、周産期緊急医療の整
備・充実及び質的向上を図る。

・産婦人科救急搬送体制確保事業
・周産期緊急医療体制確保事業
に対する分担金を支出 ①達成

厳しい勤務環境や医療事故等のリスクがあり、環境の整備
と医師の確保が大きな課題である。周産期緊急医療体制を
確保するためには本事業のより一層の充実が求められてい
る。

令和３年度と同じ

健康局

(1)-7

母子健康手帳の交付 母子健康手帳は妊娠・出産及び育児に関する一貫した健康
記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関す
る指導書として普及を図ることを目的とする。

保健福祉センターにおいて、妊娠届を受け付けし、保健師に
よる母子手帳交付時面接を全員に行い、妊娠中や出産後
の不安を把握し個別指導を実施。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-8

母親教室の実施 母子保健に関する各種の保健教育を総合的に行い、すこや
かな児を産み育て、母性及び乳幼児の健康の保持増進を
図る。また地域における妊産婦をはじめとした養育者交流を
行い、育児不安等の解消も含め育児支援を図る。

各区の独自取組内容について24区に情報提供を実施。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-9

妊婦健康診査の実施 医療機関等で受診する妊婦の健康診査について、妊娠期
間中に受診することが望ましいとされる14回すべてを公費
負担することにより、受診の促進を図るとともに健康管理の
向上に努め、異常を早期発見し、早期に対応することで、安
全に安心して妊娠・出産することができるようにする。

各区保健福祉センター において母子健康手帳交付時に妊
婦健康診査受診票を交付するとともに、妊婦が医療機関等
を受診する際、交付された受診票を 使用することにより妊
婦健康診査にかかる費用を公費負担とし、また委託契約が
締結できない医療機関における受診については償還払いを
実施し受診の促進を図り健康管理の向上に努め実施。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-10

不妊治療に対する助成 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊
治療」という。）については、１回の治療費が高額であり、そ
の経済的負担が重いことから十分な治療を受けることがで
きず、こどもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないこ
とから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成すること
により、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがな
いか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦（事実婚を
含む）に対し、治療1回につき上限額30万円（治療内容に
よっては、上限額10万円）まで助成。初回治療年齢が40歳
未満は１子につき通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回ま
で助成。精子を精巣または精巣上体から採取するための手
術を行った場合に上限額30万まで追加助成。

①達成 ―

令和４年４月より不妊治療が保険診療に位置付けられるこ
とから、令和４年４月以降に開始する治療については助成
対象外となる。経過措置として、治療期間の開始が令和3年
度以前であり、令和４年度中に終了する１回の治療に限り
助成。 こども青少年局

(1)-11

不妊専門相談センターの設置 不妊に関する相談に専門的知識を有するものが総合的に
相談に応じる。

不妊・不育症に悩む夫婦のために、不妊・不育に関する専
門的な相談やこころの悩みなどについて、専門相談員によ
る電話及び面接相談等を実施するとともに、不妊・不育に関
する様々なテーマで講座やセミナーを開催。また、不妊に関
する悩みを持つ当事者同士での話合う「ピアサポートグルー
プ」を開催。

①達成 ―

不妊・不育症に悩む夫婦のために、不妊・不育に関する専
門的な相談やこころの悩みなどについて、専門相談員によ
る電話及び面接相談、カウンセリングを実施するとともに、
不妊・不育に関する悩みを持つ方や流産・死産を経験され
た方など当事者同士で話合う「ピアサポートグループ」を開
催する。医療機関や当事者団体等と連携し、地域における
支援体制の充実を図る。

こども青少年局

(1)-12

乳児家庭全戸訪問の実施 保健師や助産師が３か月児健診までの乳児、その養育者
へ、発育、栄養、環境、疫病予防などについて指導し、育児
不安の解消に努めるとともに、産婦の健康回復についても
指導。
（母子訪問指導（新生児訪問指導）は今年度より乳児家庭
全戸訪問に包含）

里帰り出産からの帰宅直後や未熟児の長期入院等多様な
ニーズに対応できるよう、３か月児健康診査までのできるだ
け早期に、保健師・助産師の専門職が訪問を実施しアセス
メントを行う。子育ての孤立を防ぐため、居宅において不安
や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うととも
に、支援が必要な家庭に対しては適切な サービス提供に
結びつけた。訪問では、乳児及びその母（または養育者）の
心身の様子及び養育環境の把握、乳児の計測や観察、母
（または養育者）に対する指導を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-13

養育支援訪問事業　（専門的家庭訪問支援事業） 妊娠期や出産後まもない時期等、支援が必要な家庭に対し
て、専門職である保健師・助産師が訪問して、育児に関する
問題を総合的に把握し、相談及び技術支援を行い、こども
の健全な育成を図るとともに、児童虐待を未然に防止する。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊
娠・若年者の妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊
婦や出産後も育児困難が予想される妊婦、様々な原因で養
育が困難になっている家庭に対して、専門職である保健師・
助産師が訪問し相談及び技術援助や関係機関との連携を
行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-14

出産前小児保健指導事業（プレネイタルビジット） 育児不安や困難が生じやすい若年層の妊婦に、妊娠中の
段階から生まれ来る児のかかりつけ医が確保されていると
いう安心感を持たせると同時に、乳児の健康上の問題をは
じめとした様々な訴えに、個別に専門的な見地から指導を
行うことにより出産後の育児不安の軽減を図り、ひいては児
童虐待の発生の抑制に努める。

出産日時点で20歳未満の妊婦及びその配偶者等に紹介状
及び指導票を交付し、かかりつけの産科医が個々の状況に
応じた小児科医を紹介し、小児科医は生まれてくる子の日
常生活上の注意や乳児に起こりがちな疫病など健康上の
注意事項等について個別指導を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-15

妊産婦の保健指導 妊産婦の健康の保持増進や育児不安の解消、虐待予防の
観点から、保健師が保健指導を実施。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、保健指導を
行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-16

赤ちゃんへの気持ち質問事業の実施 出産後できるだけ早期に母の愛着に着目したメンタルヘル
スの状態を客観的に把握、評価し、必要に応じて母子関係
に焦点を当てた早期介入につなげる。

出産後から３か月児健康診査までのできるだけ早期に、助
産師が乳児及び養育者宅を家庭訪問し、自己記入式質問
票「赤ちゃんへの気持ち質問票」を用いて、育児の困難感や
児に対する養育者の様々な気持ちを客観的に把握し、評価
した。その結果、支援を要する養育者に対しては、速やかに
保健師に引き継ぎを行い、愛着形成、児童虐待防止を視野
に入れた早期介入を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

 
基本的方向４　生涯を通じた健康支援

具体的取組

①　生涯を通じた女性の健康支援

・子宮頸がん、乳がんや更年期の心身の健康問題などにつ
いての検診の受診や疾病に関する正しい知識などの啓発・
情報発信等を推進します。
・子育て中の女性が検診等を受診しやすいように一時保育
事業等を充実します。
・身近な地域における生涯を通じた主体的な健康づくりを支
援します。また、更年期以降に発生する疾患や加齢に伴う
心身の不調を予防するため、健康づくり、介護予防・フレイ
ル予防にかかる取組を推進します。

②　妊娠・出産にかかる健康支援

・女性の妊娠・出産に関する適切な自己管理のための情報
提供や保健指導を充実します。
・妊婦が妊娠期間中に受診する健康診査の公費負担を行
います。
・不妊治療に要する費用の一部を助成します。
・妊娠期から子育て期のワンストップ支援拠点として総合的
相談支援を提供する「子育て世代包括支援センター」の機
能を確保します。
・こども相談センター、子育て支援機関、医療機関等の各機
関との連携を図り、利用者への情報提供及び妊産婦等を支
える地域の包括支援体制を構築します。
・安全で安心な妊娠・出産を確保するため、周産期医療の
充実に向けた支援を行います。

(1) 女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進
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基本的方向４　生涯を通じた健康支援

(1)-17

産婦健康診査の実施 産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後
2週間、産後１か月などの出産後間もない時期の産婦に対
する健康診査を公費負担することにより、産後の初期段階
における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期
にわたる切れ目のない支援体制を整備する。

各区保健福祉センター において母子健康手帳交付時に産
婦健康診査受診票を交付し、産後の健康診査を公費負担
することで、産婦の健康管理の向上や要支援産婦の把握に
繋げた。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1
健康増進法に基づく保健事業の充実（健康教育事業） 壮年期の市民を対象とした健康づくり普及講座の実施。 各区で計529回講座を実施し、5,734人が参加した。

②概ね達成
今後も取組を継続し、さらなる啓発を行う。 令和３年度と同じ

健康局

(2)-2

健康増進法に基づく保健事業の充実（健康相談事業） 壮年期の市民を対象とした健康に関する相談の実施。 各区で計 239回実施し、977人の相談を受け、指導及び助
言を行った。 ②概ね達成

今後も継続して実施し、さらなる周知・啓発を行う。 令和３年度と同じ

健康局

(2)-3

すこやかパートナー登録制度 「すこやか大阪21」の趣旨に賛同する企業・団体等を「すこ
やかパートナー」として登録し、その活動や、開催するイベン
ト、講座などを広く紹介していく。

すこやかパートナー同士の協働事業数　13件

②概ね達成

今後も継続して実施し、さらなる周知・活動促進を行う。 令和３年度と同じ

健康局

(2)-4

がん検診受診者数向上策の推進 特定年齢の市民に対し、無料クーポン券（子宮頸がん、乳
がん）及び受診案内を配付。本市がん検診受診要件を備え
る市民に対し個別受診勧奨を実施。

・無料クーポン券の送付（子宮頸がん：13,814人、乳がん：
18,003人）
・40～69歳の本市国民健康保険加入者等に対して個別受
診勧奨ハガキを送付（335,726人）
・令和３年度より新たな検診として、大阪市前立腺がん検診
を開始（７月より）
・令和３年度は、ナッジを活用した大腸がん検診モデル事業
の実施
・大阪市ホームページ・ツイッターやデジタルサイネージなど
各種媒体の活用による検診の周知
※ナッジを活用した大腸がん検診モデル事業
大腸がん検診キットを自宅に送付し、予約不要で受診でき
る新たな検診方法及びナッジを活用した受診勧奨等を取り
入れた事業（ナッジとは、ひじで軽く突く。(行動経済学上)対
象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導す
る手法）

①達成

令和３年度事業に加え、ナッジを活用した大腸がん検診モ
デル事業の拡充とデジタルサイネージや包括連携企業との
啓発にも引き続き取り組んでいくとともに、50歳をターゲット
とした胃・前立腺がんに特化した個別勧奨等を予定

令和３年度と同じ

健康局

(2)-5

たばこ対策促進事業 禁煙希望者、未成年者やその保護者、妊産婦及びその家
族に向けた各種啓発等を実施。

・禁煙希望者、小学６年生及びその保護者、妊婦及びその
家族の対象者別に各種リーフレット・パンフレット等の作成
及び配布を行い、対象者に対して保健指導又は健康教育を
実施した。（小学６年生及びその保護者への配布実績
23,815人）

②概ね達成

今後も取り組みを継続し、さらなる喫煙率の減少を目指す。 令和３年度と同じ

健康局

(2)-6

精神保健福祉相談事業 各区保健福祉センターにおいて、心の健康相談から、診療
を受けるに当たっての相談、アルコール、思春期、青年期の
相談など、保健・医療・福祉の広範囲にわたり実施する。

精神科医師による精神保健福祉相談　1,611件

②概ね達成

効果的な広報、周知の工夫を行い、相談件数の増加をめざ
す。

各区保健福祉センターにおいて、心の健康相談から、診療
を受けるに当たっての相談、アルコール、思春期、青年期の
相談、ひきこもりなど、保健・医療・福祉の広範囲にわたり実
施する。

健康局

(2)-7

精神保健に関する正しい知識の普及・啓発 各区保健福祉センターにおいて地域住民を対象とした精神
保健講演会やミニ講座等の啓発事業を実施。

各区における普及啓発　95件

②概ね達成

各区と連絡調整を行いながら、各区保健福祉センターが効
果的に実施できるよう支援し、普及啓発を図る。

令和３年度と同じ

健康局

(2)-8

こころの健康センターにおける啓発の推進（飲酒・薬物乱用
等）

近年、低年齢層の覚せい剤等の薬物乱用が急増しているこ
とから、薬物に関する専門相談を設置するとともに薬物の精
神・身体的影響等に関する正しい知識の普及を図るための
啓発を実施。また、アルコール依存についての正しい認識
や予防、早期発見・早期治療等について啓発を実施。

【アルコール関係】相談件数348件、家族教室（3回）延33
人、市民向け講演会（2回）61人【薬物関係】相談件数303
件、家族教室（3回）延７人、市民向け講演会（1回）14人
【ギャンブル関係】相談件数347件、家族教室（6回）延51人、
市民向け講演会　コロナで中止

②概ね達成

ギャンブル等依存症問題啓発週間に合わせて、依存症相
談ダイヤルのリスティング広告を実施した。一定の効果が
あったため、令和４年度～継続実施し、依存症相談ダイヤ
ルの周知に努める。

令和３年度と同じ

健康局

(2)-9

思春期問題相談事業 思春期には不登校やひきこもり等のほかに摂食障がい、心
身的症状等の問題が生じやすいことから、「専門相談」｢啓
発講座｣等を実施する。

思春期相談　延べ　56件、思春期関連問題市民講座(2回）
延べ51名
思春期関連問題支援者向け研修　35名 ②概ね達成

思春期関連問題について正しい知識の啓発を行い、市民、
支援者が一層の参加してもらえるよう、関心の高いテーマを
検討し周知方法を工夫する。

思春期相談　月２回　、思春期関連問題市民講座　年２回
思春期関連問題支援者向け研修　年１回

健康局

(2)-10

ＨＩＶ検査の実施 HIV感染者の早期発見、早期治療及びHIV感染症の発生の
予防及びそのまん延の防止のためにHIV検査を実施する。

HIV検査については、受検者ニーズを重視し、北区・中央
区・淀川区の３区保健福祉センターにおいて平日昼間に実
施（北区においては第5金曜日に夜間検査も実施）。さらに、
大阪府との共同委託検査場である大阪検査相談・啓発・支
援センター「chotCAST」では、平日夜間や休日昼間に実
施。

【令和３年度実績】
HIV検査受検者数：9,769人　（令和3年度目標値：12,000人
以上）
【令和３年実績】
新規報告数（HIV感染者＋エイズ患者）に占めるエイズ患者
の割合：16.9％（令和3年目標値：15％以下）

③未達成

検査を必要とする人が安全安心に受検できるように、感染
対策を講じた上で検査を実施したが、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大が続く中、不要不急の外出を控える状況に
あったことが影響し、受検者数が減少したと考えられる。目
標を達成できなかったものの、引き続き、感染予防措置
（HIV検査場での密を避ける、換気を行う、アルコール消毒
液の使用等衛生管理を徹底する）を講じながら、令和４年度
以降も受検者数の増加に向け取り組んでいく。

【令和４年度目標値】
HIV検査受検者数：9,232人
【令和４年目標値】
新規報告数（HIV感染者＋エイズ患者）に占めるエイズ患者
の割合：20％以下

令和３年度と同じ

健康局

(2)-11

エイズ相談の実施 HIV感染者・エイズ患者等のエイズに関する不安や悩みに
対し、心理的支援・相談を実施し、感染不安の解消等を図
る。

各区保健福祉センター等での保健師による常設相談、カウ
ンセラーによる専門相談及び外国人に対する多言語による
電話相談を実施。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

健康局

(2)-12

性感染症の正しい知識の普及・啓発 HIV感染者・エイズ患者への差別・偏見のない社会を目指す
ため、正しい知識の普及啓発に取り組む。

ホームページ・パンフレットの充実を図るとともに、他都市と
連携したエイズ予防啓発事業や産業医等と連携した職域へ
の啓発等を実施。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

健康局

(2)-13

性器クラミジア、梅毒及びＢ型肝炎検査の実施 HIV感染症は、感染経路、感染の予防方法、まん延の防止
対策等において他の性感染症との関連が深く、特に他の性
感染症に罹患しているとHIV感染の確率が高くなると言われ
ていることから、HIV検査にあわせてクラミジア・梅毒・B型肝
炎検査を実施する。

北区・中央区・淀川区の３区保健福祉センター及び大阪府と
の共同委託検査場である大阪検査相談・啓発・支援セン
ター「chotCAST」において、HIV検査と同時に実施。（検査項
目は検査会場・曜日によって相違） ①達成 ―

令和３年度と同じ

健康局

(2)-14

健全母性育成事業 思春期における男女の心身の健康が将来の結婚生活や妊
娠、出産、子育てに重大な影響を与えることから、思春期健
康教育に関する専門的知識等を備えているものが中学校
へ出向き、性の問題をはじめとする思春期特有の医学的問
題等の相談に応じるとともに、生命の尊さ、子育てに対する
自覚及びお互いの性への理解を促す思春期健康教育を行
うことにより、思春期の男女の健康保持増進に資することを
目的とする。

応募申し込み校から50校を選出。なお、新型コロナウイルス
感染症感染拡大の影響により１校中止した。
・生命誕生：妊娠成立の仕組み、胎児の成長、母体の変
化、出産の仕組み・様子
・二次性徴：月経・射精の仕組み、意識の差
・男女交際：デートＤＶ、性被害、コミュニケーションスキル、
対等な関係
・性感染症：予期しない・望まない妊娠の予防、避妊法、人
工妊娠中絶
・ＬＧＢＴ：多様な性のあり方、性に関する倫理や道徳
上記をテーマとして、セミナーを実施。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(2)-15

性教育の推進 「子どもたちが、自己肯定感を高め、命を大切にし、相手を
思いやり、自分の将来について具体的な目標を持つこと」を
めざし「生きる力を育む性に関する指導（生・性教育）」を進
める

令和３年度に文部科学省の委託事業「学校における生命の
安全教育推進事業に関する委託事業」を受け、市立学校４
校を実践校として実施した。さらに「生きる力を育む性に関
する指導」の手引きを作成し、学校園に周知を行った。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

②　こころの健康づくりの推進

・ストレス対策を含めたこころの健康問題に関する正しい知
識の普及・啓発を行います。
・うつ病、アルコール依存症等のこころの病気について、関
係機関とも連携しながら、正しい知識や予防方法について
の理解を深めるための普及啓発を行い、病気の早期発見、
早期治療のため引き続き健康相談に取り組みます。

③　性を理解するための啓発・相談

・思春期の早期からの性に関する正しい知識や生命の尊さ
の啓発、思春期特有の性に関する不安や悩みの相談、情
報提供を行います。
・ＨＩＶ／エイズを含む性感染症について正しい知識の普及・
啓発を実施し、相談、検査、医療体制を充実します。

(2) 男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進
具体的取組

①　生活習慣病の予防

・健全な食生活の実践に向けた啓発や保健指導を行いま
す。
・早期発見・早期治療につながるがん検診等の受診の啓発
を充実していきます。
・喫煙対策を推進します。
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(1)-1

ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業 ひとり親に対する就業の相談から就業支援講習会の実施、
就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供を
行う。

就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　50.3％

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-2

ひとり親家庭サポーターによる就業相談 各区保健福祉センターにおいて、就業相談の専門的知識を
もつひとり親家庭サポーターによる相談窓口を週２～３日開
設するとともに、相談日に来所できない方を対象に訪問によ
る相談を実施する。

ひとり親家庭サポーターの相談件数　4,692件

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-3

母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」事業 愛光会館の管理運営を行うとともに、ひとり親等を対象に生
活相談及び法律相談、児童についての相談指導の実施、
講演会、講習会その他の教養講座を開催する。

就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　50.3％

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-4

母子父子寡婦福祉資金 ひとり親家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、こどもの
福祉を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付
を行う。

貸付件数：211件

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-5

ひとり親家庭等日常生活支援事業 ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するために必要な
事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、子育て
支援サービスが必要な場合等に、家庭生活支援員の派遣
等を行う。

ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するために必要な
事由や疾病 などの事由により、一時的に生活援助、子育て
支援サービスが必要な場 合、もしくは生活環境の激変によ
り、日常生活を営むのに支障が生じて いる場合に、家庭生
活支援員を派遣した。
派遣延べ時間数　3,281時間
【業績目標】
派遣要請に対応できた割合　97.2％

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-6

養育費確保のトータルサポート事業 養育費の取決めから保証、履行確保までの課題を解決する
ため総合的な支援を行い、 大阪市のひとり親家庭等の養
育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行
確保を図る。

児童扶養手当受給者における養育費を受給している方の
割合13.1％

①達成

― 令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-7

大阪市こどもサポートネット 支援の必要なこどもや子育て世帯においては、複合的な課
題を抱えていることが多く、教育、保健、福祉分野の総合的
な支援が必要であるが、各種施策が十分に届いていないと
いった課題がある。支援の必要なこどもや子育て世帯を学
校において発見し、区役所等の適切な支援につなぐ仕組み
を構築し、社会全体でこどもと子育て世帯を総合的に支援
する。

➀目標値：大阪市こどもサポートネット推進員（コーディネー
ター）の配置が教育分野と関係機関等による福祉分野の支
援のつなぎに役立ったとする学校の割合を80％以上にす
る。
実績：91.7％
②目標値：・スクリーニングで判明した課題のある児童・生
徒等の80％ を支援制度につなぐなど適切な対応を行う。
実績：50.3％

③未達成

令和３年度においても、昨年度に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響がみられ、アウトリーチを拒む世帯
や複合する課題により対応が難しいケース、例えば、不登
校の児童生徒への対応については支援等の活用までに相
当時間を要することなど、単年度的に発見から支援の利用
に至らないケースが増加しているころから未達成となった
が、引続き実施したい。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-8

こども支援ネットワーク事業 地域におけるこどもの貧困などの課題解決のための取組み
の活性化と、社会全体でこどもを育む機運の醸成を図るた
め、地域でこどもの貧困などの課題解決に取り組む団体
や、企業、社会福祉施設等が参加するネットワークを構築
する。

目標値：　本市が把握しているこどもの居場所のうち、加入
要件を満たしているこどもの居場所のネットワークへの加入
率　90.0％
実績：90.0％（270箇所/300箇所） ①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-9

スクールソーシャルワーカー活用事業 社会福祉等の専門的な知識や教育分野に関する知識を有
するスクールソーシャルワーカーを24区役所に配置してい
る。
さらに一部の区において、区独自でもスクールソーシャル
ワーカーを雇用し、課題を抱える児童・生徒及び家庭への
支援のアセスメントを行い、具体支援への働きかけや、関係
機関等とのネットワークの構築・調整、学校に対しての課題
解決のノウハウの伝授等を行うとともに、こどもサポートネッ
トスクールソーシャルワーカー等と連携し、区の児童、生徒
への支援を円滑に進める。

【教育委員会事務局】
24区役所に計33名配置。
さらに、５区（北区・都島区・港区・大正区・住吉区）では、上
記に加え独自で雇用したソーシャルワーカーも配置してい
る。

①達成 ―

【教育委員会事務局】
令和3年度と同じ

教育委員会事務局
各区

(1)-10

学習・登校サポート事業 学校の授業以外で学習機会の少ない生活困窮家庭の児童
やひとり親家庭で家庭学習機会が失われている児童、また
不登校や病気による長期欠席等により学習機会を逃した児
童・生徒に、家庭や学校、関係機関を含めた場所で、事業
者による一人ひとりの状況に応じたきめ細かい学習サポー
トや登校に向けた支援を行い、基礎学力の向上を図り、貧
困の連鎖を断ち切る一助とするとともに児童・生徒の健やか
な育成を図る。

支援者数
　・50名の児童・生徒に対し支援を行った。
総支援時間数
　・約1,497時間
【実績】
スクリーニング会議Ⅱで本事業の支援が必要と判断した対
象児童・生徒へ具体支援（学習支援・登校支援）を行った児
童・生徒の割合
R3:92.3％（R2:92.7％）
【業績目標】
スクリーニング会議Ⅱで本事業の支援が必要と判断した対
象児童・生徒へ具体支援（学習支援・登校支援）を行った児
童・生徒の割合を前年度より向上させる。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

大正区

(1)-11

就学前（４・５歳児）こどもサポートネット事業（大正区版ネウ
ボラ）

妊娠期から３歳までは、母子手帳の交付にはじまり、各種健
診などの母子保健制度により、また、小学生からはこどもサ
ポートネットにより、こどもの健康や生活状況などを把握して
いるが、現行制度では４・５歳児の状況把握が他の年齢と
比べると不十分となっていることから、４・５歳児の健康状況
や生活状況を把握し、課題を抱かえる児童や家庭を早期に
発見し適切な支援につなげる仕組みの構築を行う。

区内対象保育施設等16園
園ごとのスクリーニングにより全件把握
課題内容の情報収集、アセスメントを実施
スクリーニング会議19回の開催、支援方針の決定
就学小学校全10校へ情報共有会議を開催
要支援児童を具体支援機関へつないだ割合100％

①達成

・4・5歳児の状況把握を継続、支援の方向性を決定後、具
体支援機関と所属園との支援状況の共有を行い継続支援
の実施、体制の構築を図る。

妊娠期から３歳までは、母子手帳の交付にはじまり、各種健
診などの母子保健制度により、また、小学生からはこどもサ
ポートネットにより、こどもの健康や生活状況などを把握して
いるが、４・５歳児の状況把握が他の年齢と比べると不十分
となっていることから、４・５歳児の健康状況や生活状況を把
握し、課題を抱かえる児童や家庭を早期に発見し適切な支
援につなげる仕組みの構築を行っている。

大正区

(1)-12

放課後学習チャレンジ教室事業 学校やスクールソーシャルワーカーならびに福祉関係者等
と連携し、対象となる児童・生徒に対し、児童・生徒個人の
理解度や特性に合わせた学習支援を行う。

のべ121回開催。

②概ね達成

学習習慣が定着し辛い児童に対して、学習支援に参加する
きっかけづくりが必要である。
学習支援に参加するきっかけづくりや、児童が参加しやすい
ような付き添いや声掛けなどの支援を令和４年度より一部
小学校でモデル実施する。

学校やスクールソーシャルワーカーならびに福祉関係者等
と連携し、対象となる児童・生徒に対し、児童・生徒個人の
理解度や特性に合わせた学習支援を行う。また、区内小学
校１校において、支援対象者が学習に取り組むまでの過程
も含めて支援する参加支援を行う。 住之江区

(1)-13

浪速まなび支援事業 放課後に校内で宿題等の自主学習ができるように、児童の
学習（宿題への取組み）を見守る指導員を1日あたり3時間
を上限に、２～３名配置（区内全６小学校対象）

「授業以外に勉強を全くしない」及び「授業以外の勉強時間
が30分未満」の小学５年生児童の割合28.6％

③未達成

目標値（13.0％）を達成できなかったため、今後も学校・区役
所内の関連部署（子育て支援担当など）との連携をより強化
し、勉強時間の少ない「参加を呼びかけるべき層」へのアプ
ローチを進めていく。なお、令和４年度以降は、事業対象を
原則として小学１～３年生としたことから、目標値を「『授業
以外に勉強を全くしない』及び『授業以外の勉強時間が30分
未満』の小学３年生児童の割合を大阪市平均以下とする」
に改める。

放課後に校内で宿題等の自主学習ができるように、小学１
～３年生及び特に支援が必要な４年生以上の児童の学習
（宿題への取組み）を見守る指導員を1日あたり3時間を上
限に、２～３名配置（区内全６小学校対象）

浪速区

具体的取組

①　ひとり親家庭への自立支援

・ひとり親家庭及び寡婦の方に対する支援として、相談・情報提供
機能の充実と、就業支援を推進するため、ひとり親家庭サポー
ターによる相談窓口を開設し、ハローワークやひとり親家庭等就
業自立支援センターなどと連携し、ひとり親家庭の方や離婚を考
えている方に対して就職や自立支援に関する制度などの情報を
ワンストップで提供し、きめ細かな相談支援を行います。
・家庭での子育て等に悩みを持つひとり親への生活相談等の実
施、一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際の家
庭生活支援員の派遣等、ひとり親の子育てや生活・健康に対する
支援を行います。
・養育費の取り決めから保証、履行確保までの課題を解決するた
めの総合的な支援を行います。

②　こどもの貧困対策

・支援の必要なこどもや世帯を学校において発見し、区役所等の
適切な支援につなぐ仕組みを構築します。
・地域でこどもの貧困などの課題解決に取り組む団体や、企業、
社会福祉施設等が参加するネットワークを構築します。
・家庭の経済状況等によるこどもの進学機会や学力・意欲の差が
生じないための､生活困窮世帯等のこどもへの学習支援や､学校
への支援充実に向けた全市24区役所へのスクールソーシャル
ワーカーの配置､地域における学習支援等を推進します。

 
基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援
（１）生活上の困難に直面する女性等への自立支援
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基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援

(1)-14

都島区小学生サポート事業 経済面や家庭環境に課題を抱える小学生をサポートするた
め、学習支援・悩み相談を行う居場所を区内9地域に開設す
る。基礎学力向上のほか、生活面における不安解消にも取
り組むことで、子どもを支える環境の充実を図る。

参加前との比較で、
①「自分で計画を立てて勉強しているか」の肯定的意見の
割合：93.3％
②「話を聞いてもらえてよかった」肯定的意見の割合（3月末
時点）：90.0％ ①達成 ―

令和３年度と同じ

都島区

(1)-15

同和問題(部落差別）に関する啓発 ・同和問題（部落差別）の解決に向け、ホームページや人権
啓発情報誌等を活用した啓発の実施。

・同和問題（部落差別）についての記事をホームページに掲
載。
・６月にホームページで、12月に人権啓発情報誌で記事を
掲載し、啓発を図った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-16

専門相談員による人権相談 •市民の方からのさまざまな人権に関する相談に専門相談
員が対応する人権相談窓口を設置

・相談件数2,664件
・相談者アンケートにおいて、「相談が役立った」、「どちらか
といえば役立った」、「気持ちが楽になった」と答えた人の割
合95.8％

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-17

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援法（平成27年4月施行）に基づき、生活
にお困りごとを抱えた方の自立支援策の強化を図ることを
目的として、相談支援窓口を各区に設置し、対象となる方の
自立までを包括的・継続的に支援します。

・令和3年度新規相談受付件数：15,471件

①達成

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の悪化を
受けて、支援を必要とする生活困窮者が増加している。令
和４年度も２４区の相談支援窓口の体制を強化して、支援
対象者のニーズに合ったきめ細やかな相談対応・支援を実
施できる体制を整える。

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-18

困難・課題を抱える女性に対する支援事業 困難・課題を抱えている女性を適切な支援につなげるため、
相談支援体制の強化及び相談環境の充実を図る。また、さ
まざまなご事情で生理用品の入手が困難な方へ、相談の機
会を通じ、生理用品を配布する。

・LINE相談
　友だち登録件数　767件、　相談件数　392件（7.6件/日）
　相談者に実施したアンケートにおいて、
　　「相談して良かった」と回答した割合　78.9％
　　「前向きな気持ちになれた」と回答した割合 　68.7％
・生理用品　10,000パック提供

①達成

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとして、就業面から
生活面にわたって困難・課題を抱える女性の問題が顕在化
していることから、社会とのつながりの回復に向けた支援を
行うため、コミュニケーションのきっかけとして活用できるＳＮ
Ｓ相談業務を引き続き実施するとともに、ピアサポート支援・
専門相談支援による相談環境の充実を図る。

・ＳＮＳを活用した相談業務
・ピアサポート支援業務
・LINEを活用した専門相談業務
・アウトリーチ支援
・生理用品の提供

市民局
福祉局

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 誰もが安全安心に暮らせる地域社会の実現に向けた、地域
における見守りのネットワークを強化するために、各区に福
祉専門職のワーカを配置した「見守り相談室」を設置し、行
政と地域が保有する要援護者情報を活用して現行のコミュ
ニティソーシャルワーク機能と孤立世帯等への専門的対
応、認知症高齢者等の行方不明時の早期発見等の機能を
一体的に実施します。

・同意名簿を提供し、地域での見守り活動を実施
・孤立死リスクのある要援護者に対して、アウトリーチの実
施
・認知症高齢者等が行方不明時にメール配信を実施

①達成 ―

誰もが安全安心に暮らせる地域社会の実現に向けた、地域
における見守りのネットワークを強化するために、各区に福
祉専門職のワーカを配置した「見守り相談室」を設置し、行
政と地域が保有する要援護者情報を活用した地域の見守り
活動への支援と孤立世帯等への専門的対応、認知症高齢
者等の行方不明時の早期発見等の機能を一体的に実施し
ます。

福祉局

(2)-2

地域福祉活動推進事業 区において各種団体や行政機関等の代表者による会議の
開催、地域福祉の担い手に対する研修事業の開催、地域
住民を対象とした普及啓発事業の開催などを行います。

各区において、総合的な福祉システムの構築にむけ、定期
的に区レベル・地域レベルの会議を開催した。
また、地域福祉の担い手に対する研修事業や地域住民を
対象とした啓発について、各区において、地域の実情･ニー
ズに応じたテーマで直接実施、業務委託等により、開催し
た。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-3

大阪市社会福祉研修・情報センター事業 社会福祉に関する各種の情報を総合的に提供し、社会福祉
に関する知識の普及、啓発等を行うとともに、社会福祉に携
わる人材の確保及び育成を図ります。

【社会福祉研修事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった
研修があるものの、オンラインを活用しながら、社会福祉施
設職員等に対する研修や市民を対象とした講演会等を66回
実施した。また、福祉人材の確保・定着に寄与する研修企
画を行った。
【調査研究、アーカイブ機能】
広報誌「ウェルおおさか」やＳＮＳ等の各種広報媒体を通じ
て福祉に関する様々な情報を発信した。
【施設管理】
貸室事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のための休館期間を除き、感染対策を行いながら実施し
た。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-4

市民啓発事業「公開講座」 市民を対象に障がい者についての関心と理解を深め、障が
い者福祉の向上を図ることを目的として実施します。

令和３年度は動画配信により実施。
令和４年２月20日配信以降、令和４年６月23日時点の再生
回数395回 ②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-5

車いす体験講習会 障がいのある方の住み慣れた地域における自立した生活
の促進に向け、地域啓発活動の一助として、地域に出向き
実施している。障がいのある方への理解を深めること、人へ
のやさしさや思いやりに気付くことを目的に実施します。

市内の小学校・中学校を対象に令和３年度は132件実施、
参加人数は8,156人。前述の車いす講習会のほか、アイマス
ク体験も実施し、令和3年度は1件、182人が参加した。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-6

認知症初期集中支援推進事業 医療・福祉・介護の専門職と医師により構成する認知症初
期集中支援チームを各区に設置し、早期に認知症の鑑別
診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる
初期の対応体制を構築します。

・医療・介護等の支援につながった割合：95.6％
・支援終了時における在宅生活率：84.8％

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-7

一般介護予防事業 高齢者が、加齢による心身機能の変化に応じて自分自身の
健康に関心を持ち、日頃の生活習慣として主体的に健康づ
くりや生きがいづくりに取り組めるよう、事業を推進します。

高齢者自らが介護予防に取り組める地域づくりを進められ
るよう、百歳体操等の介護予防に効果がある体操・運動を
実施している住民主体の通いの場の立ち上げや継続支援
のため、おもりやDVDの貸出、リハビリテーション専門職等
による助言・指導等を随時実施。

②概ね達成 －

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-8

生活支援体制整備事業 高齢者の支援ニーズと地域資源の把握や、ボランティア等
の生活支援の担い手の養成、関係者間のネットワークの構
築、地域に不足するサービスの創出などの役割を担う生活
支援コーディネーターを配置し、多様な事業主体が参画す
る協議体を設置することにより、情報共有と連携強化を図り
ながら、生活支援・介護予防サービスの充実に向けた取組
みを進めます。

・協議体開催148回、ワーキング開催390回
・地域資源・サービスの新規立上げ・拡充182か所、継続支
援199か所

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-9

老人クラブ育成事業 会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並び
に地域社会との交流を総合的に実施することを目的に結成
された老人クラブの活動を支援し、育成を図ります。

【老人クラブが開催する教養講座への参加延人数】
令和３年度：74,620人
（令和２年度：78,875人）

③未達成

新型コロナウイルス感染症の影響により、教養講座の開催
回数並びに参加延人数が令和2年度に引き続き大幅に減少
となった。（令和元年度の参加延人数：243,982人）現状で
は、いつ例年並みの活動が再開できるか不透明ではある
が、同補助団体と連携し、できる限りの取組みを推進してい
く。

令和３年度と同じ

福祉局

③　複合的に困難な状況に置かれている人々への支援

・障がいがあることや、同和問題（部落差別）等により社会的に困
難な状況に置かれていることに加え、女性であることでさらに複合
的に困難な状況に置かれている場合があることに留意し、人権尊
重の観点に十分配慮して支援を推進します。
・複合的な課題を抱える生活困窮者の自立促進のための相談対
応、包括的支援を推進します。

（２）高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備
具体的取組

①　地域福祉の推進

・地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、地域の
見守りネットワークを強化していきます。
・地域住民による支え合い、助け合い活動等、地域福祉活動の推
進を目的とした研修・啓発を実施します。
・社会福祉に関する普及啓発・情報提供の実施、福祉人材の確保
及び養成を行います。
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基本的方向５　生活上の困難に直面するあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援

(2)-10

高年齢者就業機会確保事業（大阪市シルバー人材セン
ター）

定年退職後等の高年齢者に対して、公益社団法人シル
バー人材センターが有する高年齢者向けの職業紹介機能
により、地域密着型の仕事を提供することで、高年齢者が
自己の労働能力を活用し、働く機会の確保、生きがいの充
実、健康と福祉の増進を図ります。

【会員数】
令和３年度末：7,808人（令和２年度末：9,248人）
【就業延人員】
令和３年度：52,574人／月（令和２年度：52,389人／月） ②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-11

住まいに関する相談・情報提供、普及啓発 住まい情報センターにおいて、住まい選びや住まい方、大
阪市の住宅施策などの情報提供を行い、住まいに関するさ
まざまな相談に対して、相談員が電話や面接により対応す
る。あわせて、普及啓発事業として、高齢者等を対象とした
住まいの選び方などに関するセミナーも実施している。

・セミナー等開催回数：41回
・セミナー・シンポジウム等参加者数：1,920人

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

都市整備局

(2)-12

消費者向け各種講座の実施 消費活動に関する基本的な知識を身につけ、自らが消費者
被害を未然に防止するなど自立した消費者を育成するため
消費者向け講座を実施しています。

①“わん”デー講座・年４回（90人参加）実施・講座受
講者へのアンケートにおいて、「売買や契約などに関
する消費者トラブルなどを未然に防止するための情報
や知識が身についたと思う。」と回答した人の割合：
90.4％
②地域講座 年17回実施　（新たな地域団
体等での講座：６回）
上記のうち、高齢者を対象とした講座：年16回実施
（新たな地域団体等での講座実施回数（運営方針）：年
６回）
・講座受講者へのアンケートにおいて、「悪質事業者の
手口や拒否方法を習得することができ、実践できるよ
うになった」と回答した人の割合：99％
上記のうち、高齢者対象の講座の割合：98.9％

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-13

高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク活動促進事業 高齢者は、被害に遭っていること自体に気づいていない
ケースもあり、周りの方の気づきが重要となるため、各種団
体と連携して地域において見守り活動を行っている方々を
対象に気づきのポイントなどを説明する講座等を実施してい
ます。

①見守り講座
・年３回実施
（高齢者を支援する団体等での講座実施（運営方針）：
年２回）
・講座のアンケートにおいて、「今後、団体等として、地
域で講座等の被害防止活動に取り組む」と回答した団
体等の割合（運営方針）：100％

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-14

青少年健全育成鶴見区民大会
ヒューマンシアター
成人の日記念のつどい
人権啓発推進セミナー

講座・イベントなどを開催する際に、手話通訳を実施する。 ・手話通訳実施事業
青少年健全育成鶴見区民大会
ヒューマンシアター
成人の日記念のつどい
人権啓発推進セミナー

①達成 ―

手話通訳実施予定事業
青少年健全育成鶴見区民大会
ヒューマンシアター
鶴見区二十歳のつどい
人権啓発推進セミナー

鶴見区

(2)-15

障がい児（者）サービスの利用促進 障がいのある方への図書館サービス提供の充実を図るとと
もに、障がい児（者）への理解を深める講演会等を実施す
る。

・「LLブックセミナー」など開催　12回136人
・LLブック　619点、マルチメディアデイジー　192点 ①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(2)-16

大阪市障がい者就業･生活支援センター（中央連携業務・
ジョブコーチ派遣事業・発達障がい者就労支援事業含む）

障がい者の就業の安定と職業的自立を促進するため、地域
障がい者就業・生活支援センター7か所（中央連携業務等含
む）を設置。

支援対象者登録件数：4,313人
相談・支援件数：22,316件
一般事業所への就職件数：194件
職場定着支援の実施件数：2,053件

①達成

障がい者就業・生活支援センターにおいて、発達障がい者
を含む 障がい者の雇用促進や職場定着支援等を実施し、
障がい者の就労促進を図る。

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-17

意思疎通支援事業 手話通訳者、要約筆記者の養成を行います。 手話通訳者：108名
要約筆記者：148名

②概ね達成

手話通訳者及び要約筆記者の養成を引き続き実施すること
により、聴覚、音声言語機能に障がいのある市民に対して、
手話や要約筆記を用いて円滑なコミュニケーションを支援す
る。

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-18

障がい者自立支援事業 【地域活動支援センター】
障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、社会参加や創作的活動などのサービスを
提供することが望ましい障がいのある方に対し、通所により
創作的活動の機会の提供を行う。
【居宅介護事業】
日常生活を営むのに支障のある障がい者（児）にホームヘ
ルパーが訪問し、介護や家事等、日常生活を営むのに必要
なサービス（身体介護、家事援助、通院介助）を提供しま
す。

【地域活動支援センター】
50ヶ所（令和３年度実績）

【居宅介護事業】
利用人数：13,942人／月
（令和３年度年度実績）

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-19

児童発達支援事業 身体、知的、精神（発達障がい含む）に障がいのある未就学
の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

【令和３年度実績】
利用人数：4,016人／月

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-20

放課後等デイサービス事業 学校通学中の障がい児に対し、授業の終了後又は休業日
に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の
促進を行います。

【令和３年度実績】
利用人数：7,723人／月

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-21

高齢者虐待・障がい者虐待の防止 高齢者虐待、障がい者虐待の防止のための取り組みを推
進します。

虐待の未然防止や早期発見の取り組みを進めるとともに、
虐待事案への迅速・適切な対応に努めた。また、虐待防止
連絡会議を開催し、関係機関が連携し虐待防止体制の構
築に努めた。また、広報啓発の充実並びに虐待通報への適
切な対応を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-22

大阪市成年後見支援センター 成年後見制度に関する相談対応、広報･啓発、市民後見人
の養成と活動を支援します。

成年後見支援センターを中核機関として、「権利擁護支援の
地域連携ネットワーク」の構築に向けた事業を実施した。成
年後見制度の周知・啓発及び相談、市民後見人の養成及
び支援、相談支援機関の後方支援、関係機関との連携、協
議会の運営、親族後見人の支援、日常生活自立支援事業
から成年後見制度への円滑移行等を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(2)-23

市営住宅のバリアフリー化 市営住宅の建替や改善にあたっては、住戸内部や共用部、
屋外空間等のバリアフリー化を進め、高齢者等が安全・安
心に生活できる水準を確保する。
また、エレベーターのない中層住宅には、可能な限りエレ
ベーターを設置する。

建替事業による建設戸数：1,162戸
エレベーター設置基数：12基

①達成 ―

令和３年度と同じ

都市整備局

③　障がいのある人に対する支援

・障害者差別解消法をふまえ､すべての市民が､障がいの有無に
よって分け隔てられることなく､相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会の実現に向けた取組を推進します。
・障がいのある人が個人としての尊厳にふさわしい生活を営むこと
ができるための障がい福祉サービス等を充実させます。
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」をふまえた、障がいのあ
る人への就労支援を行います。

④　高齢者、障がいのある人への虐待防止・権利擁護

・高齢者、障がいのある人への虐待の早期発見、解消のための迅
速で適切な対応、未然防止に向けた取組を推進します。
・成年後見支援センターにおける成年後見制度に関する広報・啓
発と専門相談の実施、「市民後見人」の養成と活動支援を行いま
す。

②　高齢者に対する支援

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしがで
きるよう地域包括ケア体制を構築します。
・認知症高齢者及び家族への支援を行います。
・消費者被害に遭いやすい高齢者と支援者に向け、消費者教育を
推進します。
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(2)-24

市設建築物のバリアフリー化 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」、「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「大阪市ひとにや
さしいまちづくり整備要網」に基づき、高齢者、障がい者等を
はじめすべての市民が安全かつ快適に利用することができ
るように、市設建築物の建設・整備を行っている。

市設建築物のバリアフリー化　令和３年度完成　27件

①達成 ―

令和３年度と同じ

都市整備局

(2)-25

民間建築物のバリアフリー化 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要網」、「大阪府福祉
のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律」（通称「バリアフリー法」）等に基づ
き、建築確認申請前に事業者と事前協議を行い、出入口や
廊下、階段、エレベーター等について、高齢者、障がい者の
方々をはじめすべての市民が、日常生活や社会活動に利
用する施設について、安全かつ快適に利用することができ
るように指導する。

476件の事前協議を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

計画調整局

事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(3)-1

LGBT（性の多様性）についての啓発 ・性的マイノリティの方々が直面している課題等の解消、あ
るいは広くSOGI差別解消に向けた様々な活動について、特
にその功績が顕著であると認められる個人、団体、学校ま
たは事業者を対象として表彰。
・性的マイノリティの方々が直面している課題等の解消に向
けた取組を、先進的・先導的に推進する事業者等を、本市
が一定の基準に則り認証

・性の多様性尊重大賞　３件表彰
・ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証　７件認証

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(3)-2

大阪市パートナーシップ宣誓証明制度 ・LGBTなどの性的マイノリティの方を対象とした「大阪市
パートナーシップ宣誓証明制度」を実施
・パートナーシップ宣誓証明制度は、大阪市として、両当事
者の方が、互いを人生のパートナーとして日常生活におい
て相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍され
ることを期待して、パートナーシップ関係であることを宣誓さ
れたことを公に証明するものです。

・パートナーシップ宣誓証明証の発行　101組

①達成

「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」について、こどもを
含めた制度へ拡充するほか、大阪府内において転居した際
に改めて宣誓していただかなくても継続できるよう、都市間
での連携について検討していく。

令和３年度と同じ

市民局

(3)-3

LGBT（性の多様性）についての啓発 LGBTの当事者とその友人やアライ（協働パートナー）が多
様性を生かし力にできるまちづくりを目指す活動。レイン
ボーカフェ3710（みなと）」を毎月第4火曜に開催等。新型コ
ロナウイルス感染症の動向によっては、オンライン等実施形
態を変更して開催する。

・レインボーカフェ3710の開催（9回）
・LGBTQ啓発パネルの作成

人権啓発事業の参加者のうち、人権問題への関心や意識
を高めるうえで役立ったと思う人の割合　100％

①達成 ―

令和３年度と同じ

港区

具体的取組

・性の多様性（性的指向や性自認など）の尊重についての啓発の推進、人権相談における性的少数者に係る強化相談日の設定、大
阪市パートナーシップ宣誓証明制度の実施、地域での性的少数者とアライ（よき理解者）との協働・交流の機会の提供による市民・企
業の理解のさらなる充実を推進します。

（３）性の多様性の尊重についての啓発の推進等

⑤　バリアフリー化の推進
・高齢者、障がいのある人を含めたすべての市民が、日常生活や
社会活動に利用する施設を安全かつ快適に利用することができ
るバリアフリー化を推進します。
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基本的方向６　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

(1) 男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備
具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

計画的な保育所の整備 変動する保育ニーズへの柔軟な対応のため、保育所等整
備（認定こども園含む）により入所枠の確保を図った。

令和３年度　27か所　1,171人の入所枠を確保
内訳　認可保育所の創設　13か所　996人
　　　　認可保育所の建替・増築　４か所　31人
　　　　認定こども園への移行　３か所　18人
　　　　地域型保育事業所の創設　７か所　126人

③未達成

引き続き入所保留児童の解消に向けた、助成制度の周知
や整備促進策、公募条件の変更などを継続実施してく必要
がある。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-2

保育人材確保対策事業 待機児童解消に向けて、保育所の整備等により保育を必要
とする児童の入所枠確保に取り組むとともに、深刻な保育
士不足の状況を踏まえ、保育人材の確保支援への取り組
みを図っている。

年間を通じて確保した保育士数　3,683人

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-3

一時預かり事業（一般型） 就学前の子どもをもつ保護者が病気や仕事などにより、断
続的または緊急一時的に保育を必要とする場合や、育児負
担の軽減のために保育を必要とするとき、保育所等で昼間
預かる。

本市こども・子育て支援計画に基づき、令和４年４月までに
当事業のニーズ量に対応するため、計画的に実施施設の
整備を行った。 ③未達成

計画通りに整備が進んでいないため、各区と連携しながら
周知を強化していく。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-4

病児・病後児保育事業 こどもが病気又は病気の回復期のため、保育所などに通う
ことができず、また保護者の仕事の都合等で家庭で保育が
できない場合に、回復するまでの数日間こどもを預かること
で、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子育てができる
環境の整備に努める。

本市こども・子育て支援計画に基づき、令和３年度中に当事
業のニーズ量に対応するため、計画的に実施施設の整備を
行った。

③未達成

事業者公募を実施し、１か所を新規開設（病後児対応型か
ら変更）したが、ニーズ量を満たすまでには至らなかったた
め、引き続き整備を行っていく。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-5

夜間保育・休日保育 夜間や休日等、保護者の就労等により家庭において保育を
受けられない児童を保育する。

公立１施設、民間４施設における夜間保育を実施
公立13施設、民間９施設（うち２施設休止中）における休日
保育を実施 ①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-6

認定こども園への移行促進 就学前のこどもに関する教育・保育・子育て支援の総合的
な提供という観点から、「認定こども園」の整備を進める。

令和４年４月１日現在の認定こども園数　99か所

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-7

一時預かり事業（幼稚園型） 幼稚園では、保育ニーズの多様化に対応して預かり保育を
実施している。市立幼稚園においては、平成27年度12月ま
で「預かり保育センター園」22園が推進役となり、全幼稚園
が保護者ニーズに応えた「親と子の育ちの場」となる預かり
保育の充実を図ってきたが、平成28年1月より本市事業とし
て、全市立幼稚園及び新制度に移行した私立幼稚園等に
おいても、在園児を対象として子ども・子育て支援新制度に
おける一時預かり事業（幼稚園型）を実施している。

全市立幼稚園及び私立幼稚園等
子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園等に
ついては70%以上の園において実施

①達成

子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園等に
おいて実施を促進していく。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-8

幼稚園における地域交流事業の実施 市立幼稚園において、未就園児親子の登園、園庭解放、子
育て相談等を実施し、地域の「親と子の育ちの場」としての
活動を推進し、その役割を市立幼稚園全幼稚園が担ってい
る。市内私立幼稚園においては、家庭教育相談、子育て講
座の開催や文化・スポーツ活動等の園庭解放が実施され、
家庭や地域に対して幼稚園がさらにひらかれた地域におけ
る幼児教育のセンター的役割を担っている。

市立幼稚園全園において実施

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-9

幼児教育相談の実施 幼児教育相談（就学前における教育相談）を市立幼稚園全
園で実施する。
子育て相談や園ホームページ等による取組の配信等をとお
し、幼児期の子育ての支援、教育内容の周知の推進を図
る。

・幼児教育相談（就学前における教育相談）を市立幼稚園
全園で実施した。
・子育て相談や園ホームページ等による取組の配信等をと
おし、幼児期の子育ての支援、教育内容の周知の推進を
図った。

①達成

・幼児教育相談の円滑な実施のため、引き続き、新型コロナ
ウイルス感染症の状況等を踏まえ、適切に取り組む。

・幼児教育相談（就学前における教育相談）を市立幼稚園
全園で実施する。
・子育て相談や、園ホームページ等による取組の積極的な
配信等をとおし、幼児期の子育ての支援、教育内容の周知
の推進を図る。

教育委員会事務局

(1)-10

よどっこ子育て相談事業
発達障がい児等子育て支援事業

・よどっこ子育て相談事業　子育て世代が抱える不安感・負
担感・孤独感を軽減し、子育てが楽しいと思えるような相談・
支援事業等を展開していく。また、児童虐待に対応し、虐待
予防もめざす。
・発達障がい児等子育て支援事業　保護者の育児負担感を
軽減させるため、発達障がい児等を養育している世帯を対
象とする子育て支援事業を充実させる。

・よどっこ子育て相談事業
「子育て情報誌ゆめキッズ」（年６回）「子育て支援MAP」（年
２回）を作成、区内保育施設・医療機関・子育て支援セン
ター等（計143箇所）で配布。
子育て講座ゆめちゃんハッピールーム等14回開催（延べ
168組362名）
・発達障がい児等子育て支援事業
発達障がい児等を養育している保護者に対するピアカウン
セリング32回実施（延べ32組）、発達障がい児等とその保護
者が一緒に工作などのプログラムに参加する親子講座5回
実施（延べ14組24名）。

②概ね達成

・よどっこ子育て相談事業
子育て講座については、予約制であり毎回すぐに定員に達
してしまうため、令和４年度以降は回数を増やすなどし多く
の方に参加していただけるよう工夫する。
・発達障がい児等子育て支援事業
発達障がい児等の養育経験のあるカウンセラーが所属する
事業所選定が難航するため、契約方法（公募型プロポーザ
ル方式）等を再度練り直し、適切に事業が実施できる手法を
検討する。

令和３年度と同じ

淀川区

(1)-11

子育て支援情報発信事業 地域に密着した子育てに関する情報・子育てに興味関心を
持ってもらえるような記事を掲載した情報誌の発行、子育て
支援施設等の情報を掲載した子育て応援マップの発行

子育て応援情報誌「わくわく城東」：各月８５００部発行
子育て応援マップ：２年に1回発行の為令和３年は発行なし

①達成 ―

令和３年度と同じ

城東区

(1)-12

0歳児家庭見守り支援事業 ３か月児健診から１歳６か月児健診までの第１子の乳幼児
を養育している家庭に訪問員（保育士）が毎月訪問し、児の
測定並びに育児不安の解消や定期的な情報提供を行う。

家庭訪問希望申請者数：248件（実績あり)

①達成 ―

令和３年度と同じ

城東区

(1)-13

子育てスキルアップ推進事業 「城東区わくわく子育て応援アプリ」を構築し、活用すること
により子育てに必要な情報や知識を簡単に取得できる環境
を提供する

子育て応援アプリ「わくわく」登録者数：1,145人

①達成 ―

事業名称の変更
子育てスキルアップ推進事業⇒『子育てするなら城東区』事
業 城東区

(1)-14

東住吉区子育て応援ナビ 子育てに関する情報をとりまとめて発信するホームページ。
行政情報を「妊娠・出産」などのキーワードや、「１歳～２歳」
などの年齢別に探せるほか、区内の団体等の協力による
「離乳食・お弁当・手作りおもちゃ」「子育てにうれしいお店」
などの行政情報以外の情報も発信。

毎月子育てに関するさまざまな情報や、広報紙「広報東住
吉なでしこ」に掲載したお子さんの写真を掲載した。

①達成 ―

令和３年度と同じ

東住吉区

 

・変動する保育ニーズへ柔軟に対応するための入所枠の確保の
取組を実施します。
・病児・病後児保育、一時預かり、夜間保育など多様な保育サー
ビスを行います。
・緊急時にこどもを預けられる仕組みなど、子育て家庭を支援しま
す。
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(1)-15

講座・イベントなどを実施する際に一次保育をつける 講座・イベントなどを実施する際に、子育て期の男女の参加
を促進するために、一時保育の実施。

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で未開催。

④その他

新型コロナウイルス感染症拡大による影響により開催でき
なかったため。

令和３年度と同じ

東住吉区

(1)-16

家庭教育振興事業の実施

講座・イベントなどを実施する際に一時保育をつける

地域の子育て団体等と連携し、子育てに関する事業を実
施。
講座・イベントなどを実施する際に、子育て期の男女の参加
を促進するために、一時保育の実施。

展示１　講習講座７ 　計８事業実施(うち１事業について配信
を実施)
「たいへんよかった」「よかった」と回答した受講者の割合
96.4%

一時保育について予算化し準備していたが利用者が無かっ
た。(親子参加の教室が多かったためと思われる)

①達成

家庭教育及び地域での子育てや教育力の向上を進めるた
めに、市民グループと連携し、引き続き事業を実施する。

引き続き一時保育付きの事業を実施する。

感染症予防のため１回あたりの定員を少なくし、複数回の開
催を検討する他、家庭からも参加しやすいよう、配信やオン
ラインといった事業形態についても検討する。
感染症予防に十分注意し、ニーズを見極めながら一時保育
付きの事業を実施する。 教育委員会事務局

(1)-17

講座・イベントなどを実施する際に一時保育をつける 講座・イベントなどを実施する際に、子育て期の男女の参加
を促進するために、一時保育の実施。

一時保育を実施するにあたり、感染防止策を講じることが困
難なため、実施を見送った。また、新型コロナウイルスの影
響により、イベント自体が中止にもなった。

④その他

新型コロナウィルス感染状況や、保育スペースの確保など
を考慮し、実施の検討を行う。

引き続き新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえて実施
をする。
また、令和４年６月開催の「音楽の祭日2022inあさひ」にお
いては、ファミリー席の設置を行い、子育て期の男女と子ど
もが一緒に楽しめるようにした、

旭区

(1)-18

総合的な相談支援体制の充実事業 既存のしくみでは解決できない複合的な課題を抱えた人や
世帯に対し、区保健福祉センターが中心となり、関係者が一
堂に会して支援方針を話し合う「総合的な支援調整の場（つ
ながる場）」を開催するなど、「相談支援機関・地域・行政が
一体となった総合的な相談支援体制」の充実に向けた取組
みを行います。

相談件数217件
総合的な支援調整の場（つながる場）130件
SV派遣数68件

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-19

女性のためのライフプラン相談(新規) 女性の社会保険労務士が社会保険・年金などの相談、ファ
イナンシャルプランナーが、家計管理・マネーなどの相談を
実施する。

【西部館】
(社)５件 (フ)７件
【南部館】
(社)７件 (フ)６件
【東部館】
（社）８件 (フ)８件

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-20

クレオ大阪における一時保育の充実 子育て期の男女の参加を促進するため、受託事業及び自
主事業において、一時保育を実施する。

【中央館】
「保育室開放デー」参加者数13組28人
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数10、参
加保護者数65人
「一時保育事業」利用保護者数115人、保育児童数121人
【子育て館】
「保育室開放事業」利用者数1,291組2,986人
「一時保育付き読書タイム～本を読む日～」実施回数10回、
参加保護者数77人、保育児童数81人
「一時保育事業」（※「本を読む日」含む）実施回数105、利用
保護者数378人、保育児童数354人
【西部館】
「保育室開放デー」利用保護者数3人、参加児童数3人
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数10、参
加保護者数15人、保育児童数18人
「一時保育事業」保育児童数21人
【南部館】
「保育室開放デー」参加保護者数6人、参加児童数13人
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数10、参
加保護者数21人
「一時保育事業」保育児童数25人
【東部館】
「保育室開放デー」利用保護者数14人、保育児童数13人
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数10、参
加保護者数14人、参加子ども数14人
「一時保育事業(※自主事業のみ)」利用保護者数2人、保育
児童数2人

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-21

すみちゃん子育て情報フェア事業 子育て世帯が子育て支援施設の詳細情報を収集できるよう
に、区内子育て支援機関が直接取組内容を子育て世帯に
伝える場を提供し、施設やサービスの利用を促進していま
す。また、専門職による相談により、育児不安の軽減を図る
場も提供しています。

各保育施設等の情報（特色等）を掲載した情報誌を作成し、
区役所や関係施設で配架した。（情報誌は住吉区役所ホー
ムページにも掲載した）
また、作成してくれた関係施設の紹介動画などを掲載した。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

住吉区

(1)-22

子育て支援情報提供事業 保育所や幼稚園等への入園前の子育て世帯へ地域の子育
て関係機関情報や子育て情報を周知しています。

・子育て応援マップを６月に発行
・子育て情報誌「すみちゃん子育てネット」を年６回（２か月に
１回）発行
　子育て情報誌は区内の各子育て支援機関、医師会歯科
医師会を通じて会員機関（272ヶ所）に配架
・LINEにて支援情報を随時発信

①達成 ―

令和３年度と同じ

住吉区

(1)-23

２歳児子育てケアプラン作成事業 健診の機会や保護者等からの主体的なアプローチがなけ
れば課題を発見しにくい2歳児のいる世帯などに対しアン
ケートを実施し、子育てに関する困りごとがある家庭を発見
し、各種福祉制度や子育て支援の場・機関につなげる。

アンケート送付数：713通
回答率：87.8％

アンケートに未回答で未就園児がいる世帯を全件訪問 ①達成 ―

令和３年度と同じ

住之江区
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(1)-24

児童いきいき放課後事業の実施 大阪市内の市立小学校において、平日の放課後・土曜日・
長期休業中などに、児童の健全な成長と発達を図るため、
遊びやスポーツ、主体的な学習などの活動を行っている。
本市児童を取り巻く遊びの状況を見ると、都市化の影響等
を受け、遊びの環境は恵まれているとは言えない。
一方で、社会への男女共同参画の進展、地域の子育て機
能の低下、子どもの生命を脅かす事件の発生等、児童を取
り巻く状況の変化を踏まえ、子育て支援に寄与し、安全・安
心な子どもの居場所づくりを進める必要がある。
そこで、保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童や、
障がいのある児童を含む全ての本市児童が「遊び」を心か
ら楽しめるよう、遊びの空間と時間を確保し、学年を超えた
児童集団を形成し、遊び方の伝承や工夫を行い、その中で
児童自らが主体的にいきいきとたくましく生きる力を育める
よう、学校と地域との協力のもとに本事業を実施している。

こども・子育て支援計画に基づき放課後や長期休業期間に
おいて、こどもが安全にのびのび遊んだり、さまざまな体験
できる居場所づくりを推進する。
登録児童数41,347人
(令和３年度目標47,783人）

③未達成

新型コロナウイルス感染症拡大の影響をうけ、登録児童数
が減となったが、引き続き現行事業を継続実施していく。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-25

留守家庭児童対策事業の実施 留守家庭児童を対象として、保護者に代わりその健全な育
成を図るための事業実施者に対して、その経費の一部を補
助することにより、留守家庭児童の健全育成を図っている。

こども・子育て支援計画に基づき放課後や長期休業期間に
おいて、こどもが安全にのびのび遊んだり、さまざまな体験
できる居場所づくりを推進する。
登録児童数41,347人
(令和3年度目標47,783人）

③未達成

新型コロナウイルス感染症拡大の影響をうけ、登録児童数
が減となったが、引き続き現行事業を継続実施していく。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-26

塾代助成事業 子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、学力や学習
意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、学習塾や
家庭教師、文化・スポーツ教室などにかかる費用を、月額１
万円を上限に助成する。

【令和４年３月末現在】
　・登録事業者数：3,213事業者
　・カード利用率：60.7％

②概ね達成

交付率については、上昇傾向が見られ、利用率についても
上昇傾向にある。新型コロナウイルス感染症が終息した際
には、更に向上すると見込まれる。しかしながら、更なる利
用率向上策として、昨年度に引き続き、未利用者に対して
は、支援員による架電、コーディネーターによる利用先の提
案などの対策を継続して実施する。また、新たに10月以降
のカード利用にかかる後期継続申請書の提出について、公
簿閲覧可能な方に対しては、原則、申請書類の提出を不要
とし、利用者の利便性向上につながる取組みを実施する。

子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、学力や学習
意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、学習塾や
家庭教師、文化・スポーツ教室などにかかる費用を、月額１
万円を上限に助成する。

こども青少年局

(1)-27

こども医療費助成制度 （１）助成内容
医療保険の自己負担の一部を助成（入院時の食事療養に
かかる自己負担は含まない）。１医療機関ごとに、入・通院
各１日あたり500円以内で２日を限度に一部自己負担額あ
り。ただし、平成18年７月診療分から一部自己負担額の総
額に月額2,500円の上限額を設定し、申請により超過分を払
い戻し。
（２）対象者
医療保険に加入している市内居住者で、０歳児から18歳ま
での子ども
（３）所得制限
児童手当給付基準に準じる。ただし、０歳から12歳（小学校
修了まで）にかかる所得制限はなし。

令和３年９月
・制度周知リーフレットを作成

実績：93.7％（事業対象者数：331,984人　対象者実績：
310,938人）

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-28

こどものショートステイ 就学前の子どもを持つ保護者が病気や出産、仕事などの都
合で、一時的に家庭での養育が困難になったとき、宿泊を
伴う形で預かる。

本市こども・子育て支援計画に基づき、市内14か所におい
て事業を実施を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-29

地域子育て支援拠点事業 保護者やこどもが交流し、仲間づくりや子育てに関する情報
交換ができる機会を提供すると共に、地域における子育て
関連情報の提供を行います。また、子育てに関する身近な
地域での相談や支援を行うと共に、子育て及び子育て支援
に関する講習会等を行います。

令和２年４月１日現在　117か所（子ども・子育てプラザを含
む）
令和２年10月１日　   ２か所開設
令和３年４月１日　    ３か所開設（122か所）
令和３年10月１日     ７か所開設
令和４年３月31日     ３か所閉所
令和４年４月１日      ２か所開設（128か所）

③未達成

公募にあたり、事業実施場所の確保や職員体制の整備に
加え、地域の実情や課題を踏まえたプログラム、地域にあ
る社会資源との連携などについても提案を求めていること
から、実質的に応募する事業者は、地域で子育て支援活動
を行っている実績のある法人や、自己所有物件をもつ法人
ばかりとなっていた。現在は、賃料補助事業の実施、応募説
明会を複数回実施するなど、公募への参加促進と安定的・
継続的な事業運営の促進に取り組んでいる。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-30

クレオ大阪子育て活動支援館における子育て相談 子育てに関する総合的な相談に応じ、子育てに関するサー
ビス機関の照会や情報提供などを行っている

電話相談や面接相談（一般・専門）を実施した。
のべ相談件数3,464件

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-31

子育て相談事業 すべての公立・民間保育所および乳児院において、子育て
に関する相談に応じる。

すべての公立・民間保育所および乳児院において、子育て
に関する相談に応じた。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-32

ファミリーサポートセンター事業 子育ての援助を提供したい者と援助を依頼したい者とを組
織化し、相互援助活動を行うことにより、仕事と子育ての両
立を支援するとともに、市民参加による協同の子育て支援
を通じて地域コミュニティの形成と地域安全ネットの充実に
資する。

就学前：18,629人日
学童期：1,220人日

③未達成

利用実績について、計画及び昨年度実績と比して低調で
あったため、次期計画検討時期に、実情を踏まえた計画を
検討する。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-33

地域ふれあい子育て教室 育児不安を持つ養育者が安心して子育てできるように、地
域において養育者と子ども同士の交流をすすめる場を作
り、心身の健康に関する情報の交換等を行うことにより、相
互に身近な相談相手を確保してもらい、養育者の育児力を
高めるなど、育児不安の解消と乳幼児の健康づくりを行う。

育児不安を持つ養育者が安心して子育てできるように、地
域において養育者と子ども同士の交流をすすめる場を作
り、心身の健康に関する情報の交換等を行うことにより、相
互に身近な相談相手を確保してもらい、養育者の育児力を
高めるなど、育児不安の解消と乳幼児の健康づくりを行っ
た。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

・身近な地域での子育てに関する幅広い相談や支援体制を充実
します。
・子育てに関する情報提供の充実や、保護者やこども同士の交流
機会を提供します。
・平日の放課後、土曜日、長期休業中などに、児童の居場所の提
供等を行います。
・保育所や幼稚園から高等学校までの子育てに伴う経済的負担
の軽減を図ります。
・すべてのこどもたちが安心して医療を受けることができるよう、経
済的負担を軽減するため、こども医療費助成の取組を実施しま
す。
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(1)-34

養育支援訪問事業　（専門的家庭訪問支援事業）（再掲） 妊娠期や出産後まもない時期等、支援が必要な家庭に対し
て、専門職である保健師・助産師が訪問して、育児に関する
問題を総合的に把握し、相談及び技術支援を行い、こども
の健全な育成を図るとともに、児童虐待を未然に防止する。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊
娠・若年者の妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊
婦や出産後も育児困難が予想される妊婦、様々な原因で養
育が困難になっている家庭に対して、専門職である保健師・
助産師が訪問し相談及び技術援助や関係機関との連携を
行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-35

子育て活動支援事業（子ども・子育てプラザの運営） 次代を担う子どもの健やかな育成を図り、家庭や地域の子
育て力を高めるため、各区に１ヶ所設置している子ども・子
育てプラザにおいて、次の事業を行っている。
（１）地域の自主的な子育て活動支援
　　　・子育てサークルの立ち上げや活動への助言・支援
　　　・活動場所の提供、遊具の貸出、子育て支援ボランティ
アの養成
（２）子育て情報の収集・管理・提供・区内の子育て支援サー
ビス・施
　　　設・団体等の情報
　　　・サークル等の活動情報、バリアフリー施設情報
（３）子育て中の親子の支援
　　　・子育て支援講座（リフレッシュ講座など）の開催
　　　・親子イベントの開催
（４）児童の健全育成事業
　　　・遊び場の提供、行事の開催、クラブ活動等、絵本の読
み聞かせ、
　　　　自然体験活動事業
　　　・子どもボランティアの育成支援
（５）つどいの広場
　（ア）子育て親子の交流、集いの場の提供
　　　　子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる場の提
供
　（イ）子育てに関する相談及び援助
　　　　利用者の子育ての不安に対する相談・援助・専門機
関との連携
　（ウ）子育て関連情報の提供
　　　　プラザとの連携による情報提供

市内24施設において、事業を実施した。
のべ利用者数　277,083人

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-36

こども文化センターにおける児童文化振興事業 ・こども劇場
優れた児童演劇・人形劇・音楽などの親子鑑賞会を行い、
子どもたちの豊かな感性を育み、親子の触れ合いを深め
る。
・こども広場
ボランティアによる人形劇・紙芝居などを、事前申込なしで
親子で気軽に参加できるよう月1回程度、開催する。
・こども教室
こども文化センターの特性を生かしながら、日頃体験できな
い事を、子どもたちが主体的創造的に体験できるように実
施する。

・こども劇場　年18回実施
・こども広場　年12回実施
・こども教室　４教室実施
※新型コロナの影響による臨時休館や感染拡大防止等に
より、「こども劇場」は２回、「こども教室」については　２教室
が中止となった。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-37

保育所等保育料の負担軽減 保育所等保育料（０～２歳児）の負担軽減（国の定める基準
より低い徴収金額を設定）

保育所等保育料（０～２歳児）の負担軽減（国の定める基準
より低い徴収金額を設定　約75％）

①達成 ―

令和３年度と同じ

こども青少年局

(1)-38

・児童生徒就学援助事業 ・経済的理由により就学が困難な大阪市立小・中学校の児
童・生徒の保護者に対し、一定の要件に応じ、学用品費等
を給付する児童生徒就学援助事業を行っている。

令和３年度　就学援助費認定人員　34,374人

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-39

・大阪市奨学費事業 ・経済的理由により、修学が困難な高等学校等に在学する
生徒に対して、市民税非課税世帯を対象として、入学又は
学習に要した費用（授業料を除く。）の一部を支給する大阪
市奨学費事業を行っている。

令和３年度選定者数636人

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-40

子育て親子よっといでプラン 地域から子育て親子を応援する体制づくりをめざし、子育て
親子を対象にしたイベントや学習会、講演会の開催、子育
てマップの発行をしている。こどもや保護者と地域のみなさ
ん、関係機関相互のふれあいを通じて、子育て支援ネット
ワークの充実を図っていく。

【おひさまルーム子育てサロン】
緊急事態宣言中は中止、その他は開催
【子育て支援情報発信】
子育て情報誌 よっといで　毎月600部発行、子育て情報誌
カラー版 年４回、子育てマップ３月発行2,500部
【子育てイベント】
ミュージックケア　新型コロナ感染拡大のため中止、食育展
新型コロナ感染拡大のため中止、みんなであそぼう 新型コ
ロナ感染拡大のため中止、えほんのひろばによっといで 11
月12日、13日 開催
【子育て講座・ボランティア講座】
６月30日（水） 救急救命講座（参加者 ボランティア６名 支援
者 ８名）
７月16日(金) 「子どもと笑顔でかかわるために」（乳幼児・学
齢期編）（参加者 保護者10 名 支援者16名 ボランティア受
講者 1 名）
12月15日（水）10 時～ 「子どもと笑顔でかかわるために」
（学齢期・思春期編）（参加者 保護者10名 支援者８名 ボラ
ンティア受講者 ２名）
11月26日（水） ９時30分～カエルクラブのおもちゃづくり（参
加者 保護者７名）

①達成

新型コロナウイルスの影響で、イベントの一部が開催できな
かった。
また、新型コロナウイルスの影響により必然的に事業実施
方法等を見直す必要があったが、これまで見直しする事が
あまりなかった事業について刷新するきっかけにもなった。

令和３年度と同じ

此花区役所
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(1)-41

ワンオペ育児世帯へのアプローチ事業 ワンオペ育児世帯が少しの隙間時間を利用して簡易に閲覧
できる「LINE＠」を活用。有益な行政情報をはじめ、子どもを
安心して預けられる場所や子育てイベントなどを定期的に
供給することにより、子育てに係る不安を払しょくし、社会か
らの孤立感を解消する。

・LINE＠での情報配信４回/月
・SNSでの情報配信
・イベントの開催（オンライン含む）12回/年
・LINEオープンチャットの運用
・フォロワー数　公式LINE－496（令和４年３月時点）

①達成

令和４年度で事業委託は終了し自主運営に移行を予定。 令和３年度と同じ

浪速区

(1)-42

子育て安心マンション認定制度の実施 子育てに配慮した仕様の住戸と子育てを支援する環境を備
えたマンションを認定し、市民へ広く周知することにより、子
育てに資する居住環境整備と子育て世帯の市内居住を促
進する。

リーフレットやポスターを区役所等に配付するとともに、市
ホームページを活用することにより、制度及び認定物件の
周知を実施。 ②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

都市整備局

(1)-43

大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給
制度

大阪市内において自ら居住するための住宅を住宅金融支
援機構や民間金融機関の融資を受けて初めて取得する新
婚・子育て世帯に対して利子補給を行うことにより、購入者
の初期負担を軽減し、持家取得を支援することで、若い世
代の市内定住の促進を図り、活力あるまちづくりを進める。

・ リーフレット(8,000枚)、ポスター（500枚）を作成し、各区や
市関連施設、金融機関、住宅販売業者等に配布
・ 区広報誌や市HPによる周知

【実績】
新規受付件数：2,813件

①達成

・市内定住の促進に有効な施策であり、引き続き制度を周
知する必要がある。
・システム化を目指す。

・各区や市関連施設をはじめ、関係団体等へチラシ等の配
布を行うとともに、金融機関等に協力依頼を行い、引き続き
効果的な周知に取り組む。

都市整備局

(1)-44

市営住宅への優先入居の実施 市営住宅入居者募集（定期募集および親子近居等募集）に
おいて、高等学校修了前とされる年齢(18歳まで)の子どもの
いる世帯を対象にした「子育て世帯向け」申込区分を設け、
優先選考を実施。
また、市営住宅入居者募集（定期募集・公営住宅一般世帯
向け申込区分）において、多子世帯（18歳未満の児童が３
人以上いる世帯）を対象に、抽選番号を２つ付与し、当選確
率を引き上げる制度を実施。

７月・11月・２月に、高等学校修了前とされる年齢(18歳まで)
の子どものいる世帯を対象にした「子育て世帯向け」申込区
分を設け、市営住宅の募集を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

都市整備局

(1)-45

子育てバリアフリー（歩道の段差解消） 平成5年に制定した「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要
綱」や、平成12年に施行された「高齢者、身体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」
（通称 交通バリアフリー法）、平成18年に施行された「高齢
者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑
化の促進に関する法律」（通称 バリアフリー法）、「大阪市交
通バリアフリー基本構想」に基づいて、歩道の段差解消等
の道路のバリアフリー化に取り組んでいる。

横断歩道箇所等における歩道と車道の段差については、道
路改良工事等にあわせて段差解消を行っている。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

建設局

(1)-46

地域ケア会議（高齢者）の開催 特に対応が困難な事例については、地域包括支援センター
が中心となって保健・医療・福祉の関係機関が集まる地域
ケア会議を開催し、各種サービスの利用調整や関係機関の
連携を図り、個別の支援方針・支援計画を作成するととも
に、必要に応じて継続的な見守りを行うなど、相談・支援に
努めます。
また、高齢者自身の自立支援・介護予防の観点を踏まえた
地域ケア個別会議を開催し、生活行為の課題の解決、状態
の改善に導き、自立を促し、高齢者のQOLの向上に努めま
す。

地域包括支援センター
年間地域ケア会議会議開催回数　　2,118件

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-47

地域包括支援センターにおける総合相談支援 高齢者やその家族からの介護、福祉などに関する相談を総
合的に受けるとともに、必要に応じて訪問して実態を把握
し、必要なサービスにつなぎます。

地域包括支援センター
年間実相談人員　56,893人

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-48

介護保険事業（在宅サービス） 要介護（要支援）認定において、要支援または要介護と認定
されて在宅の介護を必要とする人には、訪問介護や通所介
護等の居宅（介護予防）サービスを提供する。

第１号被保険者数　682,062人（令和４年３月31日現在）
要介護・要支援認定者数　183,203 人（令和４年３月31日現
在） ①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-49

苦情処理制度 福祉サービスを提供する事業者が、「苦情解決責任者」と
「苦情受付担当者」を設置し、福祉サービス利用者の苦情を
受け付け解決に努める一方で、利用者と事業者の双方で話
し合っても解決できないケースについては、「福祉サービス
苦情処理解決委員会」において、必要な助言や相談、調
査、あっせん等を行い、双方の話し合いによる解決の促進
を図る。
なお、介護保険サービス等にかかわる苦情・相談等につい
ては、「おおさか介護サービス相談センター」において相談
等をうけ、中立的な立場で解決にあたっています。

利用者と事業者の双方で話し合っても解決できないケース
について、「福祉サービス苦情処理解決委員会」において、
必要な助言や相談、調査、あっせん等を行い、双方の話し
合いによる解決の促進を図った。
介護保険サービス等にかかわる苦情・相談等については、
「おおさか介護サービス相談センター」において相談等をう
け、中立的な立場で解決にあたった。

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-50

福祉サービス第三者評価事業の実施
（第三者評価制度）

介護サービスについては、介護保険法で介護サービスを提
供するすべての施設・事業所に介護サービスの情報を公表
することを義務づけた「介護サービス情報の公表制度」にお
いて、「基本情報」と「調査情報」を都道府県知事が指定する
調査機関が事実確認を行ったうえで公表し、事業所による
サービスの質の向上に向けた取組みと利用者の福祉サー
ビス選択の支援を行います。

大阪市内の介護保険事業所等のうち、公表対象となる事業
所について、国の介護サービス情報公表システムを使用し
て情報公表を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-51

地域密着型サービス事業 認知症高齢者や中重度の要介護状態になっても出来る限
り、住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるように支
援します。

住み慣れた自宅または地域で生活が継続できるよう12種の
地域密着型サービス事業について令和3年度は71事業所に
ついて指定を行った。 ①達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-52

介護保険施設の整備 「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づ
き、計画的な整備に努めます。

特別養護老人ホームの整備床数
令和３年度末時点  14,500人

②概ね達成

特別養護老人ホームの整備床数
令和５年度までに14,800人を整備
（整備着手済み数含む）

令和３年度と同じ

福祉局

(1)-53

大阪市社会福祉研修・情報センター事業 大阪市社会福祉研修・情報センターを活用し現場のニーズ
に応じた専門研修を実施するなど福祉専門職のキャリアデ
ザイン形成に向けた研修について、アンケートによる受講者
のニーズを把握の上、そのニーズに則した研修内容の一層
の拡充をＰＤＣＡサイクルに基づき行い、介護人材の確保・
育成に向けた支援を図ります。

介護人材の確保・育成に向け、受講者アンケートの結果を
活用して、福祉専門職研修へのニーズの反映、研修内容の
改善等を行うとともに、計画的に研修を開催した。
新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった
研修もあるが、オンラインを活用できる研修は、講師や受講
者と調整し、オンラインで実施した。

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

福祉局

・妊婦や親子連れの方などが利用しやすく、安心して外出できるよ
うな公共施設等の環境整備を進めます。

・居宅・施設サービス等介護の支援基盤の充実を図ります。
・誰もが住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしができ
るよう、地域包括ケア体制の推進、認知症高齢者及び家族への
支援を行います。
・介護サービス基盤を充実するとともに、介護人材の確保を支援し
ます。
・地域包括支援センター等の相談・支援体制を充実し、介護する
家族の不安、悩みに対応し負担の軽減を図ります。
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基本的方向６　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
(2) 相談体制の充実

具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

専門相談員による人権相談 •市民の方からのさまざまな人権に関する相談に専門相談
員が対応する人権相談窓口を設置

・相談件数2,664件
・相談者アンケートにおいて、「相談が役立った」、「どちらか
といえば役立った」、「気持ちが楽になった」と答えた人の割
合95.8％

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-2

クレオ大阪における相談事業 女性の様々な悩みにかかる女性総合相談、男性相談員に
よる男性の悩み相談などの相談事業を実施する。

女性総合相談 12,390件
（面接相談：611件、電話相談：11,287件、メール492件）
男性相談 293件
(面接相談：108件、電話相談：185件)

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-3

男女共同参画苦情処理制度の実施 平成15年１月に施行した「大阪市男女共同参画推進条例」
に基づき、平成15年７月に創設した男女共同参画に関する
施策についての苦情処理制度により、苦情を適切に処理す
る。

大阪市HP等で情報提供をしている。
令和３年度実績　２件
（制度対象１件、制度対象外１件） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-4

各種の広報媒体を活用した相談窓口の広報・周知 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により効果的な情報発信を行い、相談窓口の案内
や利用方法等を市民に分かりやすく周知する。

各種広報媒体を活用し、適宜、周知を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-5

教育相談事業 不登校やいじめ等に関する相談窓口を開設し、面談による
相談を行う。
(１)中央こども相談センターにおける来所相談(開設日時)週
５日(月～金）の９：00～17：30
（２）サテライトにおける出張相談(開設日時）週２～３日(月
～土）の９：30～17：00
さらに、身近なところに通所場所を開設し一人ひとりの状態
に応じ再登校などの社会参加を支援する。

相談件数　1,081件
保護者や学校園等に対し支援方法等について助言等を
行ったことにより相談が終結する割合　84.9％
不登校児童通所事業登録者　126人
不登校児童通所事業登録者の社会参加をした割合　63.8％

①達成

不登校児童数は近年増加傾向にあり、相談ニーズも高いた
め、引き続き相談事業を実施する。
不登校等の問題を抱える児童生徒のなかには、家庭的背
景が課題となっているケースもあり、児童相談部門、区役所
との連携を進めながら支援する。

令和３年度と同じ

こども青少年局

(2)-6

困難・課題を抱える女性に対する支援事業
（再掲）

（相談部分のみ）困難・課題を抱えている女性を適切な支援
につなげるため、相談支援体制の強化及び相談環境の充
実を図る。

LINE相談
友だち登録件数　767件、　相談件数　392件（7.6件/日）
相談者に実施したアンケートにおいて、
　「相談して良かった」と回答した割合　78.9％
　「前向きな気持ちになれた」と回答した割合 　68.7％ ①達成

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとして、就業面から
生活面にわたって困難・課題を抱える女性の問題が顕在化
していることから、社会とのつながりの回復に向けた支援を
行うため、コミュニケーションのきっかけとして活用できるＳＮ
Ｓ相談業務を引き続き実施するとともに、ピアサポート支援・
専門相談支援等による相談環境の充実を図る。

・ＳＮＳを活用した相談業務
・ピアサポート支援業務
・LINEを活用した専門相談業務

市民局

・女性の様々な悩みにかかる女性総合相談、男性相談員による
男性の悩み相談、教育に関する相談などの相談を実施します。
・市民が相談窓口を身近に利用できるよう、「どのような相談を受
けることができるのか」「どのように対応してくれるのか」といった相
談事例や相談内容等の情報も発信しながら、窓口の広報・周知に
努めます。
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(1) 男女共同参画の理解促進、情報発信

具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

男女共同参画事業「心に残るときめきプラザ」 男女共同参画社会を広く市民に啓発することを目的に、外
部講師を招き講演会を開催

開催を予定していたが新型コロナウィルス感染症流行によ
り中止

④その他

感染症の動向を注視しつつ、昨年と同一規模で実施する 男女共同参画社会を広く市民に啓発することを目的に、外
部講師を招き講演会を１回開催、規模は200名

福島区

(1)-2

PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(家庭教育充
実事業)

PTAをはじめとする社会教育関係団体が行う、家庭教育に
関する学習会に対し助成を行う。

幼稚園児・保護者を対象に１回実施

②概ね達成 ―

幼稚園児・保護者を対象に10回実施予定

鶴見区

(1)-3

男女共同参画普及啓発事業 各区のイベントとの連携や、HP、SNS、動画等デジタルコン
テンツを活用した啓発を実施する。

①各区の事業と連携した啓発
・啓発パネルの展示及び啓発動画の放映
　イベント等での啓発パネル展示（12区）、小型デジタルサイ
ネージ等での啓発動画の放映（16区）
・男女共同参画キャッチフレーズ募集
　市民参加型コンテストとして「ジェンダー平等」「児童虐待
防止」「男性の家事・育児」の３テーマについて、キャッチフ
レーズを募集。
　応募件数　128点（応募者数80人）
②男女共同参画週間（６月23日から29日）における啓発
啓発パネルを展示。また、市役所ロビー及びクレオ各館に
て啓発物品（除菌シート）計581部を配布。
③女性に対する暴力をなくす運動期間における啓発
映画上映イベント（「ひとくず」映画上映＆トークセッション～
ＤＶと児童虐待「負の連鎖」を断つために～）を実施。
・午後上映参加人数：147名　トークセッション参加人数：144
名　夜上映参加人数：42名
・啓発物品（あぶらとり紙）計1,000個を配布。
④デジタルコンテンツを活用した啓発
ＤＶ・児童虐待に関する１分程度の啓発動画４本（「ドメス
ティック・バイオレンス（ＤＶ）」「児童虐待」「ＤＶの環境にいる
子ども」「ＤＶ被害者と子どもへの支援」）を作成し、事業専用
HPに掲載。また、令和３年12月上旬から令和４年３月下旬
まで、阪急及び阪神電車の特別企画列車「SDGsトレイン
未来のゆめ・まち号」に上記の啓発動画に関連した啓発ポ
スターを掲示。

①達成

令和４年度については、若年層に対する啓発をより強化し
て実施する

男女共同参画施策に関する情報を発信し、生活の身近な場
面で男女共同参画の重要性の理解を広めることを目的に、
ウェブやデジタルサイネージ等のデジタルコンテンツを活用
したうえで、各区と連携した啓発等を実施。

市民局

(1)-4

クレオにおける講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

地域及び教育現場などを対象としたセミナーの実施 62回
（中央館：10回、子育て館：11回、西部館：16回、南部館：14
回、東部館：11回） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-5

家庭教育充実事業
地域における生涯学習の推進

PTAをはじめとする社会教育関係団体が行う、家庭教育に
関する学習会に対し助成を行う。

２校園のPTAで開催
学習会参加者　延115人

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

港区

(1)-6

性教育の推進 「子どもたちが、自己肯定感を高め、命を大切にし、相手を
思いやり、自分の将来について具体的な目標を持つこと」を
めざし「生きる力を育む性に関する指導（生・性教育）」を進
める

令和３年度に文部科学省の委託事業「学校における生命の
安全教育推進事業に関する委託事業」を受け、市立学校４
校を実践校として実施した。さらに「生きる力を育む性に関
する指導」の手引きを作成し、学校園に周知を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-7

家庭教育充実促進事業 市民に対し、国の動向などをふまえた家庭教育に関する講
座の実施や、区役所等の関係職員を対象にした研修、情報
提供を行っている。

　講習講座10講座(うち１事業について配信を実施)
「たいへんよかった」「よかった」と回答した受講者の割合
93.8%
家庭教育のコラムを親力アップサイトで　８本のテーマで掲
載

①達成

家庭教育及び地域での子育てや教育力の向上を進め、保
護者の学びと支援のために、引き続き事業を実施する。

保護者の支援となる講習講座の実施及びコラムを通しての
情報発信を行う。

教育委員会事務局

(1)-8

ジェンダー平等教育の推進 「大阪市教育振興基本計画」に基づき、学校における教育
活動全体を通して、積極的かつ具体的なジェンダー平等教
育の推進に努めるとともに、学校生活のあらゆる面につい
て、不合理な点はないか慣行等を見直し、問題を解決して
いく力の育成を図る。

ジェンダーの問題については、各学校の制服・標準服の見
直しなどの時機をみて、多様な性認識に対応できるよう指
導を行ってきた。
「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画」の
年度末評価を行った結果、個別的な人権課題として「女性
の人権」を取り上げて実施した学校園の割合は、46.5％で
あった。

②概ね達成

引き続き、「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実
施計画」における個別的な人権課題として「女性の人権」を
取り上げて学校園に実践を進めるよう指導する他、学校文
化として、ジェンダー平等社会の実現をより強く意識させる
など、様々な機会を通じて課題解決に努める。
個別的な人権課題として「女性の人権」を取り上げて実施し
た学校園の割合は、R２比約15ポイント改善した。今後とも
ジェンダー平等社会の実現に向け、より一層の努力をする
必要がある。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-9

キャリア教育推進事業（小中学校） 小学校では職業講話・職場見学等、中学校においては職場
体験学習等を実施する。中学校の職場体験学習に係る賠
償責任保険の保険料を支援する。

・キャリア教育研修　オンラインで実施
・職業講話や職業見学等の実施　44.7％
・職業講話や職場体験学習の実施　75.2％
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画
作成の指導　全小中学校

②概ね達成

・小学校及び義務教育学校前期課程から中学校及び義務
教育学校後期課程の各段階にキャリア教育を適切に位置
づけ、PTAや地域の人材活用はもちろん、関西キャリア教育
支援協議会等の関係機関と密接に連携し、より効率的・効
果的なキャリア教育の推進を図る。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、校外での体験的
学習活動の実施が困難であった。今後も、その影響が考え
られるため、「新しい生活様式」に応じた子どもたちのキャリ
ア形成を育む学習活動の工夫を図る。

小学校及び義務教育学校前期課程では職業講話・職場見
学等、中学校及び義務教育学校後期課程においては職場
体験学習等を実施する。中学校及び義務教育学校後期課
程の職場体験学習に係る賠償責任保険の保険料を支援す
る。

教育委員会事務局

 
基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実

・小中学校における教育活動全体を通して、男女平等教育を推進
します。
・男女共同参画の意義、重要性についての理解を促進するため、
男女共同参画週間や女性に対する暴力をなくす運動、地域イベン
ト等の様々な機会を活用し、地域団体等と連携しつつ啓発活動を
行います。
・男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する情報提
供を行うとともに、各種啓発事業を実施します。
・地域や企業に出向いて、男女共同参画の視点から身近な課題
を取り上げた講座を実施します。
・地域・家庭において、生涯学習の一環として、男女共同参画につ
いて学習する機会を提供します。
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基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実

(1)-10

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。（再掲）

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R２市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（６本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（９本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-11

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の情報
発信を行う。

情報誌クレオの発行（年４回）、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-12

各種の広報媒体を活用した情報発信 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により関連する内容について、効果的な情報発信
を行う。

各種広報媒体を活用し、適宜、情報提供を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-13

クレオ大阪における調査･研究事業の実施 男女共同参画社会の実現をめざした大阪市の各施策とセン
ターの各事業の効果的な推進に資するため、関連分野の研
究機関等と広く連携し、男女共同参画に関する基礎データ
の収集、調査、研究等を行う。

【テーマ】
「男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症影
響下の就労・生活に関する調査」
【調査方法】
インターネットによるウェブアンケート調査
【回答者】
大阪市内在住の20歳以上の男女1,200人
【主な調査項目】
・働き方、生活の変化
・仕事、生活に関して困っているとと
・相談行動について
・コロナ下における働き方、生活
・仕事、生活に関して困っていること等

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-14

男女共同参画に関する各種統計資料の収集・提供 クレオ大阪情報・図書コーナーにおいて、男女共同参画に
関する各種統計資料を収集・整備し、市民へ提供する。

情報・図書コーナーの運営
【利用人数】
中央館：5,175人
子育て館：1,432人
西部館：985人
南部館：2,509人
東部館：2,521人

②概ね達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-15
・女性の人権、男女共同参画の視点からの適切な広報・情報発信
を推進します。

「人権の視点からの情報発信の手引き」に基づく取組 「人権の視点からの情報発信の手引き」に基づき、女性の
人権差別や固定的性別役割分担意識を助長するような表
現をしないよう推進本部をとおして各区・所属に指示する。 市民局

(1)-16

クレオにおける講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

情報、メディアに関するセミナーの実施 ８回
(中央館：１回、子育て館：３回、西部館：０回、南部館：３回、
東部館：１回)

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-17

情報モラル教育の推進 大阪府警察本部等と連携し、安全なインターネット利用や
SNSを背景とした犯罪等の被害防止に関する児童生徒、保
護者への啓発推進

「大阪市スマホサミット」を開催し、中学校の代表生徒や保
護者、警察関係者が参加し、具体的なトラブル回避策やトラ
ブルの対応策について考え、生徒間のネットリテラシーやス
マートフォンの依存性についての議論内容を各学校に周知
した。

①達成

引き続き、大阪府警察本部等と連携するとともに、「大阪市
スマホサミット」を開催し、生徒が必要であると考えているス
マホ使用に係るルールの策定や家庭との連携を推進するた
めの取組を充実させる。

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(1)-18

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の情報
発信を行う。

情報誌クレオの発行（年４回）、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-19

各種の広報媒体を活用した情報発信 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により関連する内容について、効果的な情報発信
を行う。

各種広報媒体を活用し、適宜、情報提供を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

・男女共同参画に関連する法令や大阪市の条例・基本計画等に
ついて、市民にわかりやすく、その内容について広報・周知に努め
ます。

・ホームページやSNSをはじめ、情報誌、ポスター・チラシ等様々
な広報媒体を活用して、男女共同参画や女性活躍推進にかかる
意義、重要性、取組などについて広く情報発信します。

・地域や雇用の場等における男女共同参画意識の変化や動向を
把握するため、市民・企業意識の状況を調査するとともに、男女
共同参画にかかる調査・研究を行い、その結果を効果的な施策実
施に活かしていきます。
・男女共同参画にかかわる図書・統計情報等を収集・整備し、市
民等へ提供します。

・メディアやインターネット、SNS等を通じて流れる様々な情報に対
して、女性の人権、男女共同参画の視点から適切な表現かどうか
判断する能力や、適切な情報を発信する能力を身につけるよう、
メディア・リテラシー向上に向けた啓発を行います。
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基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実
(2) 男性・女性の意識改革の促進

具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-1

総合的な人権行政の推進 「大阪市人権行政推進計画～人権ナビゲーション～」に基
づき、人権行政の道しるべとして策定している「人権が尊重
されるまち」指標について、男女共同参画を含め指標内容
及び項目を定期的に見直し、適宜改訂するとともに、当該指
標の概要版を作成することで、市民向け啓発を行う。

「人権が尊重されるまち」指標　　　340部作成
　　　　　　　同　　　　　（概要版）　　5,000部作成
「大阪市人権行政推進計画～人権ナビゲーション」（概要
版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　5,000部作成

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-2

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。（再掲）

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R2市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（6本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（9本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-3

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲） 男性の家事・育児等への参画、女性のキャリアアップ等へ
の支援を図るため、企業の経営管理者層や広く男性・女性
等を対象に、固定的な性別役割分担意識や性差に関する
アンコンシャスバイアスの解消等に向けたセミナー等を実施
する。（再掲）

下記セミナーを実施
〇女性のキャリアアップに向けた意識改革・ノウハウの提供
等
　　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：これからのキャリアプ
ラン」
　　・スキルアップサロン：４回
　　・就職に役立つパソコン講座：６回
〇子育て中の男性向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性の家事・育児参
加」
〇企業で働く男性向け・男性上司向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性育休取得の促進」
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：アンコンシャス・バイア
スの解消」
　・テレワークセミナー
　・市民セミナー「これからの働き方」

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-4

ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間（再掲） 行政（大阪労働局・大阪府・大阪市等）、経済団体、労働団
体、金融機関等で構成する「大阪働き方改革推進会議」の
もと、「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」に
おいて、大阪女性きらめき応援会議と協働して仕事と生活
の調和推進（ワーク・ライフ・バランス）に向けた取組を進め
る。（再掲）

市民・企業にワーク・ライフ・バランス推進の意義を理解し、
取組を進めていただけるよう、11月の「ノー残業デー、ワー
ク・ライフ・バランス推進月間」に合わせて、大阪女性きらめ
き応援会議構成団体と協働でワーク・ライフ・バランス推進
月間の啓発・広報を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-5

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の情報
発信を行う。

情報誌クレオの発行、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-6

各種の広報媒体を活用した情報発信 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により関連する内容について、効果的な情報発信
を行う。

各種広報媒体を活用し、適宜、情報提供を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-7

女性活躍推進情報発信事業（再掲） 「女性活躍リーディングカンパニー」の情報や、講座・イベン
ト等の情報、企業や地域等で活躍する女性ロールモデルの
紹介など、女性活躍に関する様々な情報について、専用サ
イト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」及
び各種SNSで発信する。（再掲）

下記の記事やコンテンツを専用サイト及びSNSで発信
・女性活躍リーディングカンパニーの情報や、講座・イベント
等の情報（随時）
・R２市長表彰企業の取組や女性従業員のインタビュー記事
（６本）
・地域で活躍している女性の活動事例等の情報（９本）
・その他、企業主導型保育事業など両立支援に役立つ情報
等（13本）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-8

仕事と家庭の両立に向けた啓発事業（再掲） 男性の家事・育児等への参画、女性のキャリアアップ等へ
の支援を図るため、企業の経営管理者層や広く男性・女性
等を対象に、固定的な性別役割分担意識や性差に関する
アンコンシャスバイアスの解消等に向けたセミナー等を実施
する。（再掲）

下記セミナーを実施
〇女性のキャリアアップに向けた意識改革・ノウハウの提供
等
　　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：これからのキャリアプ
ラン」
　　・スキルアップサロン：４回
　　・就職に役立つパソコン講座：６回
〇子育て中の男性向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性の家事・育児参
加」
〇企業で働く男性向け・男性上司向け
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：男性育休取得の促進」
　・ダイバーシティ推進講座「テーマ：アンコンシャス・バイア
スの解消」
　・テレワークセミナー
　・市民セミナー「これからの働き方」

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-9

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した情報発信 情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用して関連する内容の情報
発信を行う。

情報誌クレオの発行、HPリニューアル

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(2)-10

各種の広報媒体を活用した情報発信 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により関連する内容について、効果的な情報発信
を行う。

各種広報媒体を活用し、適宜、情報提供を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

・男性が仕事と両立しながら家事や育児・介護、地域活動を行うこ
とが社会的に評価されることをアピールします。
・家事・育児・介護等に男性も積極的に参画するよう、男女共同参
画センターの事業や地域のイベント等を通して啓発に取り組みま
す。
・男性自身の意識だけではなく､家族、地域、職場等の周囲の理
解を深め、男性が家事や育児､介護等の活動に前向きに参画でき
るよう必要な広報・啓発等を行います。

・男女の固定的な性別役割分担意識の解消に向け、様々な広報
媒体や機会を活用して、啓発を実施します。
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基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実
(3) 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実

具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(3)-1

キャリア教育推進事業（小中学校） 小学校では職業講話・職場見学等、中学校においては職場
体験学習等を実施する。中学校の職場体験学習に係る賠
償責任保険の保険料を支援する。

・キャリア教育研修　オンラインで実施
・職業講話や職業見学等の実施　44.7％
・職業講話や職場体験学習の実施　75.2％
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画
作成の指導　全小中学校

②概ね達成

・小学校及び義務教育学校前期課程から中学校及び義務
教育学校後期課程の各段階にキャリア教育を適切に位置
づけ、PTAや地域の人材活用はもちろん、関西キャリア教育
支援協議会等の関係機関と密接に連携し、より効率的・効
果的なキャリア教育の推進を図る。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、校外での体験的
学習活動の実施が困難であった。今後も、その影響が考え
られるため、「新しい生活様式」に応じた子どもたちのキャリ
ア形成を育む学習活動の工夫を図る。

小学校及び義務教育学校前期課程では職業講話・職場見
学等、中学校及び義務教育学校後期課程においては職場
体験学習等を実施する。中学校及び義務教育学校後期課
程の職場体験学習に係る賠償責任保険の保険料を支援す
る。

教育委員会事務局

(3)-2

クレオにおける講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

こども（児童）を対象にしたセミナーの実施 14回
（中央館：２回、子育て館：３回、西部館：７回、南部館：１回、
東部館：１回）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(3)-3

こども　夢・創造プロジェクト事業 企業や大学、専門学校などと協働で、こども達が憧れる人
物や大阪が誇る文化や産業の担い手から学ぶ機会を提供
する体験プログラムを実施する。

【令和３年度実績】
・参加企業数　計10社（団体）
・実施事業数　計９事業
・プログラム応募者数　251人
（実績）
　さらに学びたいと答えたこどもの割合　97％

【令和３年度計画】
・参加企業数　計20社（団体）
・実施事業数　計20事業
・プログラム応募者数　400人
（業績目標）
　さらに学びたいと答えたこどもの割合　96％

②概ね達成

引き続き、現行の方式で事業を実施 令和３年度と同じ

こども青少年局

(3)-4

・これから就職しようとする若者に対し、多様な働き方や仕事と家
庭を両立することの意義等について考えてもらう機会を提供し、自
分にあった生き方、働き方を主体的に選択していくような意識啓発
の取組を実施します。

女性活躍リーディングカンパニー認証企業と大学生等の意
見交換・情報交流機会の提供

企業の女性の活躍推進の取組について、大学生や求職者
等の関心を高めるとともに、企業が取組の重要性を再認識
する契機となるよう、認証企業と大学生等が働き方について
意見交換・情報交流を行う機会を提供する。

認証企業と大学生との交流会を開催
（全４回：８月19日、20日、23日、24日）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(3)-5

生涯学習ルーム事業 地域住民に身近な小学校の特別教室等を活用し、講習・講
座の開催や自主的な文化・学習活動の場や交流の場を提
供して、地域の人々の学習機会の充実を図り、あわせて地
域のコミュニティづくりに寄与することを目的として実施す
る。

・24区で生涯学習ルーム事業の実施。
・生涯学習推進員研修等の実施。
・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会議　２回
・各区の生涯学習推進員を対象とした連絡会議　６回

②概ね達成

小学校区における市民の身近な生涯学習の場として、多様
なニーズに応える講座の開設とともに、学校教育支援や地
域課題をテーマとするものなど、教育ミュニティに資する視
点などを、生涯学習推進員研修や関係者との連絡会の場で
共有しながら、引き続き事業を実施する。

昨年度、新型コロナウイルスの影響で事業が中止や自粛と
なったため、今年度は感染防止対策を施しながら再開に向
けて調整する。また生涯学習推進員に対しては、研修を通
じて生涯学習施策の動向についての理解促進や活動の活
性化を図る。また、各連絡会議の開催をとおして、事業の継
続・充実を図る。

教育委員会事務局

(3)-6

レファレンス（調査相談）・情報サービス・情報発信機能の拡
充、課題解決支援（情報検索支援）

地域の情報活用基盤として、知識創造型図書館の機能充
実をめざすとともに、地域の多種多様な課題解決に向けた
情報収集・学習拠点として、学校、区役所等地域施設、団体
など多様なセクターを支援する。

・ビジネス講座開催回数　11回、参加者数　202人
 ビジネス講座の動画公開　６タイトル８件（再生回数　1,034
回）
 ビジネス支援サービス案内動画の作成・公開　２件
・OMLIS（利用者用検索端末）使い方講座の開催　13回
・電子図書館機能の案内動画の作成・公開 ８件
・メールレファレンス受信件数　997件
・レファレンス件数 570,157件
・横断検索のアクセス件数　279,651件、OMLINサーチのア
クセス件数　376,098 件

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

・小中学校において、職業観・勤労観等を育成するキャリア教育を
進めます。
・一人ひとりの個性と能力の発揮に向けて、男女共同参画の視点
に立った進路指導・生徒指導を実施します。
・自立に向けた様々な体験を重ね、こどもが「生きる力」の基礎を
身につけるよう取り組みます。
・理工系分野等女性の参画が進んでいない分野においても活躍
の機会があることへの理解を深めるため、男女にかかわらず、幼
いころから科学技術の魅力に接する機会を提供するなどの取組
を実施します。

・生涯にわたり男女がともに個性と能力を発揮し、多様な働き方を
選択ができるよう、生涯学習関連施設において、キャリアアップ等
に向けた様々な学習機会を提供します。

45



具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

1 ・大阪市防災会議における女性委員の比率を高めていきます。

大阪市防災会議の運営 自衛隊・府職員・府警・市職員・学識経験者等により構成す
る「大阪市防災会議」を運営し、主に、各防災機関における
防災活動の根幹となる「大阪市地域防災計画」の更新を行
う。

25％以上の女性委員を確保した。
（令和４年４月１日現在、防災会議委員46名中13名が女性）

①達成 ―

令和３年度と同じ

危機管理室

2

地域防災活動への女性の参画に向けた取組み 地域防災リーダーへの女性の参画促進等 【東淀川区】
・地域防災リーダー隊長連絡会（１回）
・各地域での防災訓練・学習会（６回）
※毎年度、上記の取組等を通じて、啓発等を行うことによ
り、年々、女性の地域防災リーダーの比率は高まってきてい
る。
【生野区】
生野区では女性防災リーダーを「あじさい防災パートナー」
と位置づけ、制服も男性と異なるものを用意している。
女性防災リーダー数：274名
割合：39.5％
【住吉区】
►　新任地域防災リーダーに対する研修会（防災講話、実技
研修）の実施
　・令和３年10月２日（土）に実施
　・内容：防災講話（地域防災リーダーの役割）
　　　　　　実技研修（可搬式ポンプや応急救助の実技演習
等）
►　令和３年８月～10月にかけて各地域における避難所運営
模擬訓練の実施や、令和３年11月13日（土）に総合防災訓
練を実施。
【西成区】
地域防災訓練の実施(４地域実施)
防災アドバンスト講習会の実施(３回実施)
地域防災リーダーと連携した区内の小中学校防災土曜授
業の実施(２回実施)
防災出前講座の実施(５回実施)
防災訓練等を通じて、地域防災活動において女性の視点を
入れることや、女性参画の必要性について、情報提供・啓
発を実施した。

②概ね達
成

【東淀川区】【西成区】
‐
【生野区】
昨今の状況として避難所運営などへの女性目線の反映が
求められているが、そのためには女性防災リーダーと男性
防災リーダーを分けて考えるのではなく、むしろ一緒にやっ
ていく中での役割分担を意識して訓練等を実施できるよう地
域と連携していく。
【住吉区】
令和４年３月時点で、地域防災リーダー全体における女性
の割合が約14％（302名中42名）と低くなっているため、次回
の改選の際に引き続き地域に対して、積極的に女性の地域
防災リーダーを推薦していただくよう働きかけを行う。

【東淀川区】【西成区】
令和３年度と同じ
【生野区】
地域と連携しながら防災への女性参画を促進し、避難所運
営等に反映していく。
【住吉区】
►　新任地域防災リーダーに対する研修会（防災講話、実技
研修）の実施
　・令和４年10月１日（土）に実施
　・内容：防災講話（地域防災リーダーの役割）
　　　　　　実技研修（可搬式ポンプや応急救助の実技演習
等）

►　令和４年８月～10月にかけて各地域における避難所運営
模擬訓練の実施や、令和４年11月12日（土）に総合防災訓
練を実施。

►　大阪市「避難所開設・運営ガイドライン」に記載されてい
る女性の視点を踏まえた避難所運営に関する内容を実現
するにあたり、多様なニーズを反映するため、避難所運営
委員会には女性をはじめとした多様なメンバーを含め、令和
４年度総合防災訓練において女性の視点を踏まえた避難
所運営を行う。

各区

3

地域防災活動への女性の参画に向けた取組み 大学と連携したアンケート調査の実施 地域防災活動に女性参画が進まない理由、女性の参画を
推進するための啓発手段を把握することを目的として「女性
と防災に関するアンケート調査」を大阪公立大学と共同して
実施。 ①達成

アンケート結果を踏まえ、今後、大学等と連携して、各世代
への効果的な啓発等、地域防災活動に女性参画を促進す
るための手法を検討し、具体的取組を実施する。

・女性とb防災に関するフォーラムの開催

市民局

4

地域防災力向上アドバイザーの地域への派遣 地域防災力向上アドバイザー（会計年度任用職員）の地域
への派遣

地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入れ
ることや、そのためには女性の参画が必要であることについ
て地域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じて引
き続き情報提供・啓発を実施。
【区アンケート結果】
区アンケートを実施し、地域防災活動の促進に自主防災組
織力向上アドバイザーが役立ったとの回答が９１％

①達成

地域防災力向上アドバイザー事業を廃止して各区に移管。
危機管理室としては、各区が取り組み事例等をチームサイ
トに掲載し、全区で共有するシステムを構築する。

訓練実績の報告様式に女性の訓練参加人数の項目を新た
に追加し、チームサイトに各区から掲載してもらうことによ
り、引き続き情報提供・啓発を実施。

危機管理室

5

大阪市立大学「防災士養成研修プログラム」募集案内 大阪市立大学と連携し、全区を対象とした募集の実施 参加者82名のうち女性９名。

①達成 ―

令和３年度と同じ

危機管理室
各区

6

地域防災リーダーの女性の参画 地域防災リーダーがそれぞれの地域の特性や想定される
災害を理解し、効果的な自主防災活動を展開できるように
防災学習や技術訓練などの研修をする。
女性登録者率19.0%
（女性登録者1782人/全登録者9363人　令和３年４月１日現
在）

女性受講者受講率
・アドバンストコース 16.0％
　（女性受講者249人／全受講者1555人）
・指導者講習会　3.3％
　（女性受講者４人／全受講者120人）

①達成 ―

令和３年度と同じ

消防局

7

クレオにおける講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

・防災に関するセミナーの実施 20回
（中央館：４回、子育て館：４回、西部館：５回、南部館：５回、
東部館：２回）
・オンデマンドセミナー用動画作成（東部館） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

8

クレオにおける講座・セミナーの実施 クレオ大阪における各種講座、セミナーの中で関連する講
座、セミナーを開催する。

・防災に関するセミナーの実施 20回
（中央館：４回、子育て館：４回、西部館：５回、南部館：５回、
東部館：２回）
・オンデマンドセミナー用動画作成（東部館）（再掲） ①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

9

災害時におけるクレオ大阪の活用に向けた検討 災害時における女性のための相談窓口の設置等に向けた
検討を行う。

男女共同参画課及びクレオ５館が、相互支援ネット（災害時
における男女共同参画センター等の相互支援ネットワーク）
に登録を行った。

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

・平時からの地域の防災を担う女性の人材育成の重要性や男女
共同参画の視点をふまえた防災・減災の必要性について啓発を
行います。
・避難所での女性に配慮した対応等にかかる相談窓口の設置な
ど、男女共同参画センターが男女共同参画の視点からの地域防
災について担うべき役割や取組についての検討を踏まえて、セン
ターが災害時に果たす機能の充実を図ります。

 
基本的方向８　防災・復興における男女共同参画の推進

・地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入れること
や、そのためには女性の参画が必要であることなどについて、地
域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じて情報提供・啓
発を実施します。
・地域防災活動の企画・実施に中心的な役割を果たす担い手とし
ての女性の参画の重要性について啓発を行います。
・女性を含めた防災士や防災リーダーの育成を推進するとともに、
大学と連携した防災講座への参加を促進します。
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(1) 男女共同参画にかかる国際的取組の情報発信
具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(1)-1

各種の広報媒体を活用した情報発信 ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳや、区広報紙等
への掲載により関連する内容について、効果的な情報発信
を行う。

・HP、ブログ、Facebook、インスタグラムでの発信
・情報誌クレオの発行（年４回）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-2

SDGs（ジェンダー平等教育）の推進 若者がSDGsのテーマのひとつであるジェンダーの視点を持
つ契機となることを目的に「SDGs LABOわかものアイデアコ
ンテスト2022」を開催。

・アイデア発表６団体（３大学、３高校）

①達成 ―

令和３年度と同じ

市民局

(1)-3

SDGsの普及啓発 SDGsについて、それぞれの目標を知り、学びを深めるきっ
かけになる講座、図書展示等のほか、各事業広報時に該当
する目標のアイコンを掲載し、SDGsの普及啓発に努める。

・SDGsに関する図書等展示　８回
・SDGｓに関するイベント　２回、参加者数　58人
・SDGsに関する動画公開　１件
・各事業広報時に該当する目標のアイコンを掲載

①達成 ―

令和3年度と同じ

教育委員会事務局

(2) 多文化共生の視点を踏まえた女性への支援
具体的取組 事業等名称 令和３年度事業概要 令和３年度事業実績 自己評価 今後の方向性等 令和４年度事業概要 所管所属

(2)-2

インフォメーションセンター「外国人のための相談窓口」の運
営

　（公財）大阪国際交流センターによる交付金事業として、外
国人の方が安心して暮らせるように、市政に関する相談や、
在留資格、労働、医療、福祉、教育などの生活についての
情報提供・相談、専門相談機関の紹介を多言語でおこなう。

相談件数　4,261件

①達成 ―

令和３年度と同じ

経済戦略局

 
基本的方向９　国際社会と協調した多様性に富んだ取組の推進

・男女共同参画に関する海外の動向や各国の取組等の情報を収
集し、わかりやすく市民へ情報発信します。
・世界女性会議や国際女性デー、SDGsなどの国際的な取組の紹
介、情報発信を行うなど、国際協調のもと男女共同参画の取組を
進めます。

(2)-1

外国籍住民相談窓口の開設
①市政・区政相談
②法律相談の実施

①市政・区政相談
 月曜日～金曜日
 午前９時～午後５時30分
  ※　相談日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第
178号）
  に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までで
ある場合
  は実施しない。

   （大阪国際交流センター）
   月曜日～金曜日
  午前９時～午後７時
   土曜日、日曜日、祝日
   午前９時～午後５時30分
   ※　相談日が12月29日から翌年の１月３日までである場
合は実
         施しない。

場所…市政相談：市役所市民相談室、大阪国際交流セン
ター
　　　　区政相談：各区役所
方法…来訪、電話、文書
対応言語…英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリ
ピン語

②法律相談の実施
（第１・第３水曜日）
　毎　月　第１水曜日　　 午後１時～午後４時
　偶数月　第３水曜日　　午後５時～午後８時
　奇数月　第３水曜日　　午後１時～午後４時
　場所…大阪国際交流センター
　方法…面談、電話、オンライン（予約制）
　対応言語…英語、中国語、韓国・朝鮮語、
　　　　　　　　　ベトナム語、フィリピン語

【経済戦略局】
①市政・区政相談
大阪国際交流センターのインフォメーションセンターにおい
て多言語による相談窓口を設置し、以下のとおり実施
　受付時間：月曜日～金曜日午前９時～午後７時
　　　　　　　　土・日・祝日午前９時～午後５時30分
　（12月29日～翌年１月３日除く）
　
相談件数　4,261件
　うち外国人からの相談件数　　　　　2,774件
  うち新型コロナウイルス関連相談　　1,935件

②法律相談の実施
新型コロナウイルス関連の臨時的特別措置により、法律相
談の回数を次のとおり増やすとともに、その他の専門分野
にかかる相談を実施
　法律相談：第２火曜日　午後５時～午後８時、
　　　　　　　　第４火曜日　午後１時～午後４時
　専門相談（ビザ）：第２水曜日　午後１時～午後４時、
　　　　　　　　　　　　　第４水曜日　午後５時～午後８時

相談件数
　・法律相談：48件
　・専門相談（ビザ）79件

場所…大阪国際交流センター
　方法…面談、電話、オンライン（予約制）
　対応言語…英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィ
リピン語

【市民局】
②法律相談の実施
実施回数…24回
相談件数…53件

【各区】
①②を区の状況に応じて実施

②概ね達成

【経済戦略局・各区】
‐
【市民局】
ニーズのある市民に対して相談窓口の周知を届けることが
課題である。相談サービスの潜在的利用者層に対し、最適
な周知方法・媒体を選択することが重要と考えられる。

【経済戦略局】
令和３年度と同じ。
また、②については、新型コロナウイルス関連の臨時的特
別措置により、法律相談の回数を次のとおり増やすととも
に、その他の専門分野にかかる相談を実施
  法律相談：第２火曜日　午後５時～午後８時、
　　　　　　　　第４火曜日　午後１時～午後４時
　専門相談（ビザ）：第２水曜日　午後１時～午後４時、
　　　　　　　　　　　　　第４水曜日　午後５時～午後８時

【市民局・各区】
令和３年度と同じ

経済戦略局
市民局
各区
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(2)-4

多文化サービスの展開 外国語を母語とする子どもたちや日本語を習熟していない
人への図書館サービスの提供とホームページ等を活用した
広報の充実を図る。

・いろんなことばのおはなし会（３回開催）
・大阪市内外国人学校等の図書館見学受入・団体貸出・団
体利用
・日本語指導が必要な子どもの教育センター校への団体貸
出
【業績目標】
・やさしいにほんごページ アクセス件数14,971件件
・OPAC検索件数 2,404件
・外国語資料ページアクセス件数 5,759件
・外国語資料を1,072冊受入れ（購入747冊、寄贈325冊）

①達成 ―

令和３年度と同じ

教育委員会事務局

(2)-5

識字推進事業 生活に密着した識字・日本語教育を行うことにより、社会的
に不利な立場にある女性のエンパワメントを図る。

識字日本語教室を31教室開設
識字・日本語教室における「教室に参加することで日本語が
上達したと考える学習者の割合」　93.7％（令和３年度）

①達成

新型コロナウイルス感染拡大にともない、多くの教室を休止
した期間があった。
学習環境を継続的、安定的に確保するための方策について
検討を進めつつ、支援ボランティアと連携し、引き続き教室
を開設する。

新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた事業実施の
方策を検討しつつ、学習者の生活に直結する識字・日本語
を学ぶ環境を継続的・安定的に確保に努める。

教育委員会事務局

②概ね達成 ―

「たのしい日本語」は令和3年度で終了し、令和4年度より新
たに「日本語オンライン教室」を実施（初年度は調査・指導
者養成）。その他の事業概要については、令和３年度と同
じ。

経済戦略局

・言語の違いなどにより、女性がさらに社会的に不利な立場となる
ことのないよう、生活に密着した日本語学習支援等を実施します。
・外国人に対し、多言語での生活支援や相談窓口の情報提供を
行います。

(2)-3

多文化共生事業 　（公財）大阪国際交流センターによる交付金事業として、外
国人が暮らしやすい地域づくりに資する事業をおこない、多
言語による生活支援や日本語学習支援などを実施する。
　また、国際化の担い手の育成に資する事業をおこない、国
際化の担い手として活躍できるボランティアの育成や日本を
はじめ外国文化の理解支援などを実施する。

・「一日インフォメーションサービス」
　　第1回（７/25）相談者アンケート（満足度）97％、相談件
数71件
　　第2回（12/19）来場者アンケート（満足度）100％、相談件
数62件
・「外国人ふれあいサロン」
　　アンケート満足度100％、開催回数40回
・「たのしい日本語」
　　アンケート満足度98％、開催回数59回
・「未就学・ダイレクト向け日本語・学習支援」
　　アンケート満足度95％、プレスクール開催回数３回（動画
配信34本）
　　こどもひろば開催回数100回
・「生活日本語コース」
　　21クラス  アンケート（満足度）93%
・「日曜にほんごサロン」
　　アンケート満足度98％、開催回数39回
・「仕事のための日本語」
　　アンケート満足度100％、開催回数51回
・「災害時外国人支援ネットワーク整備」
　　防災訓練・研修会の実施件数７回、関係局会議等の実
施件数４回
・「留学生情報HP＆留学生国際交流サポーター」
　　情報発信件数51回
・「ボランティアバンク運営」
　　活動者数　のべ2,425名
・「地域の国際化人材養成講座」
　　アンケート満足度　92％、開催回数11回
・「学校及び各区と連携した青少年国際理解出前講座」
　　アンケート満足度　100％、開催回数９回
・「多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業」
　　外国人によるプログラム提供数14件、プログラム提供外
国人数27人
・「大学等との連携事業」
　　インターンシップ受け入れ人数のべ618名
・「国際交流促進事業共催・支援」
　　共催12件、後援名義10件
・「NPO等とのネットワーク連携事業」
　　こども支援NW28教室、国際交流協会NW11団体
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４ 審議会からの主な意見 

外部の視点からの検証・評価を行うため、令和４年９月８日に第 42 回男女共同参画審議会を開催し、市民局において整理した計画の進捗

状況・課題等について説明を行い、委員の意見を聴取しました。 

３つの施策分野における主な意見は、以下のとおりです。 

 

＜施策分野１ あらゆる分野における女性の参画拡大について＞ 

●女性のチャレンジ応援拠点の満足度が高いが、成果指標の「地域活動において女性の参画が進んでいると答えた市民の割合」は低い

というあたりに関して、資料では女性のチャレンジ応援拠点の利用者は 550 人とあり、利用者の満足度は非常に高いと思うが、満足

度は高いけれど全体では低いというのであれば、できるだけこの拠点に来てもらうという方向が必要ではないかと思う。 

コロナ禍でなかなか対面での活動が難しかったということもあるかと思うが、女性の参画という点でいうと、やはり活動しているけ

れど拠点の施設に来るのはちょっと荷が重いという方もいらっしゃると思う。そういう人たちにできるだけ参加していただけるよう

な取組をしていただきたい。 

●成果指標の「男性は仕事、女性は家庭を中心とする考え方を肯定する市民の割合」で、現状値が 25.4％で４人に１人がこの考え方を

肯定しているということである。企業の中でも固定的な男女の役割分担意識を払拭していかないと女性の就労の継続もしていけない

し、男性の育児参画も進まないということで、これは非常に根底の重要な数字だと思っている。目標値が 30％以下というのは３人に

１人はこういう意識を持っていてもいいということになるので、本当はもう少し低くしていかないといけないと思う。 

●活動指標の「平日において、家事・育児に費やす時間が 30 分を超える市民の割合（20 歳～40 歳代男性）」について、啓発活動がうま

くいったことで大きな改善が見られるというのはいいことだと思うが、令和元年度と比べると特にコロナ禍で自動的にリモートワー

クやステイホームがあった影響もあるのではないかと思う。 

●地域活動において女性の発言権、企画・方針決定についての女性の参画として啓発を実施する方策として、クレオ大阪のチャレンジ

応援拠点での教育をとあるが、チャレンジ応援拠点に来られる方は若い方が多い。その方たちは起業の方法などを学んでいるのかと

思われ、ボランティアをするなどの地域の活動にはなかなか入って来ない。 

地域の活動における女性の立場をよくしていくためには、どのような方法で今後やっていくのか。町会長や連合振興町会長などに対

して啓発をしないと変わってこないと思う。女性チャレンジ応援拠点でいろいろな講座を行っていることが地域の女性の活躍につな

がるのかというと、なかなか場面が小さいように感じる。 

●「男性は仕事、女性は家庭を中心とする」という意識がどうやって解消していくのかというのは難しいところがあると思うが、少しで

もそこに事実関係を見つけるヒントとして、クレオ大阪のセミナー数や受講者数の集計の仕方が、人数で言うと中央館何人、子育て
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支援館何人という形で書かれているが、出来ればこれを内容別に分けてはどうかと思う。人数が中央館何人かということだけでなく、

どの講座がどういう人に響いたのかとか、どの講座が特に人が集まったとか、そういったことがもし公表されるのであれば、もう少

しこれを深堀してみようかなという女性も増えると思うし、この講座は今の時流ではないとか、本来は知っていて欲しいけれど市民

はそうは思っていないとか、そういった分析につながっていくのではないかと思う。 

●企業における女性の活躍推進について、すでに令和４年度の目標値を上回っていることは、これまでの取り組みの成果として評価で

きるが、現状、女性の活躍、とりわけリーダー層で活躍する女性はまだまだ少ない。女性リーダーを増やすため、大阪商工会議所では

活躍している女性を表彰する事業を実施している。重要なことは表彰で終わるのではなく、受賞者が表彰を機にさらなる活躍を目指

すことと、それらの女性がロールモデルとして後進の女性の励みになること。そのためには、受賞者がセミナー・フォーラムなどに登

壇する機会を増やすことが必要。大阪市の様々な事業において、出席者や登壇者を検討する場合、こうした活躍している女性リーダ

ーをぜひ候補にしていただければありがたい。 

●地域活動について女性の参画が進んでいると答えた市民の割合が、民間ネット調査があまりに低すぎるのはどうかと思う。令和７年

の目標値に近づけるためには、取組実績において「女性の地域活動の参画を推進するための環境づくり、支援育成のために計画通り」

とあるが、実施した取組が効果を生まないのは何故なのか。 

 

 

＜施策分野２ 安全で安心な暮らしの支援について＞                                

●ＤＶについて、一時保護施設、救護施設に行かれた人の評価がいいというのは、やはりそのケアをされる方々の実践力であるとか、今

までの研究の背景などがすごく評価されているということでとてもいいことだと思うが、ＤＶの人たちがどのようなルートで、どの

ようなきっかけで救護を受けたのかというところの分析があって、これからどういうふうにしてＤＶの方を救っていくのかという評

価がいるのではないかと思う。デートＤＶという言葉も広がってはいるが、実際に我が事として考えている女性がどれくらいいるの

か。これが暴力なのだと認識を持たせないといけない。広報はすごく大事だと思う。もっとマスコミをどんどん使っていかない限り

効果が出ないのではないか。学校教育の中できちんとやると同時に周りの人たちも意識を持たせるために、どういう形で教育をして

いくのか、意識をつけていくのかというのは、マスコミを使わないと入っていかないのではないかと思うので、行政とマスコミがし

っかりタッグを組んでやっていかないといけないのではないかと感じる。いかに大阪市民全体に伝えるためにどういうかたちで伝え

るのかという広報戦略をもう少し具体的に、事例などを通して考えるのはすごく大事なのではないかと思う。 

●女性への暴力根絶については、企業の協力を得ることで、企業内のセクシャルハラスメントの縮減にもつながるのではないかと考え

る。企業内のセクシャルハラスメントの取組みは差がある。経営における男性比率が高いために、社内窓口に声を上げづらいことも
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あり、セクハラが上がってこない、また、公表することでイメージが悪くなると公表を控える企業も多いと思う。しかし、しっかりと

吸い上げてしっかり解決している企業を表彰することで、セクハラは当事者の問題ではなく組織全体の問題であると認識できる。リ

ーディングカンパニーの審査項目に入れるということでもいいし、個別に表彰をしてもいいと思う。また、市の取組みへの協力も評

価対象とすることも考えてはいかがか。 

●高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備の取組実績について補助資料を見ると、女性高齢者・女性障がい者に特化

しての取り組みは行われていないようだ。男女共同参画事業としての実績とするのであれば、女性高齢者・女性障がい者（また男性高

齢者・男性障がい者、加えて LGBTQ＋の高齢者・障がい者）固有の問題について担当部局はどのように考えているのか。同様のことが、

資料２－２の子育て支援の具体的取組にも見られる。この部分は子育て支援計画と共通であると思うが、「男女共同参画の視点に立っ

た」観点からその取組はどのように考えられるのかについて、実績に記載していただきたい。 

 

 

＜施策分野３ 持続可能な男女共同参画社会の実現に向けた環境づくりについて＞ 

●男女共同参画推進の基本的な考え方となる「固定的性別役割分担意識」の払拭については、目標値を高く据えることが必要と考える。

また、この性別役割分担意識がどのような悪影響をもたらすか、をもっと発信するべきではないか。異文化を測る指数にホフステッ

ド指数というものがあり、その中の指標の「男性性」については、日本は高い値が出ている。（男性は男性らしくないといけないとい

う考えを肯定する考え）もともと日本は性別役割分担意識の高い国なので、簡単には変わらないことは認識しているが、この事業で

こそ高い目標を掲げるべきと考える。この意識は何を言っているかというと「女性は無償労働をせよ」と置き換えることもできる。ど

のような影響があるかというと、結婚や出産により女性が仕事を辞めて家事や子育てに専念する、すなわち無償労働に専念すること

で、女性個人の経済的自立が妨げられ、例えば離婚による経済的困窮が女性にもたらされる、企業の管理職における女性比率がいつ

までも進まない等の負の影響が生じるということを、訴求していただきたい。「家を守る」ことについて個人の選択に任せるのは当然

のことだが、それは歴史的に見てもあらゆることに等しく権利が与えられてきた場合に初めて個人の選択が自由になされるものと考

える。企業広告においてジェンダーバイアスを植え付ける有害な広告を排除する取組みを国連 UNウィメンが行っており、例えば、そ

のような広告を表彰する等の取組みもできるのではないかと思う。 

 

 

＜全体・その他＞ 

●大阪という地方とは違う大都会の中で、おそらくどんどん若い世代や、特に多国籍の方がたくさん入ってこられるような土地柄で、
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どのような形で地域を作り上げていくのかというビジョンを出していかないといけないのかなと思う。今までのように町会長が集ま

るよう言って集まるようなものではない。これから大阪というまちの中でどのような形で、地域で女性が参画するかを考えていくビ

ジョンが見えたらいいのではないか。 

●複数の委員から意見があった目標値の設定について、設定時の議論がわからないが、大阪市が目指すべき男女共同参画の将来像とど

のようにリンクしているのかわかりづらいのではないか。 

●９の施策、全てが重要ではあるが、予算や人員の制約もあることから、大阪市の目指すべき将来像から、とくに力を入れる施策には高

い目標値を設定し、取り組みも強化するなど、メリハリが必要ではないか。 

●全体として、女性活躍推進や男女共同参画についてのマネジメントをより強力に推進する必要があると思う。例えば「高齢者女性・障

がいのある女性」「子育て中の女性」「外国籍の女性」というのはいずれも地域で生活しているはずである。「高齢者女性・障がいのあ

る女性」「子育て中の女性」「外国籍の女性」への取組は「女性の地域活動の参画」と大いに関係しているはずなのですが、関連部局と

の連携により事務局である男女共同参画課がどのように「女性の地域活動の参画」と関連付けていくのかが気になる。 


